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規 則

�愛媛県規則第３２号
職員の旅費支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

職員の旅費支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の旅費支給等に関する規則（昭和２８年愛媛県規則第２２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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教育委員会訓令
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○ 愛媛県県立学校教育課程基準の一部を改正する訓令………………………………………………………………………………………………（高校教育課）…６２６

人事委員会規則

○ 愛媛県人事委員会規則における押印及び署名を不要とするための手続の特例に関する規則…………………………………………（人事委員会事務局）…６２８

○ 愛媛県人事委員会議事規則等の一部を改正する規則………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６２８

○ 職員の採用及び昇任に関する規則等の一部を改正する規則………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６３２

○ 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６３３

○ 教育職員の勤務時間の割振り等に関する特別措置規則……………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６３５

人事委員会告示

○ 不利益処分についての審査請求に関する手続細則の一部改正……………………………………………………………………………（人事委員会事務局）…６３８

○ 勤務条件に関する措置の要求に関する手続細則の一部改正………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６３９

県議会告示

○ 愛媛県議会会議規則の一部改正………………………………………………………………………………………………………………………（議会事務局）…６４１

公営企業管理規程

○ 愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程…………………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）…６４２

○ 愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程……………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６４４

○ 愛媛県県営工業用水道供給規程の一部を改正する管理規程…………………………………………………………………………（ 〃 ）…６４６

雑 報

○ 愛媛海区漁業調整委員会指示（４件）……………………………………………………………………………………………………………………（水産課）…６４９

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第６条関係）（表）

省略

別表第１（第６条関係）（表）

省略

省略 省略

旅行命

令権者

発

令

用

務

用

務

旅

行

利

用

本

人

概算払 精算払 省

略

旅行命

令権者

発

令

用

務

用

務

旅

行

利

用

本

人

概算払 精算払 省

略年 金 支払 年 金 支払 年 金 支払 年 金 支払
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等の確

認

年

月

日

地

及

び

用

務

先

期

間

交

通

手

段

の

確

認

月

日

額 担当

者等

の確

認

月

日

額 担当

者等

の確

認

等の認

印

年

月

日

地

及

び

用

務

先

期

間

交

通

手

段

の

認

印

月

日

額 担当

者等

の認

印

月

日

額 担当

者等

の認

印

省

略

省

略

備考

１～４ 省略

５ 用紙規格は、日本産業規格Ａ４版とすること。

別表第１（裏）

備考

１～４ 省略

５ 用紙規格は、日本工業規格Ａ４版とすること。

６ 電磁的記録により作成する場合における認印は、不要と

する。

別表第１（裏）

旅行命

令権者

等の確

認

発

令

年

月

日

用

務

用

務

地

及

び

用

務

先

旅

行

期

間

利

用

交

通

手

段

本

人

の

確

認

概算払 精算払 省

略

旅行命

令権者

等の認

印

発

令

年

月

日

用

務

用

務

地

及

び

用

務

先

旅

行

期

間

利

用

交

通

手

段

本

人

の

認

印

概算払 精算払 省

略年

月

日

金

額

支払

担当

者等

の確

認

年

月

日

金

額

支払

担当

者等

の確

認

年

月

日

金

額

支払

担当

者等

の認

印

年

月

日

金

額

支払

担当

者等

の認

印

省略 省略

別表第１の２（第６条関係）

省略

別表第１の２（第６条関係）

省略

省略 省略

旅行命令権者

等の確認

省略 旅行命令権者

等の認印

省略

省略 省略

本人の確認 省略 本人の認印 省略

省略 省略

旅費計算期間 概算払 精算払 省

略

旅費計算期間 概算払 精算払 省

略年

月

日

金

額

支払担当者

等の確認

年

月

日

金

額

支払担当者

等の確認

年

月

日

金

額

支払担当者

等の認印

年

月

日

金

額

支払担当者

等の認印

省略 省略

備考

１～３ 省略

４ 用紙規格は、日本産業規格Ａ４版とすること。

別表第１の３（第６条関係）

省略

備考

１～３ 省略

４ 用紙規格は、日本工業規格Ａ４版とすること。

別表第１の３（第６条関係）

省略

省略 省略

旅行命

令権者

等の確

認

省略 旅行命

令権者

等の認

印

省略

省略 省略

本人の

確認

省略 本人の

認印

省略
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省略 省略

旅費計

算期間

日 額 区 分 概算払 精算払 省

略

旅費計

算期間

日 額 区 分 概算払 精算払 省

略８

～

１６

�

未

満

又

は

５

～

８

時

間

未

満

１６

～

２５

�

未

満

又

は

８

時

間

以

上

２５

～

３５

�

未

満

３５

�

以

上

宿

泊

年

月

日

金

額

支払

担当

者等

の確

認

年

月

日

金

額

支払

担当

者等

の確

認

８

～

１６

�

未

満

又

は

５

～

８

時

間

未

満

１６

～

２５

�

未

満

又

は

８

時

間

以

上

２５

～

３５

�

未

満

３５

�

以

上

宿

泊

年

月

日

金

額

支払

担当

者等

の認

印

年

月

日

金

額

支払

担当

者等

の認

印

省略 省略

備考

１・２ 省略

３ 旅行命令権者等の確認、発令年月日、本人の確認、用務

及び用務地の各欄は、１旅行ごとに当該旅行月日の上部

に、それぞれ署名等をする こと。

４ 省略

５ 用紙規格は、日本産業規格Ａ４版とすること。

別表第２（第９条、第９条の２、別表第３関係）（第１号様式の

１）

備考

１・２ 省略

３ 旅行命令権者等の認印、発令年月日、本人の認印、用務

及び用務地の各欄は、１旅行ごとに当該旅行月日の上部

に、それぞれ押印し、又は記載すること。

４ 省略

５ 用紙規格は、日本工業規格Ａ４版とすること。

別表第２（第９条、第９条の２、別表第３関係）（第１号様式の

１）

旅費概算・精算

請求（返納）書

精 算 し て よ

い。

概算受領 年月

日

委任状

照合確

認

旅費概算・精算

請求（返納）書

精 算 し て よ

い。

概算受領 年月

日

委任状

照合印

年 月 日 年 月 日 所属課（所） 年 月 日 年 月 日 所属課（所）

省略 省略

省略 省略 省略 省略 省略 省略

省略 省略

概算額 ￥ 職務 級・

号給

職名 氏名 概算額 ￥ 職務 級・

号給

職名 氏名 �

精算額 ￥ 精算額 ￥

追給額 ￥ 省略 追給額 ￥ 省略

返納額 ￥ 返納額 ￥

省略 省略

職名 氏名

省略

省略 職名 氏名 �

省略

省略

省略 省略

備考

１～５ 省略

別紙 省略

別表第２（第９条関係、別表第３関係）（第１号様式の２）

備考

１～５ 省略

６ 電磁的記録により作成する場合における押印は、不要と

する。

別紙 省略

別表第２（第９条関係、別表第３関係）（第１号様式の２）
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旅 費 精 算（概

算）請 求（返

納）書

精 算 し て よ

い。

概算受領 年月

日

委任状

照合確

認

旅 費 精 算（概

算）請 求（返

納）書

精 算 し て よ

い。

概算受領 年月

日

委任状

照合印

年 月 日 年 月 日 所属課（所） 年 月 日 年 月 日 所属課（所）

省略 省略

金 額 省略 省略 金 額 省略 省略

￥ 職名 氏名 ￥ 職名 氏名 �

概算額 ￥ 省略 概算額 ￥ 省略

精算額 ￥ 省略 精算額 ￥ 省略

追給額 ￥ 追給額 ￥

返納額 ￥ 返納額 ￥

省略 省略

備考 省略

別表第２（第９条、別表第３関係）（第２号様式）

備考 省略

別表第２（第９条、別表第３関係）（第２号様式）

赴任旅費精算請求（返納）書 所属課（所） 委任状

照合確

認

赴任旅費精算請求（返納）書 所属課（所） 委任状

照合印

金 額

省略

職名 氏名

省略

既支払額受領

日

年

月

日

金 額

省略

職名 氏名 �

省略

既支払額受領

日

年

月

日

￥ 省略 ￥ 省略

既 支 払 額 ￥ 既 支 払 額 ￥

精 算 額 ￥ 精 算 額 ￥

追 給 額 ￥ 追 給 額 ￥

省略 省略

備考

１～４ 省略

別表第２（第９条、別表第３関係）（第３号様式）

備考

１～４ 省略

５ 電磁的記録により作成する場合における押印は、不要と

する。

別表第２（第９条、別表第３関係）（第３号様式）

日 額 旅 費 精 算

（概 算）請 求

（返納）書

精 算 し て よ

い。

概算受領 年月

日

委任状

照合確

認

日 額 旅 費 精 算

（概 算）請 求

（返納）書

精 算 し て よ

い。

概算受領 年月

日

委任状

照合印

年 月 日 年 月 日 所属課（所） 年 月 日 年 月 日 所属課（所）

省略 省略

金 額 省略 省略 金 額 省略 省略

￥ 職名 氏名 ￥ 職名 氏名 �

概算額 ￥ 省略 概算額 ￥ 省略

精算額 ￥ 省略 精算額 ￥ 省略

追給額 ￥ 追給額 ￥

返納額 ￥ 返納額 ￥

省略 省略

備考 省略

別表第２（第９条、別表第３関係）（第４号様式）

備考 省略

別表第２（第９条、別表第３関係）（第４号様式）

省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略

職業 氏名

省略

職業 氏名 �
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３３号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和４２年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（審査の申立て）

第２２条 省略

２ 前項の書面（以下「審査申立書」という。）には、次に掲げる

事項を記載し 、正

副２通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなけ

ればならない。

�～� 省略

３ 省略

様式第２号（第８条関係）

省略

（審査の申立て）

第２２条 省略

２ 前項の書面（以下「審査申立書」という。）には、次に掲げる

事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正

副２通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなけ

ればならない。

�～� 省略

３ 省略

様式第２号（第８条関係）

省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第３号（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第３号（第８条関係）

省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

省略 省略 省略 省略
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省略 省略

省略

所 在 地

診療機関の
�
��
��
名 称

年 月 日 医師の氏名

省略

所 在 地

診療機関の
�
��
��
名 称

年 月 日 医師の氏名 �

省略 省略

省略

所 在 地

訪問看護事業者の
�
��
��
名 称

代表者氏名

省略

所 在 地

訪問看護事業者の
�
��
��
名 称

代表者氏名 �

〔注意事項〕 省略

様式第４号（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第４号（第８条関係）

省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

７※所

属部局

の長の

証明

省略

所 在 地

所属部局の

�
�
��
�
��

名 称

長の職名

７※所

属部局

の長の

証明

省略

所 在 地

所属部局の

�
�
��
�
��

名 称

長の職名 �

省略 省略

省略 省略

１１ 医

師の

証明

省略 １１ 医

師の

証明

省略

省略

所 在 地

医療機関の

�
�
��
�
��

名 称

医師氏名

省略

所 在 地

医療機関の

�
�
��
�
��

名 称

医師氏名 �

省略 省略

省略 省略 省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第５号（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第５号（第８条関係）

省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第５号の１（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第５号の１（第８条関係）

省略
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省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第５号の２（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第５号の２（第８条関係）

省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第６号（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第６号（第８条関係）

省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第６号の２（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第６号の２（第８条関係）

省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第７号（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第７号（第８条関係）

省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略
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〔注意事項〕 省略

様式第８号（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第８号（第８条関係）

省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第９号（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第９号（第８条関係）

省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第１０号（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第１０号（第８条関係）

省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第１１号（第８条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第１１号（第８条関係）

省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第１３号（第１５条関係）

省略

（表）

〔注意事項〕 省略

様式第１３号（第１５条関係）

省略

（表）
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省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

〔注意事項〕 省略

（裏）

〔注意事項〕 省略

（裏）

省略 省略

省略

所 在 地

病院又は診療所の
�
��
��
名 称

医師の氏名

省略

所 在 地

病院又は診療所の
�
��
��
名 称

医師の氏名 �

様式第１３号の２（第１５条関係）

省略

様式第１３号の２（第１５条関係）

省略

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第１４号（第１５条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第１４号（第１５条関係）

省略

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第１５号（第１１条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第１５号

省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略

〔注意事項〕 省略

様式第１６号（第１１条関係）

省略

〔注意事項〕 省略

様式第１６号

省略

省略 省略 省略 省略

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略

〔注意事項〕 省略 〔注意事項〕 省略
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３４号
愛媛県規則における押印等を不要とするための手続の特例に関する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県規則における押印等を不要とするための手続の特例に関する規則

申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている書類の押印、署名又は署名押印（これらに類するものを含む。）につい

ては、次に掲げる規則の規定にかかわらず、申請者、届出者、報告者等は、これらの行為を行うことを要しない。

� 愛媛県吏員職員恩給規則特例条例施行規程（昭和２１年愛媛県令第１９号）別記第１号様式及び別記第２号様式

� 食品衛生法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６２号）様式第２号及び様式第４号

� 公衆浴場法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６７号）様式第１号、様式第４号、様式第５号及び様式第１０号

� 恩給の改定及び請求手続（昭和２３年愛媛県規則第７３号）別表第１号様式から別表第３号様式まで

� 興行場法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第２７号）様式第１号、様式第５号及び様式第６号

� 恩給法等の一部を改正する法律附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続（昭和２５年愛媛県規則第３１号）別記第１号様式か

ら別記第３号様式まで

� 愛媛県吏員職員恩給規則臨時特例条例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続（昭和２５年愛媛県規

則第５４号）別記第１号様式から別記第３号様式まで

� 栄養士法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第６７号）様式第１号から様式第５号まで

	 火薬類取締法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７１号）様式第１号、様式第２号及び様式第４号


 狂犬病予防法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第８４号）様式第１号

� 恩給法の一部を改正する法律附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続（昭和２６年愛媛県規則第２９号）別記様式

� 愛媛県吏員職員恩給規則の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続（昭和２６年愛媛県規則第４４号）別

記様式

 恩給法の一部を改正する法律附則第３項の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続（昭和２７年愛媛県規則第１号）別記様式

� 愛媛県吏員職員恩給規則の一部を改正する条例附則第２項の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続（昭和２７年愛媛県規則第２

号）別記様式

� 愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（昭和２７年愛媛県規則第１７号）第１号様式の１から第２号様式まで

� 愛媛県ふぐの取扱いに関する条例施行規則（昭和２８年愛媛県規則第７号）様式第３号

� 昭和２３年６月３０日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律に基く恩給の改定に関する手続（昭和２８年愛媛県規則第９号）

別記第２号様式

� 火薬類取締法施行規則第１５条の規定に基き、知事が指示する安全な場所の基準等に関する規則（昭和２８年愛媛県規則第１２号）様式

� 昭和２３年６月３０日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例に基く、恩給の改定等に関する手続（昭和２８年愛媛県規則第２１

号）第２号様式

� 愛媛県吏員職員恩給規則の一部を改正する条例附則第６条及び第１０条の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則

（昭和２８年愛媛県規則第５７号）別紙第２号書式

� 恩給法の一部を改正する法律附則第８条及び昭和２７年１０月３１日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の規定により

改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則（昭和２８年愛媛県規則第５８号）別紙第２号書式

� 恩給給与細則（昭和２８年愛媛県規則第５９号）別紙第１号書式から別紙第２３号書式まで、別紙第２６号書式から別紙第３０号書式まで、別紙

第３２号書式から別紙第５０号書式まで及び別紙第５３号書式から別紙第５８号書式まで

� と畜場法施行細則（昭和２９年愛媛県規則第１３号）様式第４号、様式第５号、様式第７号及び様式第９号

� 愛媛県港湾管理条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第１５号）様式第１号から様式第７号まで及び様式第９号

� 死体解剖保存法施行細則（昭和３０年愛媛県規則第６５号）様式第２号から様式第８号まで

� 歯科技工士法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第３９号）様式第２号及び様式第５号

� 昭和２３年６月３０日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の規定により改定すべき恩給の改定手続等に関する規則

（昭和３１年愛媛県規則第４０号）別紙様式

� 昭和２３年６月３０日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の規定により改定すべき恩給の改定手続等に関する規則

（昭和３１年愛媛県規則第４１号）別紙様式

� 理容師法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第４４号）様式第１号、様式第２号及び様式第６号

� 愛媛県恩給給与規則（昭和３２年愛媛県規則第３４号）別表第１号書式から別表第１６号書式まで及び別表第１９号書式から別表第３４号書式ま

で

� 愛媛県海岸法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第４３号）様式第１号から様式第６号まで
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� 旅館業法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第５０号）様式第１号、様式第４号及び様式第５号

� 美容師法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第６５号）様式第１号、様式第２号及び様式第６号

� 愛媛県恩給条例等の一部を改正する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則（昭和３３年愛媛県規則第２７号）

別記第１号書式から別記第３号書式まで

� 恩給法等の一部を改正する法律の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則（昭和３３年愛媛県規則第２９号）別記第１

号書式から別記第３号書式まで

� 愛媛県身体障害者福祉法施行細則（昭和３４年愛媛県規則第２４号）様式第６及び様式第３４から様式第３４の３まで

� 愛媛県県立自然公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第２９号）様式第１号から様式第１１号の２まで、様式第１１号の４及び様式第１１号

の５

� 愛媛県庁舎管理規則（昭和３４年愛媛県規則第３６号）第２号様式

� 危険物の規制に関する規則（昭和３４年愛媛県規則第５９号）様式第２号

	 愛媛県恩給給与規則及び恩給給与細則の臨時特例に関する規則（昭和３５年愛媛県規則第５０号）第１号書式及び第２号書式


 恩給法等の一部を改正する法律附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則（昭和３６年愛媛県規則第３１号）別記

第１号書式から別記第３号書式まで

� 愛媛県恩給条例等の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則（昭和３６年愛媛県規則第３７

号）別記第１号書式から別記第３号書式まで

� 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則（昭和３６年愛媛県規則第４４号）第１号様式

 愛媛県水道条例施行規則（昭和３８年愛媛県規則第４１号）様式第１号から様式第３号まで及び様式第５号

� 愛媛県農林水産研究所使用規則（昭和３８年愛媛県規則第５８号）様式第６号及び様式第７号

� 愛媛県漁港管理条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第８８号）様式第１号、様式第４号、様式第５号、様式第７号及び様式第９号から様

式第１１号まで

� 児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則（昭和４１年愛媛県規則第１３号）様式第４号及び様式第６号

� 愛媛県砂防指定地管理条例施行規則（昭和４１年愛媛県規則第３８号）様式第１号から様式第４号まで及び様式第９号

� 恩給法等の一部を改正する法律の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則（昭和４１年愛媛県規則第４４号）第１号書式から第４号

書式まで

� 愛媛県恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則（昭和４１年愛媛県規則第４８号）第１号書式か

ら第４号書式まで

� 製菓衛生師法施行細則（昭和４２年愛媛県規則第２６号）様式第２号

� 漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則（昭和４３年愛媛県規則第２９号）様式第１号から様式第４号まで及び様式第６号

� 恩給法等の一部を改正する法律の施行に伴う恩給年額の改定及び請求手続に関する規則（昭和４４年愛媛県規則第５２号）別記書式

� 愛媛県心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和４５年愛媛県規則第３８号）様式第１号、様式第１３号及び様式第１９号から様式第２５号ま

で

� あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則（昭和４６年愛媛県規則第３号）様式第１号、様式第４号及び様式

第６号

� 柔道整復師法施行細則（昭和４６年愛媛県規則第４号）様式第１号

� 愛媛県公害防止条例施行規則（昭和４７年愛媛県規則第２号）様式第１号から様式第４号まで、様式第６号、様式第７号、様式第９号、

様式第１２号、様式第１４号から様式第２４号まで及び様式第２６号

� 愛媛県消費生活条例施行規則（昭和５０年愛媛県規則第３９号）様式第１号、様式第２号、様式第４号、様式第５号及び様式第７号

� 温泉法施行細則（昭和５１年愛媛県規則第２８号）様式第１号から様式第２１号まで、様式第２３号、様式第２４号、様式第２６号及び様式第２７号

� 愛媛県飼料検定条例施行規則（昭和５２年愛媛県規則第４号）様式第１号

� 愛媛県職員等表彰規則（昭和５４年愛媛県規則第５９号）様式第１号及び様式第２号

� 愛媛県自然海浜保全条例施行規則（昭和５５年愛媛県規則第５号）別記様式

 保健師助産師看護師法施行細則（昭和５７年愛媛県規則第２０号）様式第１号から様式第８号まで

! 愛媛県土地改良財産の管理及び処分に関する規則（昭和５９年愛媛県規則第３０号）様式第２号から様式第７号まで、様式第９号及び様式

第１０号

" 化製場等に関する法律施行細則（昭和５９年愛媛県規則第５４号）様式第１号、様式第２号、様式第７号及び様式第８号

# 愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則（昭和６０年愛媛県規則第５０号）様式第１号、様式第２号及び様式第７号

$ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則（平成４年愛媛県規則第１号）様式第１号、様式第３号及び様式第７号

% 愛媛県の海を管理する条例施行規則（平成７年愛媛県規則第６７号）様式第１号及び様式第２号

& 人にやさしいまちづくり条例施行規則（平成８年愛媛県規則第３８号）様式第２号及び様式第３号

' 特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成１０年愛媛県規則第５８号）様式第１号から様式第３号まで、様式第５号から様式第８号ま

で、様式第１３号及び様式第１６号

( 指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則（平成１１年愛媛県規則第３１号）様式第
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１号から様式第１３号まで

� 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則（平成１２年愛媛県規則第１４号）様式第１号から様式第６号まで及び様式第８号

� 愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則（平成１２年愛媛県規則第５８号）様式第１号、様式第３号、様式第５号から様式第８

号まで

� 医療法施行細則（平成１４年愛媛県規則第４３号）様式第１号から様式第２０号まで、様式第２２号から様式第３１号まで、様式第３３号から様式

第３５号まで、様式第３７号及び様式第３９号から様式第５０号の２まで

� 牛海綿状脳症対策特別措置法施行細則（平成１４年愛媛県規則第５８号）様式第２号から様式第４号まで

� 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則（平成１６年愛媛県規則第４５号）様式第１号から様式第３号まで

� 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則（平成１７年愛媛県規則第３４号）様式第３号及び様式第６号

� 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則（平成１８年愛媛県規則第５６号）様式第１号、様式第

３号から様式第５号まで及び様式第７号から様式第９号まで

� 愛媛県資源循環促進税条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第６４号）様式第１号、様式第３号、様式第５号から様式第９号まで、様式第

１１号、様式第１３号及び様式第１４号

	 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則（平成１９年愛媛県規則第１８号）様式第１号及び様式第２号


 愛媛県核燃料税条例施行規則（平成３１年愛媛県規則第３号）様式第１号

� 愛媛県生涯学習センター管理規則（令和２年愛媛県規則第１２号）様式第３号及び様式第６号

� 愛媛県総合科学博物館管理規則（令和２年愛媛県規則第１３号）様式第３号及び様式第６号

 愛媛県歴史文化博物館管理規則（令和２年愛媛県規則第１５号）様式第３号及び様式第６号

� 愛媛県美術館管理規則（令和２年愛媛県規則第１７号）様式第５号

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３５号
愛媛県聴聞規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県聴聞規則の一部を改正する規則

愛媛県聴聞規則（平成６年愛媛県規則第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（聴聞調書及び報告書の記載事項）

第１１条 法第２４条第１項の聴聞の審理の経過を記載した調書（以下

「聴聞調書」という。）には、次に掲げる事項（聴聞の期日にお

ける審理が行われなかった場合においては、第４号に掲げる事項

を除く。）を記載しなければ ならない。

�～� 省略

２ 省略

３ 法第２４条第３項の報告書（以下「報告書」という。）には、次

に掲げる事項を記載しなければ ならない。

�～� 省略

第２号様式（第３条関係） 代理人資格証明書

（聴聞調書及び報告書の記載事項）

第１１条 法第２４条第１項の聴聞の審理の経過を記載した調書（以下

「聴聞調書」という。）には、次に掲げる事項（聴聞の期日にお

ける審理が行われなかった場合においては、第４号に掲げる事項

を除く。）を記載し、主宰者が記名押印しなければならない。

�～� 省略

２ 省略

３ 法第２４条第３項の報告書（以下「報告書」という。）には、次

に掲げる事項を記載し、主宰者が記名押印しなければならない。

�～� 省略

第２号様式（第３条関係） 代理人資格証明書

省略

当事者又 省略

は参加人 氏 名��
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�は、名称及び代表者の氏名

省略

省略

当事者又 省略

は参加人 氏 名��
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�は、名称及び代表者の氏名 �

省略

省略 省略

代

理

人

省略 代

理

人

省略

氏 名 氏 名
（ 歳）

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

５２３



��������������

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３６号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

第３号様式（第４条関係） 聴聞参加許可申請書

注 当事者又は参加人が個人の場合にあっては、記名押印に代

えて署名することができる。

第３号様式（第４条関係） 聴聞参加許可申請書

省略

申請者
省略

氏 名��
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�は、名称及び代表者の氏名

省略

省略

申請者
省略

氏 名��
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�は、名称及び代表者の氏名 �

年 齢 歳

省略

省略 省略

様式第４号（第５条関係） 文書等閲覧請求書

注 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名す

ることができる。

様式第４号（第５条関係） 文書等閲覧請求書

省略

請求者
省略

氏 名��
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�は、名称及び代表者の氏名

省略

請求者
省略

氏 名��
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�は、名称及び代表者の氏名 �

省略 省略

様式第５号（第７条関係） 補佐人出頭許可申請書

注 請求者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名す

ることができる。

様式第５号（第７条関係） 補佐人出頭許可申請書

省略

申請者
省略

氏 名��
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�は、名称及び代表者の氏名

省略

申請者
省略

氏 名��
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�は、名称及び代表者の氏名 �

省略 省略

補

佐

人

省略 補

佐

人

省略

氏 名 氏 名
（ 歳）

省略 省略

様式第６号（第１２条関係） 聴聞調書等閲覧請求書

注 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名す

ることができる。

様式第６号（第１２条関係） 聴聞調書等閲覧請求書

省略

請求者
省略

氏 名��
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�は、名称及び代表者の氏名

省略

請求者
省略

氏 名��
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�は、名称及び代表者の氏名 �

省略 省略

注 請求者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名す

ることができる。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３７号
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成１２年愛媛県規則第３６号）の一部を次のよう

に改正する。

改 正 後 改 正 前

第１１号様式（第１条関係）

省略

市町長

省略

第１１号様式（第１条関係）

省略

市町長 �

省略

省略 省略

第１２号様式（第１条関係）

省略

市町長

省略

第１２号様式（第１条関係）

省略

市町長 �

省略

省略 省略

第１３号様式（第１条関係）

省略

市町長

省略

第１３号様式

省略

市町長 �

省略

省略 省略

備 考 省略

第１４号様式（第１条関係）

省略

市町長

省略

備 考 省略

第１４号様式（第１条関係）

省略

市町長 �

省略

省略 省略

備 考 省略

第１５号様式（第１条関係）

省略

備 考 省略

第１５号様式（第１条関係）

省略

省略 省略 省略 省略

氏名又は

名称及び

その代表

者の氏名

氏名又は

名称及び

その代表

者の氏名

�

省略 省略

省略 省略

備考 省略

第２０号様式（第５条関係）

省略

備考 省略

第２０号様式（第５条関係）

省略

省略 省略

備考 記名押印に代えて署名することができます。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第４条の４、第１６条関係） 水質・土壌検査報告書 様式第１号（第４条の４、第１６条関係） 水質・土壌検査報告書

省略

報告者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

報告者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注１・２ 省略

様式第１号の２（第４条の４、第７条、第１２条、様式第１号、様式

第２号、様式第３号、様式第４号、様式第５号、様式第６号、様

式第７号の２関係） 検査試料採取調書

注１・２ 省略

３ 報告者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第１号の２（第４条の４、第７条、第１２条、様式第１号、様式

第２号、様式第３号、様式第４号、様式第５号、様式第６号、様

式第７号の２関係） 検査試料採取調書

省略

採取者
所 属

職 氏 名

省略

省略

採取者
所 属

職 氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第２号（第７条関係） 特定事業許可申請書

（表）

注 省略

様式第２号（第７条関係） 特定事業許可申請書

（表）

省略

申請者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注 省略

（裏） 省略

様式第２号の２（第７条、様式第２号、様式第３号、様式第４号関

係） 説明会等報告書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

（裏） 省略

様式第２号の２（第７条、様式第２号、様式第３号、様式第４号関

係） 説明会等報告書

省略

報告者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

報告者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第２号の３（第７条、第２０条、様式第２号、様式第３号、様式

第５号、様式第１２号関係） 誓約書

（表）

注１ 省略

２ 報告者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第２号の３（第７条、第２０条、様式第２号、様式第３号、様式

第５号、様式第１２号関係） 誓約書

（表）
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省略

申請者（届出者） 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者（届出者） 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

注 省略

（裏） 省略

様式第３号（第７条関係） 特定事業（一時堆積事業）許可申請書

（表）

注 省略

（裏） 省略

様式第３号（第７条関係） 特定事業（一時堆積事業）許可申請書

（表）

省略

申請者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注 省略

（裏） 省略

様式第４号（第１１条関係） 特定事業変更許可申請書

（表）

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

（裏） 省略

様式第４号（第１１条関係） 特定事業変更許可申請書

（表）

省略

申請者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者 氏名（法人にあっては、そ �

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注 省略

（裏） 省略

様式第５号（第１１条関係） 特定事業変更届

（表）

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

（裏） 省略

様式第５号（第１１条関係） 特定事業変更届

（表）

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注 省略

（裏） 省略

様式第６号（第１２条、第１２条の２、様式第７号の２関係） 土砂等

搬入届

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

（裏） 省略

様式第６号（第１２条、第１２条の２、様式第７号の２関係） 土砂等

搬入届

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略
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様式第７号（第１２条、様式第６号、様式第７号の２関係） 土砂等

採取場所証明書

様式第７号（第１２条、様式第６号、様式第７号の２関係） 土砂等

採取場所証明書

省略 省略

省略

採取場所の責任者 氏 名

省略

省略

採取場所の責任者 氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第７号の２（第１２条、第１２条の２関係） 土砂等搬入変更届

注 省略

様式第７号の２（第１２条、第１２条の２関係） 土砂等搬入変更届

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注 省略

様式第７号の３（第１２条の２関係） 土砂等管理台帳

様式第７号の３（その１） 土砂等管理台帳（一時堆積事業以

外）

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第７号の３（第１２条の２関係） 土砂等管理台帳

様式第７号の３（その１） 土砂等管理台帳（一時堆積事業以

外）

省略 省略

注 省略

別紙 条例第１５条の３第５号に掲げる事項

注 省略

別紙 条例第１５条の３第５号に掲げる事項

搬出

年月

日

年 月 日

搬入

年月

日

年 月 日

作成者

役職・

氏名

搬出

年月

日

年 月 日

搬入

年月

日

年 月 日

作成者

役職・

氏名

�

省略 省略

注 省略

様式第７号の３（その２） 土砂等管理台帳（一時堆積事業）

注 省略

様式第７号の３（その２） 土砂等管理台帳（一時堆積事業）

省略 省略

注 省略

別紙 条例第１５条の３第５号に掲げる事項

注 省略

別紙 条例第１５条の３第５号に掲げる事項

搬出

年月

日

年 月 日

搬入

年月

日

年 月 日

作成者

役職・

氏名

搬出

年月

日

年 月 日

搬入

年月

日

年 月 日

作成者

役職・

氏名

�

省略 省略

注 省略

様式第８号（第１３条関係） 特定事業状況報告書

注 省略

様式第８号（第１３条関係） 特定事業状況報告書

省略

報告者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

報告者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注１・２ 省略

様式第１０号（第１８条関係） 特定事業完了届

注１・２ 省略

３ 報告者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第１０号（第１８条関係） 特定事業完了届
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３８号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和５２年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注１・２ 省略

様式第１１号（第１９条関係） 特定事業廃止（休止・再開）届

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第１１号（第１９条関係） 特定事業廃止（休止・再開）届

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注１・２ 省略

様式第１２号（第２０条関係） 特定事業承継届

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第１２号（第２０条関係） 特定事業承継届

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

省略

届出者 氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注 省略 注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設設置許可申請書 様式第１号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設設置許可申請書

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略
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４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 次に掲げる場合は、９�に掲げる書類の添付を要しな

い。

�・� 省略

１１ 直前の事業年度に係る有価証券報告書（金融商品取引法

（昭和２３年法律第２５号）第２４条第１項に規定する有価証券

報告書をいう。以下同じ。）を作成しているときは、９�

及び�に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を添付

することができる。

１２ 法第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可（平

成１２年１０月１日以降に受けた許可であつて、当該許可の日

から起算して５年を経過しないもの（この規定により別に

受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。）

に限る。）を受けている場合は、９�から�までに掲げる

書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていること

を証する書類を添付することができる。

様式第２号（第２条関係） 廃棄物再生事業者登録申請書

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 次に掲げる場合は、１０�に掲げる書類の添付を要しな

い。

�・� 省略

１２ 直前の事業年度に係る有価証券報告書（金融商品取引法

（昭和２３年法律第２５号）第２４条第１項に規定する有価証券

報告書をいう。以下同じ。）を作成しているときは、１０�

及び�に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を添付

することができる。

１３ 法第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可（平

成１２年１０月１日以降に受けた許可であつて、当該許可の日

から起算して５年を経過しないもの（この規定により別に

受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。）

に限る。）を受けている場合は、１０�から�までに掲げる

書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていること

を証する書類を添付することができる。

様式第２号（第２条関係） 廃棄物再生事業者登録申請書

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに法人にあつて �

は、その代表者の氏名

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第４号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

様式第４号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第５号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設定期検査申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

様式第５号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設定期検査申請書

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注 省略 注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。
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様式第７号（第２条関係） 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告

書

様式第７号（第２条関係） 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告

書

省略

報告者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

報告者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第８号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設変更許可申請書

注１ 省略

２ 報告者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

様式第８号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設変更許可申請書

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 直前の事業年度に係る有価証券報告書（金融商品取引法

（昭和２３年法律第２５号）第２４条第１項に規定する有価証券

報告書をいう。以下同じ。）を作成しているときは、９�

及び�に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を添付

することができる。

１１ 法第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可（平

成１２年１０月１日以降に受けた許可であつて、当該許可の日

から起算して５年を経過しないもの（この規定により別に

受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。）

に限る。）を受けている場合は、９�から�までに掲げる

書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていること

を証する書類を添付することができる。

様式第９号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 直前の事業年度に係る有価証券報告書（金融商品取引法

（昭和２３年法律第２５号）第２４条第１項に規定する有価証券

報告書をいう。以下同じ。）を作成しているときは、１０�

及び�に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を添付

することができる。

１２ 法第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可（平

成１２年１０月１日以降に受けた許可であつて、当該許可の日

から起算して５年を経過しないもの（この規定により別に

受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。）

に限る。）を受けている場合は、１０�から�までに掲げる

書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていること

を証する書類を添付することができる。

様式第９号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書

省略

届出者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

届出者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略
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４ 省略

５ 省略

様式第１０号（第２条関係） 一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届

出書

５ 省略

６ 省略

様式第１０号（第２条関係） 一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届

出書

省略

届出者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

届出者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第１１号（第２条関係） 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

様式第１１号（第２条関係） 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第１２号（第２条関係） 熱回収施設設置者認定申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第１２号（第２条関係） 熱回収施設設置者認定申請書

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

様式第１３号（第２条関係） 熱回収施設休廃止等届出書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

様式第１３号（第２条関係） 熱回収施設休廃止等届出書

省略

届出者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

届出者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略
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注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第１４号（第２条関係） 熱回収報告書

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第１４号（第２条関係） 熱回収報告書

省略

報告者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

報告者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第１５号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設変更届出書

注１ 省略

２ 報告者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

様式第１５号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設変更届出書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第１６号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設譲受け（借受け）

許可申請書

注 省略

様式第１６号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設譲受け（借受け）

許可申請書

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 直前の事業年度に係る有価証券報告書（金融商品取引法

（昭和２３年法律第２５号）第２４条第１項に規定する有価証券

報告書をいう。以下同じ。）を作成しているときは、６�

及び�に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を添付

することができる。

８ 法第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可（平

成１２年１０月１日以降に受けた許可であつて、当該許可の日

から起算して５年を経過しないもの（この規定により別に

受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。）

に限る。）を受けている場合は、６�から�までに掲げる

書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていること

を証する書類を添付することができる。

様式第１７号（第２条関係） 合併（分割）認可申請書

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 直前の事業年度に係る有価証券報告書（金融商品取引法

（昭和２３年法律第２５号）第２４条第１項に規定する有価証券

報告書をいう。以下同じ。）を作成しているときは、７�

及び�に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を添付

することができる。

９ 法第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可（平

成１２年１０月１日以降に受けた許可であつて、当該許可の日

から起算して５年を経過しないもの（この規定により別に

受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。）

に限る。）を受けている場合は、７�から�までに掲げる

書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていること

を証する書類を添付することができる。

様式第１７号（第２条関係） 合併（分割）認可申請書
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省略

申請者 名称及び代表者の氏名

省略

省略

申請者 名称及び代表者の氏名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第１８号（第２条関係） 相続届出書

注 省略

様式第１８号（第２条関係） 相続届出書

省略

届出者 氏名

省略

省略

届出者 氏名 �

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 法第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可（平

成１２年１０月１日以降に受けた許可であつて、当該許可の日

から起算して５年を経過しないもの（この規定により別に

受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。）

に限る。）を受けている場合は、４�及び�から�までに

掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けてい

ることを証する書類を添付することができる。

様式第１９号（第２条関係） 一般廃棄物の種類等届出書

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 法第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可（平

成１２年１０月１日以降に受けた許可であつて、当該許可の日

から起算して５年を経過しないもの（この規定により別に

受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。）

に限る。）を受けている場合は、５�及び�から�までに

掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けてい

ることを証する書類を添付することができる。

様式第１９号（第２条関係） 一般廃棄物の種類等届出書

省略

届出者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

届出者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

産業廃棄物処理施設において処

理する一般廃棄物の種類ごとの

年間の処理量（当該施設が石綿

含有産業廃棄物の溶融施設であ

る場合にあつては石綿含有一般

廃棄物の処理量を、当該施設が

産業廃棄物の最終処分場（水銀

処理物に係るものに限る。）で

ある場合にあつては水銀処理物

の処理量を含む。）の見込み

種 類 年間処理量 産業廃棄物処理施設において処

理する一般廃棄物の種類ごとの

年間の処理量（当該施設が石綿

含有産業廃棄物の溶融施設であ

る場合にあつては石綿含有一般

廃棄物の処理量を、当該施設が

産業廃棄物の最終処分場（水銀

処理物に係るものに限る。）で

ある場合にあつては水銀処理物

の処理量を含む。）の見込み

種 類 年間処理量

非常災害により一般廃棄物が生

じた時期及び地域（非常災害の

ために必要な応急措置として非

常災害により生じた一般廃棄物

を処理する場合）

時期

地域

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては、次に

掲げるいずれかの書類

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては、次に

掲げるいずれかの書類
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ア・イ 省略

ウ 省令第２条の３第１号、第２号、第４号、第６号又

は第１０号に該当する者であることを示す書類

エ 省略

オ 他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業

として行う者であることを示す書類

様式第２０号（第２条、様式第２６号関係） 一般廃棄物の種類等届出

受理書

ア・イ 省略

ウ 省令第２条の３第１号、第２号、第４号又は第６号

に該当する者であることを示す書類

エ 省略

様式第２０号（第２条、様式第２６号関係） 一般廃棄物の種類等届出

受理書

省略 省略

許 可 に 付 さ れ た 条 件

許 可 に 付 さ れ た 条 件

非常災害により一般廃棄物が生じた時期及び

地域（非常災害のために必要な応急措置とし

て非常災害により生じた一般廃棄物を処理す

る場合）

時期

地域

様式第２１号（第３条関係） 一般廃棄物処理施設設置届出書 様式第２１号（第３条関係） 一般廃棄物処理施設設置届出書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第２３号（第３条関係） 最終処分場台帳閲覧請求書

注 省略

様式第２３号（第３条関係） 最終処分場台帳閲覧請求書

省略

氏名

省略

氏名 �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第２４号（第３条関係） 廃棄物再生事業者登録事項変更届出書

注１ 省略

２ 請求者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

様式第２４号（第３条関係） 廃棄物再生事業者登録事項変更届出書

省略

氏名又は名称及び住所

届出者 並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名

省略

氏名又は名称及び住所

届出者 並びに法人にあつて �

は、その代表者の氏名

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第２５号（第３条関係） 廃棄物再生事業者登録事業場廃止（休

止・再開）届出書

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

様式第２５号（第３条関係） 廃棄物再生事業者登録事業場廃止（休

止・再開）届出書

省略

氏名又は名称及び住所

届出者 並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名

省略

氏名又は名称及び住所

届出者 並びに法人にあつて �

は、その代表者の氏名

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略
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様式第２６号（第３条関係） 一般廃棄物の種類等変更（処理業廃

止）届出書

様式第２６号（第３条関係） 一般廃棄物の種類等変更（処理業廃

止）届出書

省略

届出者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

届出者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

様式第２７号（第４条関係） 一般・産業廃棄物処理施設設置（変

更）許可証再交付申請書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

様式第２７号（第４条関係） 一般・産業廃棄物処理施設設置（変

更）許可証再交付申請書

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに法人にあつて �

は、その代表者の氏名

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第２８号（第４条関係） 熱回収施設設置者認定証再交付申請書

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第２８号（第４条関係） 熱回収施設設置者認定証再交付申請書

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者
氏名（法人にあつては、

�
名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第２８号の２（第４条関係） ２以上の事業者による産業廃棄物

の処理に係る特例認定証再交付申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

様式第２８号の２（第４条関係） ２以上の事業者による産業廃棄物

の処理に係る特例認定証再交付申請書

省略

名称及び代表者の氏名

省略

名称及び代表者の氏名

省略

省略

名称及び代表者の氏名 �

省略

名称及び代表者の氏名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第２９号（第４条関係） 産業廃棄物収集運搬業許可証等再交付

申請書

注 省略

様式第２９号（第４条関係） 産業廃棄物収集運搬業許可証等再交付

申請書

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに法人にあつて �

は、その代表者の氏名

省略 省略
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３９号
麻薬及び向精神薬取締法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

麻薬及び向精神薬取締法施行細則の一部を改正する規則

麻薬及び向精神薬取締法施行細則（昭和４０年愛媛県規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第３０号（第４条関係） 廃棄物再生事業者登録証明書再交付申

請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

様式第３０号（第４条関係） 廃棄物再生事業者登録証明書再交付申

請書

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに法人にあつて �

は、その代表者の氏名

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 在庫麻薬届 様式第１号（第２条関係） 在庫麻薬届

省略 省略

省略

氏名又は名称

省略

省略

氏名又は名称 �

省略

省略 省略

様式第２号（第２条関係） 在庫麻薬譲渡届 様式第２号（第２条関係） 在庫麻薬譲渡届

省略 省略

省略

氏名又は名称

省略

省略

氏名又は名称 �

省略

省略 省略

様式第３号（第２条関係） 麻薬卸売業者報告書 様式第３号（第２条関係） 麻薬卸売業者報告書

省略 省略 省略 省略

省略

氏名（法人にあつては、名称

及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあつては、名称

及び代表者の氏名） �

省略 省略

注 省略

様式第４号（第２条関係） 麻薬年間受払届

注 省略

様式第４号（第２条関係） 麻薬年間受払届
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省略

免許の種類 免許証の番号 氏 名

省略

免許の種類 免許証の番号 氏 名 印

省略 省略

様式第５号（第２条関係） 麻薬中毒者診断届 様式第５号（第２条関係） 麻薬中毒者診断届

省略 省略

省略

医師
住 所

氏 名

省略

医師
住 所

氏 名 �

省略 省略

様式第６号（第３条関係） 診断書

注 記名押印に代えて署名することができる。

様式第６号（第３条関係） 診断書

省略 省略

省略

診断医師氏名

省略

診断医師氏名 �

省略 省略

様式第８号（第５条関係） 麻薬中毒者等通報書 様式第８号（第５条関係） 麻薬中毒者等通報書

省略 省略

省略

矯正施設の長氏名

省略

省略

矯正施設の長氏名 �

省略

省略 省略

様式第１０号（第６条関係） 麻薬中毒者等診断報告書 様式第１０号（第６条関係） 麻薬中毒者等診断報告書

省略 省略

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第１４号（第９条関係） 措置入院期間（継続、延長、継続不

要）通知書

注 省略

様式第１４号（第９条関係） 措置入院期間（継続、延長、継続不

要）通知書

省略 省略

省略

当該施設の管理者の氏名

省略

省略

当該施設の管理者の氏名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第１５号（第９条関係） 措置入院者事故届

注 省略

様式第１５号（第９条関係） 措置入院者事故届

省略 省略

省略

当該施設の管理者の氏名

省略

省略

当該施設の管理者の氏名 �

省略

省略 省略

様式第１６号（第９条関係） 措置入院者行動制限（開始、解除）届 様式第１６号（第９条関係） 措置入院者行動制限（開始、解除）届

省略 省略

省略

当該施設の管理者の氏名

省略

省略

当該施設の管理者の氏名 �

省略
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第４０号
愛媛県覚醒剤取締法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県覚醒剤取締法施行細則の一部を改正する規則

愛媛県覚醒剤取締法施行細則（昭和２７年愛媛県規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

第１号様式（第２条関係）

第１号様式（その１）

（手数料）

第１３条 法第３８条の規定により県の収入となる手数料は、申請書提

出の際納入しなければならない。

２ 前項の規定により納入した手数料は、如何なる事由があつても

返還しない。

第１号様式（第２条関係）

第１号様式（その１）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

注 省略

第１号様式（その２）

注 省略

第１号様式（その２）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

注 省略

第１号様式（その３）

注 省略

第１号様式（その３）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

第２号様式（第３条関係）

第２号様式（その１）

第２号様式（第３条関係）

第２号様式（その１）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

注 省略

第２号様式（その２）

注 省略

第２号様式（その２）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

第３号様式（第４条関係）

第３号様式（その１）

注 省略

第３号様式（第４条関係）

第３号様式（その１）
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省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

注 省略

第３号様式（その２）

注 省略

第３号様式（その２）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

注 省略

第４号様式（第５条関係）

注 省略

第４号様式（第５条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

注 省略

第５号様式（第６条関係）

注 省略

第５号様式（第６条関係）

省略

医 師 氏 名

省略

省略

医 師 氏 名 �

省略

第６号様式（第７条関係） 第６号様式（第７条関係）

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注 省略

第７号様式（第８条関係）

第７号様式（その１）

注 省略

第７号様式（第８条関係）

第７号様式（その１）

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注 省略

第７号様式（その２）

注 省略

第７号様式（その２）

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注 省略

第７号様式（その３）

注 省略

第７号様式（その３）

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

第９号様式（第１０条関係） 第９号様式（第１０条関係）

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注 省略

第１０号様式（第１１条関係）

第１０号様式（その１）

注 省略

第１０号様式（第１１条関係）

第１０号様式（その１）

省略

指定番号 第 号

指定年月日

省略

指定年月日
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第４１号
クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則

クリーニング業法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略

氏 名

省略

氏 名 �

品 名
期初所

有数量

譲受数

量

施用数

量

施用交

付数量

期末所

有数量

省略
品 名

数 量 省略

譲 受 施 用 交 付

�������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

注１ 省略

２ 事故の届出をし、又は廃棄した場合には、備考欄に数量

及び事由を記載すること。

３ 省略

第１０号様式（その２）

注１ 省略

２ 備考欄には、事故及びその数量を記載すること。

３ 省略

第１０号様式（その２）

省略

指定番号 第 号

指定年月日

省略

氏 名

省略

指定年月日

省略

氏 名 �

品 名

期初

所有

数量

譲受

数量

製造

数量

使用

数量

施用

数量

施用

交付

数量

期末

所有

数量

省略

品 名

数 量 省略

譲 受 研究使用

�������������������������������
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�������������������������������

注１ 事故の届出をし、又は廃棄した場合には、備考欄に数量

及び事由を記載すること。

２ 省略

注１ 備考欄には、事故及びその数量を記載すること。

２ 省略

改 正 後 改 正 前

第１号様式（第９条関係） クリーニング所営業届 第１号様式（第９条関係） クリーニング所営業届

省略
（ふりがな）

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略
（ふりがな）

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

注１ 省略

２ 営業者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略
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３ 省略

４ 省略

第１号の２様式（第９条関係） 無店舗取次店営業届

４ 省略

５ 省略

第１号の２様式（第９条関係） 無店舗取次店営業届

省略
（ふりがな）

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略
（ふりがな）

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

第４号様式（第９条関係） クリーニング所営業承継届

第４号様式（その１） 相続による場合

注１ 省略

２ 営業者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

第４号様式（第９条関係） クリーニング所営業承継届

第４号様式（その１） 相続による場合

省略
（ふりがな）

氏 名

省略

省略
（ふりがな）

氏 名 �

省略

省略 省略

注意事項

次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同

意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定

された者にあつては、その全員の同意書

� 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を

営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取

次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類

ア クリーニング所又は無店舗取次店の名称

イ クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務

用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両

番号

ウ 従事者数

エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏

名

注意事項

１ 記名押印に代えて署名することができます。

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同

意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定

された者にあつては、その全員の同意書

� 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を

営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取

次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類

ア クリーニング所又は無店舗取次店の名称

イ クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務

用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両

番号

ウ 従事者数

エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏

名

第４号様式（その２） 合併又は分割による場合 第４号様式（その２） 合併又は分割による場合

省略
（ ふ り が な ）

代表者の氏名

省略

省略
（ ふ り が な ）

代表者の氏名 �

省略

省略 省略

第４号の２様式（第９条関係） 無店舗取次店営業承継届

第４号の２様式（その１） 相続による場合

第４号の２様式（第９条関係） 無店舗取次店営業承継届

第４号の２様式（その１） 相続による場合

省略
（ふりがな）

氏 名

省略

省略
（ふりがな）

氏 名 �

省略

省略 省略
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附 則

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現にあるこの規則による改正前のクリーニング業法施行細則第６号様式及び第８号様式の規定による申請書は、それ

ぞれ改正後のクリーニング業法施行細則第６号様式及び第８号様式の規定による申請書とみなす。

注意事項

次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同

意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定

された者にあつては、その全員の同意書

� 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を

営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取

次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類

ア クリーニング所又は無店舗取次店の名称

イ クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務

用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両

番号

ウ 従事者数

エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏

名

注意事項

１ 記名押印に代えて署名することができます。

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同

意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定

された者にあつては、その全員の同意書

� 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を

営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取

次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類

ア クリーニング所又は無店舗取次店の名称

イ クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務

用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両

番号

ウ 従事者数

エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏

名

第４号の２様式（その２） 合併又は分割による場合 第４号の２様式（その２） 合併又は分割による場合

省略
（ ふ り が な ）

代表者の氏名

省略

省略
（ ふ り が な ）

代表者の氏名 �

省略

省略 省略

第６号様式（第９条関係） クリーニング師免許申請書

省略
（ ふ り が な ）

氏 名

省略

１ 省略

２ 旧姓又は通称名（併記を希望する場合）

３ 省略

省略

第８号様式（第９条関係） クリーニング師免許証訂正申請書

省略

１ 省略

２ 変更事項

�・� 省略

� 旧姓又は通称名（併記を希望する場合）

新

旧

３・４ 省略

５ 添付書類

免許証及び戸籍謄本又は戸籍抄本

省略

第６号様式（第９条関係） クリーニング師免許申請書

省略
（ ふ り が な ）

氏 名 �

省略

１ 省略

２ 省略

省略

注 記名押印に代えて署名することができる。

第８号様式（第９条関係） クリーニング師免許証訂正申請書

省略

１ 省略

２ 変更事項

�・� 省略

３・４ 省略

５ 添付書類

免許証及び戸籍謄本又は抄本

省略
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�愛媛県規則第４２号
児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（児童自立生活援助事業開始届出書等）

第３６条 省略

２ 前項の届出書には、届出者が置く施行規則第３６条の３１第１項第

７号の養育者等又は指導員及び補助員のうちに精神の機能の障害

を有する者がいる場合にあつては、その者の当該障害に係る医師

の診断書を添えなければならない。

様式第６号（第４条関係） 療育給付申請書

（児童自立生活援助事業開始届出書等）

第３６条 省略

様式第６号（第４条関係） 療育給付申請書

省略 省略

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注１・２ 省略

様式第７号（第４条関係） 療育給付意見書

注１・２ 省略

３ 記名押印に代えて署名することができる。

様式第７号（第４条関係） 療育給付意見書

省略 省略

省略

担当医師名

省略

担当医師名 �

注 省略

様式第８号（第５条関係） 指定療育機関指定申請書

注 省略

様式第８号（第５条関係） 指定療育機関指定申請書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

記載要領 省略

備考 省略

様式第９号（第６条関係） 指定療育機関変更届

省略

氏 名

省略

記載要領 省略

備考 省略

様式第９号（第６条関係） 指定療育機関変更届

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

様式第１０号（第６条関係） 指定療育機関休止（再開）届 様式第１０号（第６条関係） 指定療育機関休止（再開）届

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

様式第１１号（第７条関係） 指定療育機関辞退届 様式第１１号（第７条関係） 指定療育機関辞退届

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

様式第１２号（第８条関係） 障害児入所給付費（特定入所障害児食

費等給付費）支給申請書兼利用者負担額減額（免除）申請書

様式第１２号（第８条関係） 障害児入所給付費（特定入所障害児食

費等給付費）支給申請書兼利用者負担額減額（免除）申請書
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省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第１２号の２（第８条の２関係） 障害児入所給付費（特定入所

障害児食費等給付費）利用者負担額変更申請書

注１・２ 省略

３ 記名押印に代えて署名することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第１２号の２（第８条の２関係） 障害児入所給付費（特定入所

障害児食費等給付費）利用者負担額変更申請書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第１２号の３（第８条の３関係） 入所給付決定変更届出書

注１・２ 省略

３ 記名押印に代えて署名することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第１２号の３（第８条の３関係） 入所給付決定変更届出書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第１２号の６（第８条の６関係） 障害児入所受給者証再交付申

請書

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

４ 省略

様式第１２号の６（第８条の６関係） 障害児入所受給者証再交付申

請書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第１３号（第８条の７関係） 障害児入所医療受給者証再交付申

請書

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

様式第１３号（第８条の７関係） 障害児入所医療受給者証再交付申

請書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第１４号（第９条関係） 高額障害児入所給付費支給申請書

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

様式第１４号（第９条関係） 高額障害児入所給付費支給申請書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

４ 省略
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４ 省略

様式第１５号（第１１条、様式第１５号の３関係） 指定障害児通所支援

事業者（指定障害児入所施設）指定（更新）申請書

５ 省略

様式第１５号（第１１条、様式第１５号の３関係） 指定障害児通所支援

事業者（指定障害児入所施設）指定（更新）申請書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

省略 省略

注 省略

別紙１～別紙８ 省略

様式第１５号の２（第１１条の２関係） 特例による指定を不要とする

旨の申出書

注 省略

別紙１～別紙８ 省略

様式第１５号の２（第１１条の２関係） 特例による指定を不要とする

旨の申出書

省略 省略

�

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第１５号の３（第１１条の３関係） 指定障害児通所支援事業者指

定変更申請書

注１ 省略

２ 申出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

様式第１５号の３（第１１条の３関係） 指定障害児通所支援事業者指

定変更申請書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第１５号の４（第１１条の４関係） 指定障害児入所施設指定変更

申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第１５号の４（第１１条の４関係） 指定障害児入所施設指定変更

申請書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第１６号（第１２条関係） 指定障害児通所支援事業者（指定障害

児入所施設）変更届出書

注 省略

様式第１６号（第１２条関係） 指定障害児通所支援事業者（指定障害

児入所施設）変更届出書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

５４６



４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第１６号の２（第１２条の２関係） 指定障害児通所支援事業廃止

（休止・再開）届出書

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

様式第１６号の２（第１２条の２関係） 指定障害児通所支援事業廃止

（休止・再開）届出書

省略 省略

�

省略 省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第１７号（第１３条関係） 指定障害児入所施設指定辞退申出書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第１７号（第１３条関係） 指定障害児入所施設指定辞退申出書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第１７号の２（第１６条の２関係） 業務管理体制整備（区分変

更）届出書

注 省略

様式第１７号の２（第１６条の２関係） 業務管理体制整備（区分変

更）届出書

省略 省略

�

省略 省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第１７号の３（第１６条の３関係） 業務管理体制変更届出書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

様式第１７号の３（第１６条の３関係） 業務管理体制変更届出書

省略 省略

�

省略 省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第１８号（第１７条関係） 助産施設、母子生活支援施設入所申込

書

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第１８号（第１７条関係） 助産施設、母子生活支援施設入所申込

書
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省略 省略

省略

申込者氏名

省略

申込者氏名 �

注 次に掲げる書類を添付すること。

� 申込者の属する世帯の所得税額及び市町村民税額を証明

する書類

� 住民票

� 母子生活支援施設入所については、入所しようとする者

の健康診断書及び戸籍謄本

� その他知事が必要と認める書類

様式第２３号（第２３条の４関係） 養育里親（専門里親）認定登録申

請書

注１ 記名押印に代えて署名することができる。

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 申込者の属する世帯の所得税額及び市町村民税額を証

明する書類

� 住民票

� 母子生活支援施設入所については、入所しようとする

者の健康診断書及び戸籍謄本

� その他知事が必要と認める書類

様式第２３号（第２３条の４関係） 養育里親（専門里親）認定登録申

請書

省略

氏名

省略

氏名 �

省略 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 申請者及びその同居人が児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第３４条の２０第１項各号（同居人にあつては、第

１号を除く。）のいずれにも該当しない者であることを

証する書類

�～� 省略

様式第２３号の２（第２３条の４関係） 親族里親認定申請書

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 申請者及びその同居人が児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第３４条の２０第１項各号（同居人にあつては、第

１号を除く。）のいずれにも該当しない者であることを

証する書類

�～� 省略

様式第２３号の２（第２３条の４関係） 親族里親認定申請書

省略

氏名

省略

氏名 �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 申請者及びその同居人が児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第３４条の２０第１項各号（同居人にあつては、第

１号を除く。）のいずれにも該当しない者であることを

証する書類

�・� 省略

様式第２３号の３（第２３条の４関係） 養子縁組里親認定登録申請書

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 申請者及びその同居人が児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第３４条の２０第１項各号（同居人にあつては、第

１号を除く。）のいずれにも該当しない者であることを

証する書類

�・� 省略

様式第２３号の３（第２３条の４関係） 養子縁組里親認定登録申請書

省略

氏名

省略

氏名 �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 申請者及びその同居人が児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第３４条の２０第１項各号（同居人にあつては、第

１号を除く。）のいずれにも該当しない者であることを

証する書類

�～� 省略

様式第２３号の４（第２３条の４関係） 養育里親（専門里親）・養子

縁組里親・親族里親家庭調査票

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 申請者及びその同居人が児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第３４条の２０第１項各号（同居人にあつては、第

１号を除く。）のいずれにも該当しない者であることを

証する書類

�～� 省略

様式第２３号の４（第２３条の４関係） 養育里親（専門里親）・養子

縁組里親・親族里親家庭調査票
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省略 省略

申

請

者

に

つ

い

て

の

事

項

省略 申

請

者

に

つ

い

て

の

事

項

省略

欠

格

事

由

該

当

の

有

無

１ 禁錮以上の

刑に処せら

れ、その執行

を終わり、又

は執行を受け

ることがなく

なるまでの者

□無

□有

欠

格

事

由

該

当

の

有

無

１ 禁錮以上の

刑に処せら

れ、その執行

を終わり、又

は執行を受け

ることがなく

なるまでの者

□無

□有

欠

格

事

由

該

当

の

有

無

１ 成年被後見

人又は被保佐

人

□無

□有

欠

格

事

由

該

当

の

有

無

１ 成年被後見

人又は被保佐

人

□無

□有

２ 禁錮以上の

刑に処せら

れ、その執行

を終わり、又

は執行を受け

ることがなく

なるまでの者

□無

□有

２ 禁錮以上の

刑に処せら

れ、その執行

を終わり、又

は執行を受け

ることがなく

なるまでの者

□無

□有

２ 省略 ２ 省略 ３ 省略 ３ 省略

３ 省略 ３ 省略 ４ 省略 ４ 省略

省略 省略

注 省略

様式第２６号（第２３条の６関係） 養育里親（専門里親）名簿登録更

新申請書

注 省略

様式第２６号（第２３条の６関係） 養育里親（専門里親）名簿登録更

新申請書

省略

氏名

省略

氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第２６号の２（第２３条の６関係） 養子縁組里親名簿登録更新申

請書

注 省略

様式第２６号の２（第２３条の６関係） 養子縁組里親名簿登録更新申

請書

省略

氏名

省略

氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第３０号の５（第３５条の２、第４０条関係） 養子縁組承諾許可申

請書

様式第３０号の５（その１） 省略

様式第３０号の５（その２）

注 省略

様式第３０号の５（第３５条の２、第４０条関係） 養子縁組承諾許可申

請書

様式第３０号の５（その１） 省略

様式第３０号の５（その２）

省略 省略

省略

施設長

省略

施設長 �

注 省略

様式第３０号の６（第３５条の２、第４０条関係） 養子縁組調査書

注 省略

様式第３０号の６（第３５条の２、第４０条関係） 養子縁組調査書

養子縁組調査書
省略

養子縁組調査書
省略

調 査 者 調 査 者 �

省略 省略

注 省略

様式第３０号の８（第３５条の３関係） 児童自立生活援助実施申込書

注 省略

様式第３０号の８（第３５条の３関係） 児童自立生活援助実施申込書

省略 省略

省略

申込者氏名

省略

申込者氏名 �

注１ 省略

２ 省略

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

５４９



様式第３０号の９（第３５条の４関係） 障害児通所支援事業等開始届

出書

様式第３０号の９（第３５条の４関係） 障害児通所支援事業等開始届

出書

省略 省略

�

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

様式第３０号の１０（第３５条の５関係） 障害児通所支援事業等変更届

出書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

様式第３０号の１０（第３５条の５関係） 障害児通所支援事業等変更届

出書

省略 省略

�

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第３０号の１１（第３５条の６関係） 障害児通所支援事業等廃止

（休止）届出書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第３０号の１１（第３５条の６関係） 障害児通所支援事業等廃止

（休止）届出書

省略 省略

�

省略 省略

注１～３ 省略

４ 省略

様式第３０号の１２（第３６条関係） 児童自立生活援助事業（小規模住

居型児童養育事業）開始届出書

注１～３ 省略

４ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

５ 省略

様式第３０号の１２（第３６条関係） 児童自立生活援助事業（小規模住

居型児童養育事業）開始届出書

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名 �

省略 省略

定 数 定 数

職 員 職 務 の 内 容 別紙のとおり 職 務 の 内 容 別紙のとおり

主な職員の氏名及び経歴 別紙のとおり 職 員 主な職員の氏名及び経歴 別紙のとおり

養育者等又は指導員及び補助員

の精神の機能の障害の有無
有・無

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「養育者等又は指導員及び補助員の精神の機能の障害の

有無」の欄には、有無のいずれかを○で囲むこと。

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 届出者が置く児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令

第１１号）第３６条の３１第１項第７号の養育者等又は指導員

及び補助員のうちに精神の機能の障害を有する者がいる

場合にあつては、その者の当該障害に係る医師の診断書

注１～３ 省略

４ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略
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様式第３０号の１３（第３７条関係） 児童自立生活援助事業（小規模住

居型児童養育事業）変更届出書

様式第３０号の１３（第３７条関係） 児童自立生活援助事業（小規模住

居型児童養育事業）変更届出書

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名 �

省略 省略

注１・２ 省略

様式第３０号の１４（第３８条関係） 児童自立生活援助事業（小規模住

居型児童養育事業）廃止（休止）届出書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第３０号の１４（第３８条関係） 児童自立生活援助事業（小規模住

居型児童養育事業）廃止（休止）届出書

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名 �

省略 省略

注１～３ 省略

様式第３０号の１５（第３８条の２関係） 一時預かり事業開始届出書

注１～３ 省略

４ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第３０号の１５（第３８条の２関係） 一時預かり事業開始届出書

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名 �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第３０号の１６（第３８条の３関係） 一時預かり事業変更届出書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第３０号の１６（第３８条の３関係） 一時預かり事業変更届出書

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第３０号の１７（第３８条の４関係） 一時預かり事業廃止（休止）

届出書

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第３０号の１７（第３８条の４関係） 一時預かり事業廃止（休止）

届出書

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名 �

省略 省略

注１～３ 省略

様式第３０号の１８（第３８条の５関係） 病児保育事業開始届出書

注１～３ 省略

４ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第３０号の１８（第３８条の５関係） 病児保育事業開始届出書

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

届出者 氏名又は名称及び �

その代表者の氏名

省略 省略
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注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第３０号の１９（第３８条の６関係） 病児保育事業変更届出書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第３０号の１９（第３８条の６関係） 病児保育事業変更届出書

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

届出者 氏名又は名称及び �

その代表者の氏名

省略 省略

注 省略

様式第３０号の２０（第３８条の７関係） 病児保育事業廃止（休止）届

出書

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第３０号の２０（第３８条の７関係） 病児保育事業廃止（休止）届

出書

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

届出者 氏名又は名称及び �

その代表者の氏名

省略 省略

注１～３ 省略

様式第３１号（第３９条関係） 児童福祉施設設置認可申請書

注１～３ 省略

４ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第３１号（第３９条関係） 児童福祉施設設置認可申請書

省略

申請者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

申請者 氏名又は名称及び �

その代表者の氏名

省略 省略

注

１ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第３１号の２（第３９条関係） 児童福祉施設変更届出書

注１ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第３１号の２（第３９条関係） 児童福祉施設変更届出書

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

届出者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名 �

省略 省略

注

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第３３号（第３９条関係） 児童福祉施設廃止（休止）承認申請書

注１ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第３３号（第３９条関係） 児童福祉施設廃止（休止）承認申請書

省略

申請者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

申請者 氏名又は名称及び
�

その代表者の氏名

省略 省略
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第４３号
愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則

愛媛県立子ども療育センター使用規則（平成１９年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県立子ども療育センター使用規則別表第２の規定は、この規則の施行の日以後の文書の交付の申請に係る手数料について

適用し、同日前の文書の交付の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第４４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成１８年愛媛県規則第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

注 省略 注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第５４条関係） 別表第２（第５４条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 備考 名 称 区 分 単位 金 額 備考

省略 省略

文書料 省略 省略 文書料 省略 省略

診療費納付証明書 １部 １，６５０円 診療費納付証明書 １部 １，５４０円

省略 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第２条、様式第３号関係） 指定障害福祉サービス事

業者（指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者）指定（更

新）申請書

様式第２号（第２条、様式第３号関係） 指定障害福祉サービス事

業者（指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者）指定（更

新）申請書

省略 省略

�

省略 省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

５５３



４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

別紙１～別紙３ 省略

別紙４ 短期入所事業者の指定に係る審査事項

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

別紙１～別紙３ 省略

別紙４ 短期入所事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

注１ 省略

２ 「事業所の種別」の欄において、「併設型」とは、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下

「基準省令」という。）第１１５条第１項に規定する併設事

業所（以下「併設事業所」という。）として事業を行う場

合をいい、「空床型」とは、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号。以下「法」という。）第５条第８項に規定する施設で

あって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居

室を利用して指定短期入所の事業を行う場合をいう。

３～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図（当

該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっ

ては、基準省令第１１７条第２項に規定する併設本体施設

の平面図を含む。）並びに設備の概要を記載した書類

�～� 省略

別紙５ 省略

別紙６

（その１） 省略

（その２） □ 介護サービス包括型共同生活援助
に係る審査

□ 外部サービス利用型共同生活援助

事項

省略

注１ 省略

２ 「事業所の種別」の欄において、「併設型」とは、愛媛

県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５３号

。以下

「基準条例」という。）第１００条第１項に規定する併設事

業所（以下「併設事業所」という。）として事業を行う場

合をいい、「空床型」とは、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号。以下「法」という。）第５条第８項に規定する施設で

あって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居

室を利用して指定短期入所の事業を行う場合をいう。

３～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図（当

該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっ

ては、基準条例第１０２条第２項に規定する併設本体施設

の平面図を含む。）並びに設備の概要を記載した書類

�～� 省略

別紙５ 省略

別紙６

（その１） 省略

（その２） □ 介護サービス包括型共同生活援助
に係る審査

□ 外部サービス利用型共同生活援助

事項

省略

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「サテライト型住居」の欄は、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第１７１号）第２１０条第２項に規定す

るサテライト型住居を設置する場合に記入すること。

５ 省略

（その３） 省略

別紙７

（その１） 省略

（その２）

省略

注１～３ 省略

４ 「サテライト型住居」の欄は、愛媛県指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２４年愛媛県条例第５３号）第１９８条第１０項

に規定す

るサテライト型住居を設置する場合に記入すること。

５ 省略

（その３） 省略

別紙７

（その１） 省略

（その２）

省略

省略 省略
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注１～３ 省略

４ 「サテライト型住居」の欄は、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第１７１号）第２１０条第２項に規定す

るサテライト型住居を設置する場合に記入すること。

５ 省略

別紙７の２

（その１） □ 介護サービス包括型共同生活援助事業者
の指

□ 外部サービス利用型共同生活援助事業者

定に係る審査事項

注１～３ 省略

４ 「サテライト型住居」の欄は、愛媛県指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２４年愛媛県条例第５３号）第１９８条第１０項

に規定す

るサテライト型住居を設置する場合に記入すること。

５ 省略

別紙７の２

（その１） □ 介護サービス包括型共同生活援助事業者
の指

□ 外部サービス利用型共同生活援助事業者

定に係る審査事項

省略 省略

注１ この審査事項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生

労働省令第１７１号）附則第１２条の規定の適用を受ける場合

に提出すること。

２～１２ 省略

（その２）

省略

注１ この審査事項は、愛媛県指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年愛媛県条例第５３号）附則第１５項

の規定の適用を受ける場合

に提出すること。

２～１２ 省略

（その２）

省略

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「サテライト型住居」の欄は、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第１７１号）第２１０条第２項に規定す

るサテライト型住居を設置する場合に記入すること。

５ 省略

別紙７の３

（その１） 省略

（その２）

省略

注１～３ 省略

４ 「サテライト型住居」の欄は、愛媛県指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２４年愛媛県条例第５３号）第１９８条第１０項

に規定す

るサテライト型住居を設置する場合に記入すること。

５ 省略

別紙７の３

（その１） 省略

（その２）

省略

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「サテライト型住居」の欄は、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第１７１号）第２１０条第２項に規定す

るサテライト型住居を設置する場合に記載すること。

５ 省略

別紙８～別紙１１ 省略

別紙１２ 指定障害福祉サービス事業者に係る多機能型による事業

を実施する場合の審査事項（総括表） ○多

注１～３ 省略

４ 「サテライト型住居」の欄は、愛媛県指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２４年愛媛県条例第５３号）第１９８条第１０項

に規定す

るサテライト型住居を設置する場合に記載すること。

５ 省略

別紙８～別紙１１ 省略

別紙１２ 指定障害福祉サービス事業者に係る多機能型による事業

を実施する場合の審査事項（総括表） ○多

省略 省略

注１～６ 省略

７ 「定員緩和措置の有無」とは、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サ

ービス事業の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第１７４号）第８９条の規定に基づく利用定員緩和措置

の適用の有無をいうものであること。

８～１０ 省略

注１～６ 省略

７ 「定員緩和措置の有無」とは、愛媛県障害福祉サービス

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年

愛媛県条例第５５号）第８８条

に基づく利用定員緩和措置

の適用の有無をいうものであること。

８～１０ 省略
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別紙１３

（その１） 障害者支援施設の指定に係る審査事項

別紙１３

（その１） 障害者支援施設の指定に係る審査事項

省略 省略

注１・２ 省略

３ 「定員緩和措置の有無」の欄は、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支

援施設の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省

令第１７７号）第９条第２項の規定に基づく利用定員緩和措

置の適用の有無について記入すること。

４～１０ 省略

（その２） 昼間実施サービス及び施設入所支援に係る審査事項

注１・２ 省略

３ 「定員緩和措置の有無」の欄は、愛媛県障害者支援施設

の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛

県条例第５８号）

第９条第２項 に基づく利用定員緩和措

置の適用の有無について記入すること。

４～１０ 省略

（その２） 昼間実施サービス及び施設入所支援に係る審査事項

省略 省略

注１～５ 省略

６ 「経過措置」とは、既存の障害者施設から移行する場合

にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、

設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２

号）附則第１５条から第２０条までの規定の適用の有無をいう

ものであること。

７～９ 省略

（その３） 省略

別紙１４～別紙１６ 省略

様式第３号（第２条関係） 指定障害福祉サービス事業者指定変更

申請書

注１～５ 省略

６ 「経過措置」とは、既存の障害者施設から移行する場合

にあっては、愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第

５４号）附則第２項から第９項

までの規定の適用の有無をいう

ものであること。

７～９ 省略

（その３） 省略

別紙１４～別紙１６ 省略

様式第３号（第２条関係） 指定障害福祉サービス事業者指定変更

申請書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第４号（第２条関係） 指定障害者支援施設指定変更申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第４号（第２条関係） 指定障害者支援施設指定変更申請書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第４号の２（第２条関係） 特例による指定を不要とする旨の

申出書

注 省略

様式第４号の２（第２条関係） 特例による指定を不要とする旨の

申出書

省略 省略

�

省略 省略

注１ 省略 注１ 省略

２ 申出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。
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２ 省略

様式第５号（第２条関係） 業務管理体制整備（区分変更）届出書

３ 省略

様式第５号（第２条関係） 業務管理体制整備（区分変更）届出書

省略 省略

�

省略 省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第６号（第２条、様式第８号関係） 自立支援医療費（精神通

院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更・転入）

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

様式第６号（第２条、様式第８号関係） 自立支援医療費（精神通

院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更・転入）

省略 省略

省略

申請者氏名

省略

省略

申請者氏名 �

省略

注

１ 省略

２ 省略

〔自治体記入欄〕 省略

様式第８号（第２条関係） 自立支援医療受給者証等記載事項変更

届出書（精神通院医療）

注１ 記名押印に代えて署名することができる。

２ 省略

３ 省略

〔自治体記入欄〕 省略

様式第８号（第２条関係） 自立支援医療受給者証等記載事項変更

届出書（精神通院医療）

省略 省略

省略

届出者氏名

省略

省略

届出者氏名 �

省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第９号（第２条関係） 自立支援医療受給者証（精神通院医

療）再交付申請書

注１・２ 省略

３ 記名押印に代えて署名することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第９号（第２条関係） 自立支援医療受給者証（精神通院医

療）再交付申請書

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 破損又は汚損の場合にあっては、その自立支援医療受給者

証（精神通院医療）（様式第１号）を添付すること。

様式第１０号（第２条、第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成

医療・更生医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書

様式第１０号（その１） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療）指定（変更・更新）申請書（病院又は診療所の場合）

注１ 記名押印に代えて署名することができる。

２ 破損又は汚損の場合にあっては、その自立支援医療受給

者証（精神通院医療）（様式第１号）を添付すること。

様式第１０号（第２条、第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成

医療・更生医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書

様式第１０号（その１） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療）指定（変更・更新）申請書（病院又は診療所の場合）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略
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注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

様式第１０号（その２） 指定自立支援医療機関（精神通院医療）

指定（変更・更新）申請書（病院又は診療所の場合）

注１・２ 省略

３ 開設者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

様式第１０号（その２） 指定自立支援医療機関（精神通院医療）

指定（変更・更新）申請書（病院又は診療所の場合）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第１０号（その３） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（薬局の場

合）

注１・２ 省略

３ 開設者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第１０号（その３） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（薬局の場

合）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第１０号（その４） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（指定訪問看

護事業者又は指定居宅サービス事業者の場合）

注１・２ 省略

３ 開設者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第１０号（その４） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（指定訪問看

護事業者又は指定居宅サービス事業者の場合）

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第１１号（第３条関係） 指定障害福祉サービス事業者（指定障

害者支援施設・指定一般相談支援事業者）変更届出書

注 省略

様式第１１号（第３条関係） 指定障害福祉サービス事業者（指定障

害者支援施設・指定一般相談支援事業者）変更届出書

省略 省略

�

省略 省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略
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６ 省略

７ 省略

様式第１２号（第３条関係） 指定障害福祉サービス事業者（指定一

般相談支援事業者）廃止（休止・再開）届出書

７ 省略

８ 省略

様式第１２号（第３条関係） 指定障害福祉サービス事業者（指定一

般相談支援事業者）廃止（休止・再開）届出書

省略 省略

�

省略 省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第１３号（第３条関係） 指定障害者支援施設指定辞退届出書

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第１３号（第３条関係） 指定障害者支援施設指定辞退届出書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第１４号（第３条関係） 業務管理体制変更届出書

注 省略

様式第１４号（第３条関係） 業務管理体制変更届出書

省略 省略

�

省略 省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第１５号（第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成医療・更

生医療・精神通院医療）変更届出書

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第１５号（第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成医療・更

生医療・精神通院医療）変更届出書

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第１６号（第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成医療・更

生医療・精神通院医療）指定辞退申出書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第１６号（第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成医療・更

生医療・精神通院医療）指定辞退申出書

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第４５号
愛媛県老人福祉法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第１７号（第３条関係） 障害福祉サービス事業等開始届出書

注１・２ 省略

３ 申出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第１７号（第３条関係） 障害福祉サービス事業等開始届出書

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第１８号（第３条関係） 障害福祉サービス事業等変更届出書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第１８号（第３条関係） 障害福祉サービス事業等変更届出書

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第１９号（第３条関係） 障害福祉サービス事業等廃止（休止）

届出書

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

様式第１９号（第３条関係） 障害福祉サービス事業等廃止（休止）

届出書

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１～３ 省略

４ 省略

様式第２３号（第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成医療・更

生医療・精神通院医療）業務休止（廃止・再開）届出書

注１～３ 省略

４ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

５ 省略

様式第２３号（第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成医療・更

生医療・精神通院医療）業務休止（廃止・再開）届出書

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略
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令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県老人福祉法施行細則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県老人福祉法施行細則（昭和３８年愛媛県規則第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

�～� 省略

�の２ 法第１８条第３項（法第２９条第１４項において準用する場合

を含む。）の規定に基づく当該職員の身分を示す証明書の交付

に関すること。

�～�の２ 省略

�の３ 法第２９条第４項の規定に基づく有料法人ホームの設置等

の届出がされた旨の通知に関すること。

�の４ 法第２９条第５項の規定に基づく市町長からの通知の受理

に関すること。

�の５ 法第２９条第１１項の規定に基づく有料老人ホーム情報の報

告の受理に関すること。

� 法第２９条第１３項の規定に基づく有料老人ホームに対する報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の２ 法第２９条第１５項の規定に基づく有料老人ホームに対する

改善命令に関すること。

� 法第２９条第１６項の規定に基づく有料老人ホームに対する事業

の停止等の命令に関すること。

� 法第２９条第１８項の規定に基づく有料老人ホームに対する事業

の停止等の命令をした旨の通知に関すること。

（有料老人ホーム設置届出書等）

第２９条 法第２９条第１項による届出は、有料老人ホーム設置届出書

（様式第４３号）を提出することによつて行わなければならない。

２ 法第２９条第２項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更

届出書（様式第４４号）を提出することによつて行わなければなら

ない。

３ 省略

様式第２３号の４（第１３条の４関係） 老人デイサービスセンター等

設置届出書

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

�～� 省略

�の２ 法第１８条第３項（法第２９条第１２項において準用する場合

を含む。）の規定に基づく当該職員の身分を示す証明書の交付

に関すること。

�～�の２ 省略

�の３ 法第２９条第９項の規定に基づく有料老人ホーム情報の報

告の受理に関すること。

� 法第２９条第１１項の規定に基づく有料老人ホームに対する報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の２ 法第２９条第１３項の規定に基づく有料老人ホームに対する

改善命令に関すること。

� 法第２９条第１４項の規定に基づく有料老人ホームに対する事業

の停止等の命令に関すること。

� 法第２９条第１６項の規定に基づく有料老人ホームに対する事業

の停止等の命令をした旨の通知に関すること。

（有料老人ホーム設置届書 等）

第２９条 法第２９条第１項による届出は、有料老人ホーム設置届書

（様式第４３号）を提出することによつて行わなければならない。

２ 法第２９条第２項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更

届書 （様式第４４号）を提出することによつて行わなければなら

ない。

３ 省略

様式第２３号の４（第１３条の４関係） 老人デイサービスセンター等

設置届出書

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の配置図及び各階平面図

様式第２３号の７（第１３条の７関係） 老人ホーム設置届出書

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 施設の位置図並びに建物の配置図及び各階平面図

様式第２３号の７（第１３条の７関係） 老人ホーム設置届出書

省略 省略

注１ 協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契

約の内容（特別養護老人ホームに限る。）の欄は、特別養

護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第４６号）第２７条第２項 に規定す

る協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力

歯科医療機関との契約の内容も含めて記入すること。

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

注１ 協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契

約の内容（特別養護老人ホームに限る。）の欄は、愛媛県

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２４年愛媛県条例第６１号）第２８条第２項に規定す

る協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力

歯科医療機関との契約の内容も含めて記入すること。

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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� 建物の配置図及び各階平面図

様式第２４号（第１４条関係） 老人ホーム設置認可申請書

� 施設の位置図並びに建物の配置図及び各階平面図

様式第２４号（第１４条関係） 老人ホーム設置認可申請書

省略

申請者 名称及びその

代表者の氏名

省略

申請者 名称及びその

代表者の氏名 �

省略 省略

注１ 協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契

約の内容（特別養護老人ホームに限る。）の欄は、特別養

護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第４６号）第２７条第２項 に規定す

る協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力

歯科医療機関との契約の内容も含めて記入すること。

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の配置図及び各階平面図

様式第２５号（第１５条関係） 老人ホーム事業開始届出書

注１ 協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契

約の内容（特別養護老人ホームに限る。）の欄は、愛媛県

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２４年愛媛県条例第６１号）第２８条第２項に規定す

る協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力

歯科医療機関との契約の内容も含めて記入すること。

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 施設の位置図並びに建物の配置図及び各階平面図

様式第２５号（第１５条関係） 老人ホーム事業開始届出書

省略

施設長の氏名

省略

施設長の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第２６号（第１６条関係） 老人ホーム変更届出書

注 省略

様式第２６号（第１６条関係） 老人ホーム変更届出書

省略

設 置 者 名称及びその

代表者の氏名

省略

設 置 者 名称及びその

代表者の氏名 �

省略 省略

様式第２８号（第１７条関係） 老人ホーム廃止等認可申請書 様式第２８号（第１７条関係） 老人ホーム廃止等認可申請書

省略

設 置 者 名称及びその

代表者の氏名

省略

設 置 者 名称及びその

代表者の氏名 �

省略 省略

様式第２９号（第１８条関係） 措置結果報告書

省略

施設設置者氏名

省略

様式第３１号（第２０条関係） 軽費老人ホーム設置届出書

様式第２９号

省略

施設設置者氏名 �

省略

様式第３１号（第２０条関係） 軽費老人ホーム設置届出書

省略

設置者 名称及びその

代表者の氏名

省略

設 置 者 名称及びその

代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第３２号（第２０条関係） 軽費老人ホーム設置許可申請書

注 省略

様式第３２号（第２０条関係） 軽費老人ホーム設置許可申請書

省略

設置申請者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

設置申請者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第３３号（第２１条関係） 軽費老人ホーム事業変更届出書

注 省略

様式第３３号（第２１条関係） 軽費老人ホーム事業変更届出書

省略

設置者 名称及びその

代表者の氏名

省略

設置者 名称及びその

代表者の氏名 �

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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第２条 愛媛県老人福祉法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第４３号及び様式第４４号を次のように改める。

省略 省略

様式第３４号（第２１条関係） 軽費老人ホーム事業変更許可申請書 様式第３４号（第２１条関係） 軽費老人ホーム事業変更許可申請書

省略

設置者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

設置者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名 �

省略 省略

様式第３５号（第２２条関係） 軽費老人ホーム廃止届出書 様式第３５号（第２２条関係） 軽費老人ホーム廃止届出書

省略

設置者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

設置者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名 �

省略 省略

様式第４５号（第２９条関係） 有料老人ホーム廃止（休止）届出書 様式第４５号（第２９条関係） 有料老人ホーム廃止（休止）届出書

省略

住所又は所在地

設置者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名

省略

住 所

設置者 氏名又は名称及び

その代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略 注 省略
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様式第４３号（第２９条関係） 有料老人ホーム設置届出書
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様式第４４号（第２９条関係） 有料老人ホーム事業変更届出書
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第４６号
愛媛県立農業大学校規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立農業大学校規則の一部を改正する規則

愛媛県立農業大学校規則（昭和５８年愛媛県規則第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（受験手続）

第１０条 総合農学科に入学しようとする者は、入学願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて校長に提出しなければならない。

� 最終学校の調査書又は卒業証明書及び成績証明書

� 省略

（アグリビジネス科）

第２４条 アグリビジネス科は、農業の実践力及び経営感覚を備えた

高度な農業経営者 の養成を行うものとす

る。

（コース、修業年限、学生定員及び在学期間）

第２５条 アグリビジネス科のコース、修業年限及び学生定員は、次

の表のとおりとする。

（受験手続）

第１０条 総合農学科に入学しようとする者は、入学願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて校長に提出しなければならない。

� 最終学校の調査書

� 写真（出願前６月以内に正面から撮影した無帽の上半身像で

縦４センチメートル、横３センチメートルのもの）

� 省略

（アグリビジネス科）

第２４条 アグリビジネス科は、

高度な農業経営者及び地域農業のリーダーの養成を行うものとす

る。

（コース、修業年限、学生定員及び在学期間）

第２５条 アグリビジネス科のコース、修業年限及び学生定員は、次

の表のとおりとする。

コース 修業年限
学生定員

コース 修業年限
学生定員

（１学年）

農業経営者養成コース １年 ５人 リーダー養成コース ２年 １０人

２ 学生は、２年を超えて在学することができない。

（入学資格）

第２７条 アグリビジネス科に入学できる者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。

� 学校教育法による大学 を卒業した者（同法による専門職

大学の前期課程を修了した者を含む。）

� 学校教育法による高等専門学校を卒業した者

� 学校教育法による専修学校の専門課程（修業年限が２年以上

のものに限る。）を修了した者

� 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で

あつて２年以上の就業経験を有するもの

� 省略

� 前各号に掲げる者のほか、知事がこれらの者と同等以上の能

力を有すると認めた者

（準用）

第２８条 第５条、第６条、第８条、第１０条、第１１条（第１項ただし

書を除く。）及び第１２条から第２２条までの規定は、アグリビジネ

ス科について準用する。この場合において、第１０条第１号中「調

査書又は卒業証明書」とあるのは、「卒業証明書若しくは卒業見

込証明書又は修了証明書若しくは修了見込証明書」と読み替える

ものとする。

様式第１号（第１０条関係） 入学願書

２ 学生は、４年を超えて在学することができない。

（入学資格）

第２７条 アグリビジネス科に入学できる者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。

� 学校教育法による短期大学を卒業した者（同法による専門職

大学の前期課程を修了した者を含む。）

� 省略

� 前２号に掲げる者のほか、知事がこれらの者と同等以上の学

力を有すると認めた者

（準用）

第２８条 第５条、第６条、第８条、第１０条、第１１条（第１項ただし

書を除く。）及び第１２条から第２２条までの規定は、アグリビジネ

ス科について準用する。

様式第１号（第１０条関係） 入学願書

省略 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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附 則

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第１０条、第２８条及び様式第１号の改正規定は、公布の日から施行する。

２ 改正前の愛媛県立農業大学校規則第３章の規定によるアグリビジネス科は、改正後の愛媛県立農業大学校規則第３章の規定にかかわら

ず、令和４年３月３１日に当該科に在学する者が当該科に在学しなくなる日までの間、なお従前の例により存続するものとする。

�愛媛県規則第４７号
愛媛県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成１５年愛媛県規則第６４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 最終学校の調査書又は卒業証明書若しくは卒業見込証

明書若しくは修了証明書若しくは修了見込証明書及び成

績証明書

� 省略

様式第５号（第２２条関係） 卒業証書

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 最終学校の調査書

� 省略

様式第５号（第２２条関係） 卒業証書

省略

本大学校 の所定の課程を修了したことを
�
��
��

証し、専門士（農業専門課程）と称することを認める。���
��証する。

省略

省略

本大学校 の所定の課程を修めたので卒業

証書を授与し、専門士（農業専門課程）と称することを認め

る。

省略

注 不要の文字は、抹消すること。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第５条、第６条、第１５条関係） 林業・木材産業改善

資金貸付資格認定申請書

様式第１号（第５条、第６条、第１５条関係） 林業・木材産業改善

資金貸付資格認定申請書

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに団体にあっては、

代表者の氏名

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに団体にあっては、

代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第３号（第６条、第１５条、様式第１０号関係） 林業・木材産業

改善資金借入申込書

注 省略

様式第３号（第６条、第１５条、様式第１０号関係） 林業・木材産業

改善資金借入申込書

省略

氏名又は名称及び住所

申込者 並びに団体にあっては、

代表者の氏名

省略

氏名又は名称及び住所

申込者 並びに団体にあっては、

代表者の氏名 �

省略 省略

連

帯

債

務

者

住 所 氏 名 省略 連

帯

債

務

者

住 所 氏 名 印 省略

省略 省略

注 省略 注 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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様式第５号（第６条、第８条、第１６条関係） 林業・木材産業改善

資金借用証書

（表） 省略

（裏）

様式第５号（第６条、第８条、第１６条関係） 林業・木材産業改善

資金借用証書

（表） 省略

（裏）

省略

第１条・第２条 省略

（報告）

第３条 乙は、貸付対象事業完了後３０日以内に林業・木材産

業改善資金事業実施報告書を甲に提出しなければならな

い。この場合において、乙が法人格のない団体であるとき

は、当該事業実施報告書に資金調達の実績について個人別

内訳を明記し、 個人別明細書を添

付しなければならない。

２ 省略

第４条～第１１条 省略

省略

第１条・第２条 省略

（報告）

第３条 乙は、貸付対象事業完了後３０日以内に林業・木材産

業改善資金事業実施報告書を甲に提出しなければならな

い。この場合において、乙が法人格のない団体であるとき

は、当該事業実施報告書に資金調達の実績について個人別

内訳を明記し、各人の確認印を押印した個人別明細書を添

付しなければならない。

２ 省略

第４条～第１１条 省略

様式第６号（第９条、様式第５号、様式第１２号関係） 林業・木材

産業改善資金事業実施報告書

様式第６号（第９条 、様式第１２号関係） 林業・木材

産業改善資金事業実施報告書

省略

氏名又は名称及び住所

借受者 並びに団体にあっては、

代表者の氏名

省略

氏名又は名称及び住所

借受者 並びに団体にあっては、

代表者の氏名 �

省略 省略

研

修

機

関

等

の

確

認

省略 研

修

機

関

等

の

確

認

省略

�

※

事

業

費

等

の

確

認

省略 ※

事

業

費

等

の

確

認

省略

確認の証明

省略

確認した機関名（責任者）

確認の証明

省略

確認した機関名（責任者） �

注 省略

様式第８号（第１２条、様式第１３号関係） 林業・木材産業改善資金

償還金支払猶予申請書

注 省略

様式第８号（第１２条、様式第１３号関係） 林業・木材産業改善資金

償還金支払猶予申請書

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに団体にあっては、

その代表者の氏名

省略

氏名又は名称及び住所

申請者 並びに団体にあっては、

その代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第１０号（第１４条関係） 林業・木材産業改善資金県貸付金貸付

申請書

注 省略

様式第１０号（第１４条関係） 林業・木材産業改善資金県貸付金貸付

申請書
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第４８号
都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則の一部を改正する規則

都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則（昭和４６年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略

申請者 住所、名称及び

代表者の氏名

省略

省略

申請者 住所、名称及び

代表者の氏名 �

省略

注 省略

様式第１２号（第１５条関係） 林業・木材産業改善資金県貸付金事業

実施報告書

注 省略

様式第１２号（第１５条関係） 林業・木材産業改善資金県貸付金事業

実施報告書

省略

融資機関 住所、名称及び

代表者の氏名

省略

融資機関 住所、名称及び

代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第１３号（第１５条関係） 林業・木材産業改善資金県貸付金償還

金支払猶予申請書

注 省略

様式第１３号（第１５条関係） 林業・木材産業改善資金県貸付金償還

金支払猶予申請書

省略

融資機関 住所、名称及び

代表者の氏名

省略

融資機関 住所、名称及び

代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 資力及び信用に関する申告書 様式第１号（第２条関係） 資力及び信用に関する申告書

省略

氏名又は

名 称

省略

省略

氏名又は

名 称 �

省略

省略 省略

注 １ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第２号（第２条関係） 工事施行者の能力に関する申告書

注 １ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

３ 省略

４ 省略

様式第２号（第２条関係） 工事施行者の能力に関する申告書

省略

氏名又

は名称

省略

省略

氏名又

は名称 �

省略

省略 省略
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省略

工事施行者

氏名又は名称

省略

工事施行者

氏名又は名称 �

注 １ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第３号（第２条、第４条の２関係） 設計説明書

注 １ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

３ 省略

４ 省略

様式第３号（第２条、第４条の２関係） 設計説明書

省略 省略

設 計 者
住 所 省略

設 計 者
住 所 省略

氏 名 氏 名 �

省略 省略

注 １ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第４号の２（第２条関係） 設計者の資格に関する申告書

注 １ 省略

２ 設計者氏名の欄は、記名押印に代えて署名することが

できます。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第４号の２（第２条関係） 設計者の資格に関する申告書

省略

氏名又は

名 称

省略

氏名又は

名 称 �

省略 省略

省略

設計者氏名

省略

設計者氏名 �

注 １ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第５号（第３条関係） 既存の権利の届出書

（表）

注 １ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第５号（第３条関係） 既存の権利の届出書

（表）

省略

氏名又は

名 称

省略

氏名又は

名 称 �

省略 省略

注 省略

（裏）

注 省略

（裏）

省略

記入についての注意

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

省略

記入についての注意

１ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略
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様式第５号の２（第３条の２関係） 開発行為協議書 様式第５号の２（第３条の２関係） 開発行為協議書

省略

名称及び代表者氏名

省略

名称及び代表者氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第６号の２（第４条の２関係） 開発行為変更許可申請書

注 省略

様式第６号の２（第４条の２関係） 開発行為変更許可申請書

省略 省略

省略

氏名

又は

名称

省略 省略

氏名

又は

名称 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第６号の５（第４条の５関係） 開発行為変更協議書

注 省略

様式第６号の５（第４条の５関係） 開発行為変更協議書

省略

名称及び代表者氏名

省略

名称及び代表者氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第７号（第６条関係） 工事完了公告前の建築物の建築又は特

定工作物の建設の承認申請書

注 省略

様式第７号（第６条関係） 工事完了公告前の建築物の建築又は特

定工作物の建設の承認申請書

省略

氏名又は

名 称

省略

省略

氏名又は

名 称 �

省略

省略 省略

注 １ 省略

２ 省略

様式第７号の２（第６条の２関係） 市街化調整区域内等の建築物

の特例許可申請書

注 １ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

３ 省略

様式第７号の２（第６条の２関係） 市街化調整区域内等の建築物

の特例許可申請書

省略

氏名又は

名 称

省略

氏名又は

名 称 �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第８号（第７条関係） 予定建築物等以外の建築物の新築等又

は特定工作物の新設の許可申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができます。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第８号（第７条関係） 予定建築物等以外の建築物の新築等又

は特定工作物の新設の許可申請書

省略

氏名又は

名 称

省略

省略 省略

氏名又は

名 称 �

省略

省略

省略 省略

注 １ 省略 注 １ 省略
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

２ 省略

３ 省略

様式第８号の２（第７条関係） 予定建築物等以外の建築物の新築

等又は特定工作物の新設の協議書

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

３ 省略

４ 省略

様式第８号の２（第７条関係） 予定建築物等以外の建築物の新築

等又は特定工作物の新設の協議書

省略

名称及び代表者氏名

省略

名称及び代表者氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第８号の３（第８条の２関係） 建築物の新築、改築若しくは

用途の変更又は第一種特定工作物の新設の協議書

注 省略

様式第８号の３（第８条の２関係） 建築物の新築、改築若しくは

用途の変更又は第一種特定工作物の新設の協議書

省略

名称及び代表者氏名

省略

名称及び代表者氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第９号（第９条関係） 開発許可等に基づく地位の承継届出書

注 省略

様式第９号（第９条関係） 開発許可等に基づく地位の承継届出書

省略

氏名又は

名 称

省略

氏名又は

名 称 �

省略 省略

注 １ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第１０号（第１０条関係） 地位の承継の承認申請書

注 １ 省略

２ 承継者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

３ 省略

４ 省略

様式第１０号（第１０条関係） 地位の承継の承認申請書

省略

氏名又は

名 称

省略

省略 省略

氏名又は

名 称 �

省略

省略

省略 省略

注 １ 省略

２ 省略

様式第１３号（第１３条関係） 開発行為又は建築に関する証明書交付

申請書

注 １ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

３ 省略

様式第１３号（第１３条関係） 開発行為又は建築に関する証明書交付

申請書

省略

氏名又は

名 称

省略

氏名又は

名 称 �

省略 省略

注 １ 省略

２ 省略

３ 省略

注 １ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

３ 省略

４ 省略
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�愛媛県規則第４９号
租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する規則の一部を改正する規則

租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する規則（平成１２年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（認定の申請）

第２条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならな

い。

�～� 省略

� 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基

づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理法（昭和２９年法

律第１１９号）による土地区画整理事業の施行に関する事業を行

う者であるときは、租税特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵省

令第１５号）第１３条の３第９項第２号ロ及び第２１条の１９第１０項第

２号ロの規定による認定を受けたことを証する書類

� 省略

３～５ 省略

（認定の基準）

第３条 知事は、認定の申請があった場合において、当該申請に係

る宅地の造成が租税特別措置法施行令第１９条第１３項等の規定に基

づく国土交通大臣の定める基準（昭和５４年３月建設省告示第７６７

号）に規定する基準（以下「認定基準」という。）に適合しない

とき、又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認

めるときは、認定を行わないものとする。

（土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例）

第１０条 土地区画整理法による土地区画整理事業が完了した後、換

地処分により取得した宅地について、認定（法第２８条の４第３項

第５号イ又は第６３条第３項第５号イの規定によるものに限る。以

下同じ。）を受けようとする者は、第２条の規定にかかわらず、

土地区画整理法第１０３条第４項の規定による換地処分の公告後、

土地区画整理事業関連優良宅地認定申請書（様式第８号）を知事

に提出しなければならない。

２・３ 省略

様式第１号（第２条関係） 優良宅地認定申請書

（認定の申請）

第２条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならな

い。

�～� 省略

� 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基

づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理法（昭和２９年法

律第１１９号）による土地区画整理事業の施行に関する事業を行

う者であるときは、租税特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵省

令第１５号）第１３条の３第８項第２号及び第２１条の１９第９項第２

号 の規定による認定を受けたことを証する書類

� 省略

３～５ 省略

（認定の基準）

第３条 知事は、認定の申請があった場合において、当該申請に係

る宅地の造成が租税特別措置法施行令の規定に基づき建設大臣の

定める基準を定める件 （昭和５４年３月建設省告示第７６７

号）に規定する基準（以下「認定基準」という。）に適合しない

とき、又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認

めるときは、認定を行わないものとする。

（土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例）

第１０条 土地区画整理法による土地区画整理事業が完了した後、換

地処分により取得した宅地について、認定（法第２８条の４第３項

第５号イ又は第６３条第３項第５号イの規定によるものに限る。以

下同じ。）を受けようとする者は、第２条の規定にかかわらず、

同法 第１０３条第４項の規定による換地処分の公告後、

土地区画整理事業関連優良宅地認定申請書（様式第８号）を知事

に提出しなければならない。

２・３ 省略

様式第１号（第２条関係） 優良宅地認定申請書

省略

住所（法人にあっては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名）

省略

住所（法人にあっては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

様式第２号（第２条関係） 設計説明書

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

様式第２号（第２条関係） 設計説明書

省略 省略
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第５０号
愛媛県宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

設 計 者
住 所 省略

設 計 者
住 所 省略

氏 名 氏 名 �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第４号（第６条関係） 優良宅地証明申請書

注１ 省略

２ 「設計者氏名」の欄は、記名押印に代えて署名すること

ができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第４号（第６条関係） 優良宅地証明申請書

省略

住所（法人にあっては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名）

省略

住所（法人にあっては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１・２ 省略

様式第７号（第８条関係） 地位承継届出書

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第７号（第８条関係） 地位承継届出書

省略

住所（法人にあっては、

承継者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名）

省略

住所（法人にあっては、

承継者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注

１ 省略

２ 省略

様式第８号（第１０条関係） 土地区画整理事業関連優良宅地認定申

請書

注１ 承継者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

２ 省略

３ 省略

様式第８号（第１０条関係） 土地区画整理事業関連優良宅地認定申

請書

省略

住所（法人にあっては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名）

省略

住所（法人にあっては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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愛媛県宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則

愛媛県宅地造成等規制法施行細則（昭和４４年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（協議）

第６条 法第１１条の規定により知事と協議しようとする国又は県

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２２第１項の中核

市（以下「中核市」という。）を含む。）は、宅地造成に関する

工事の協議書（様式第６号）に宅地造成等規制法施行規則（昭和

３７年建設省令第３号。以下「省令」という。）第４条第１項に規

定する図面、同条第２項に規定する構造計算書及び同条第３項に

規定する安定計算書を添えて知事に提出しなければならない。

２・３ 省略

（工事計画変更許可申請書等の様式）

第７条 省令

第２５条に規定する申請書は、工事計画変更

許可申請書（様式第８号）とする。

２ 省略

（書類の経由等）

第１７条 省略

様式第３号（第３条関係）

（協議）

第６条 法第１１条の規定により知事と協議しようとする国又は県

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２２第１項の中核

市（以下「中核市」という。）を含む。）は、宅地造成に関する

工事の協議書（様式第６号）に省令

第４条第１項に規

定する図面、同条第２項に規定する構造計算書及び同条第３項に

規定する安定計算書を添えて知事に提出しなければならない。

２・３ 省略

（工事計画変更許可申請書等の様式）

第７条 宅地造成等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３号。以

下「省令」という。）第２５条に規定する申請書は、工事計画変更

許可申請書（様式第８号）とする。

２ 省略

（書類の経由等）

第１６条 省略

様式第３号（第３条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注） 省略

様式第６号（第６条関係）

注）１ 省略

２ 承継者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

様式第６号

省略

申請者職氏名

省略

省略

申請者職氏名 �

省略

省略 省略

省略 省略

係員氏名 係員氏名 係員印 係員印

注） 省略

様式第８号（第７条関係）

注） 省略

様式第８号（第７条関係）

省略

住所（法人にあつては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

住所（法人にあつては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注） 宅地造成等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３号）

第４条第１項の表に掲げる図面のうち宅地造成に関する工

事の変更に伴いその内容が変更されるものを添付してくだ

さい。

様式第１２号（第１６条関係）

注）１ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

２ 宅地造成等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３

号）第４条の表に掲げる図面のうち宅地造成に関する工

事の変更に伴いその内容が変更されるものを添付してく

ださい。

様式第１２号（第１６条関係）

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第５１号
愛媛県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第９３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第３条関係） 公共掲示板利用申請書 様式第１号（第３条関係） 公共掲示板利用申請書

省略

申請者 氏名又は名称及び住所

並びに法人にあつては、

その代表者の氏名

省略

申請者 氏名又は名称及び住所

並びに法人にあつては、

その代表者の氏名 �

省略 省略

注 １ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第２号（第６条関係） 屋外広告物許可申請書

（表）

注 １ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第２号（第６条関係） 屋外広告物許可申請書

（表）

省略

申請者 住所

氏名��
�
�

法人にあつては、その��
�
�名称及び代表者の氏名

省略

省略

申請者 住所

氏名��
�
�

法人にあつては、その��
�
�名称及び代表者の氏名 �

省略

省略 省略

（裏） （裏）

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

省略

住所（法人にあつては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

住所（法人にあつては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注）１ 省略

２ 省略

注）１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができます。

３ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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５ 省略

６ 省略

７ 省略

別紙

省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

別紙

省略

省略 省略

省略

点検者 氏 名

省略

注

１ 省略

２ 省略

様式第３号（第６条関係） 屋外広告物変更許可申請書

（表）

省略

点検者 氏 名 �

省略

注１ 記名押印に代えて署名することができる。

２ 省略

３ 省略

様式第３号（第６条関係） 屋外広告物変更許可申請書

（表）

省略

申請者 住所

氏名��
�
�

法人にあつては、その��
�
�名称及び代表者の氏名

省略

省略

申請者 住所

氏名��
�
�

法人にあつては、その��
�
�名称及び代表者の氏名 �

省略

省略 省略

（裏） （裏）

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第１１号（第１３条関係） 受領書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

様式第１１号（第１３条関係） 受領書

省略

受領者 氏名��
�
�

法人にあつては、その��
�
�名称及び代表者の氏名

省略

省略

受領者 氏名��
�
�

法人にあつては、その��
�
�名称及び代表者の氏名

�

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第１３号（第１６条関係） 屋外広告業登録（更新登録）申請書

注１ 省略

２ 受領者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

様式第１３号（第１６条関係） 屋外広告業登録（更新登録）申請書

省略

申請者 氏名��
�
�

法人にあつては、その��
�
�名称及び代表者の氏名

省略

省略

申請者 氏名��
�
�

法人にあつては、その��
�
�名称及び代表者の氏名

�

省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

注１・２ 省略

３ 記名押印に代えて署名することができる。

４ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第５２号
愛媛県都市計画公聴会規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県都市計画公聴会規則の一部を改正する規則

愛媛県都市計画公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

４ 省略

様式第１４号（第１６条、様式第１３号関係） 誓約書

５ 省略

様式第１４号（第１６条、様式第１３号関係） 誓約書

省略

申請者 氏名��
�
�

法人にあつては、その��
�
�名称及び代表者の氏名

省略

省略

申請者 氏名��
�
�

法人にあつては、その��
�
�名称及び代表者の氏名

�

省略

様式第１５号（第１６条、様式第１３号関係） 略歴書

省略

氏 名

省略

様式第１５号（第１６条、様式第１３号関係） 略歴書

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

様式第１７号（第１８条関係） 屋外広告業登録事項変更届出書

注１・２ 省略

３ 記名押印に代えて署名することができる。

４ 省略

様式第１７号（第１８条関係） 屋外広告業登録事項変更届出書

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

様式第１８号（第１９条関係） 屋外広告業者登録簿閲覧申込書 様式第１８号（第１９条関係） 屋外広告業者登録簿閲覧申込書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

様式第１９号（第２０条関係） 屋外広告業廃業等届出書

注 記名押印に代えて署名することができる。

様式第１９号（第２０条関係） 屋外広告業廃業等届出書

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

様式第２２号（第２５条関係） 認定申請書 様式第２２号（第２５条関係） 認定申請書

省略

申請者 氏 名

省略

省略

申請者 氏 名 �

省略

注１ 省略

２ 省略

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第５３号
建築基準法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

建築基準法施行細則の一部を改正する規則

建築基準法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（記録の作成）

第９条 省略

２ 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が

署名しなければ ならない。

�～� 省略

（記録の作成）

第９条 省略

２ 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が

署名押印しなければならない。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第４条関係） 工事等取りやめ届出書 様式第１号（第４条関係） 工事等取りやめ届出書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

様式第２号（第５条関係） 建築主等名義変更届出書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

様式第２号（第５条関係） 建築主等名義変更届出書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

変更後の建築主、築

２ 造主又は設置者の住

所氏名 省略

変更後の建築主、築

２ 造主又は設置者の住

所氏名

�

省略

変更前の建築主、築

３ 造主又は設置者の住

所氏名 省略

変更前の建築主、築

３ 造主又は設置者の住

所氏名

�

省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

様式第２号の２（第５条関係） 建築主住所等変更届出書

注１・２ 省略

３ 届出者又は建築主、築造主若しくは設置者が個人の場合

にあつては、記名押印に代えて署名することができる。

４ 省略

様式第２号の２（第５条関係） 建築主住所等変更届出書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１・２ 省略 注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第５４号
建築士法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

建築士法施行細則の一部を改正する規則

建築士法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

３ 省略

様式第２号の３（第５条関係） 工事監理者等決定（変更）届出書

４ 省略

様式第２号の３（第５条関係） 工事監理者等決定（変更）届出書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

工事監理者の資格

４ 及び住所氏名並び

に建築士事務所名

新

省略

省略
工事監理者の資格

４ 及び住所氏名並び

に建築士事務所名

新

省略

�

省略

旧

省略

省略

旧

省略

�

省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

様式第５号（第８条関係） 工事監理状況報告書

注１・２ 省略

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 工事監理者は、記名押印に代えて署名することができる。

５ 省略

様式第５号（第８条関係） 工事監理状況報告書

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 １ 省略

２ 省略

様式第６号（第１１条関係） 道路の位置の指定（変更・廃止）申請

書

注 １ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

様式第６号（第１１条関係） 道路の位置の指定（変更・廃止）申請

書

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 １・２ 省略

３ 省略

４ 省略

注 １・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができる。

４ 省略

５ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第５５号
愛媛県証紙条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

改 正 後 改 正 前

第１号様式（第４条、第５条関係）
二級

建築士免許申請書
木造

（表）

省略

第１号様式（第４条、第５条関係）
二級

建築士免許申請書
木造

（表）

省略

省略

愛媛県知事 氏 名

愛媛県指定登録機関 様

省略

省略

愛媛県知事 氏 名

愛媛県指定登録機関 様 署 名

省略

省略 省略

（裏） 省略

注 省略

第１号の２様式（第４条、第１６条関係） 実務経歴書

（裏） 省略

注 省略

第１号の２様式（第４条、第１６条関係） 実務経歴書

省略 省略

省略

年 月 日 氏 名

省略

省略

年 月 日 氏 名

（ 署 名 ）

省略

省略 省略

注 省略

第１号の３様式（第４条、第１６条、第１号の２様式関係） 実務経

歴証明書

注 省略

第１号の３様式（第４条、第１６条、第１号の２様式関係） 実務経

歴証明書

省略

証明者

省略

省略

証明者 印

省略

注 省略

第６号様式（第１２条の１７関係） 建築士事務所登録事項変更届

注 省略

第６号様式（第１２条の１７関係） 建築士事務所登録事項変更届

省略

届出人

省略

省略

届出人 �

省略

省略 省略

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

第７号様式（第１２条の１８関係） 建築士事務所廃業届

注 １ 届出人が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができる。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

第７号様式（第１２条の１８関係） 建築士事務所廃業届

省略

届出人

省略

省略

届出人 �

省略

省略 省略

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 注 １ 届出人が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署

名することができる。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県証紙条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（売りさばき人の指定願等）

第５条 省略

２～６ 省略

７ 売りさばき人は、愛媛県証紙売りさばき人指定願、愛媛県証紙

売りさばき人指定変更願及び愛媛県証紙売りさばき人辞退届（以

下「指定願等」という。）について、次に掲げる要件の全てを満

たすときは、指定願等への押印を省略することができる。

� 当該指定願等を作成する事務を担当する者（以下「担当者」

という。）及び当該事務の責任者の職及び氏名並びにこれらの

者の連絡先を当該指定願等に記載すること。

� 担当者が当該指定願等を電子メールにより複数の県の職員及

び担当者の上司に送付する方法等により提出すること。

様式第４号（第８条関係）

（売りさばき人の指定願等）

第５条 省略

２～６ 省略

様式第４号（第８条関係）

省略 省略

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

様式第６号（第１１条関係）

様式第６号（その１）

注 省略

様式第６号（第１１条関係）

様式第６号（その１）

省略

（名称及び代表者氏名）

電話番号

省略

省略

（名称及び代表者氏名）

省略

省略 省略

買戻しする理由

買戻しする理由
口座振替先

口 座 名 義 人

（カタカナ）

金 融 機 関 名

及 び 店 舗 名

口 座 番 号 普通・当座

省略 省略

注１ 省略

２ この様式は、売りさばき人の指定を取り消された者が請

求する場合に使用すること。

３ 請求者は、記名押印に代えて署名することができる。

様式第６号（その２）

注 省略

様式第６号（その２）

省略 省略

省略 証紙貼付欄

�
�
�
�

貼り切れないときは、裏面��
�
�に貼付して ください。

省略 証紙ちよう付欄

�
�
�
�

はりきれないときは、裏面��
�
�にちよう付してください。

省略 省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 請求者は、記名押印に代えて署名することができる。

注１・２ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の愛媛県証紙条例施行規則（以下「旧規則」という。）様式第６号（その１）の規定によ

る書類は、改正後の愛媛県証紙条例施行規則様式第６号（その１）の規定による書類とみなす。

３ この規則施行の際現にある旧規則様式第６号（その１）の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

�愛媛県告示第４１１号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４１２号
愛媛県工事執行規程（昭和３９年８月愛媛県告示第６９５号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から施行する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第９号（第１４条関係） 様式第９号（第１４条関係）

省略

年 月分 金融機関名

省略

年 月分 金融機関名 �

省略 省略

注 省略 注 省略

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県本庁舎空調自動制御
機器修繕 一式

愛媛県総務部総務管理
局総務管理課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和３年２月８日
香川県高松市天神町１０番
地１２
アズビル株式会社
ビルシステムカンパニー

１７８，８６０，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による

改 正 後 改 正 前

様式第３号（第１２条、第１２条の２関係） 様式第３号（第１２条、第１２条の２関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第７号（第１５条関係）

注 省略

様式第７号（第１５条関係）

省略

請負者
省略

氏 名

省略

省略

請負者
省略

氏 名 �

省略

省略 省略

様式第８号（第１６条関係） 様式第８号（第１６条関係）

省略

請負者
省略

氏 名

省略

省略

請負者
省略

氏 名 �

省略

様式第９号（第１９条関係） 様式第９号（第１９条関係）

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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�愛媛県告示第４１３号
愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成６年１１月愛媛県告示第１２７５号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から施行す

る。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略

３ 省略

４ 本件責任者及び担当者（押印する場合は、記載を要しな

い。）

省略

３ 省略

本件責任者の職氏名及び連絡先

担当者の職氏名及び連絡先

注 ４の項を記載し、知事が定める方法等により提出する場合

にあつては、押印を省略することができる。

様式第１０号（第２０条関係） 様式第１０号（第２０条関係）

省略

請負者
省略

氏 名

省略

省略

請負者
省略

氏 名 �

省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第１１条関係） 特定建設工事共同企業体競争入札参加

資格審査申請書

様式第１号（第１１条関係） 特定建設工事共同企業体競争入札参加

資格審査申請書

省略

共同企業体の代表者の商号

又は名称及び代表者氏名

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名

省略

省略

共同企業体の代表者の商号

又は名称及び代表者氏名 �

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名 �

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名 �

省略

注 省略

様式第２号（第１９条関係） 経常建設共同企業体競争入札参加資格

審査申請書

注 省略

様式第２号（第１９条関係） 経常建設共同企業体競争入札参加資格

審査申請書

省略

共同企業体の代表者の商号

又は名称及び代表者氏名

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名

省略

省略

共同企業体の代表者の商号

又は名称及び代表者氏名 �

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名 �

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名 �

省略

省略 省略

注 省略 注 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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�愛媛県告示第４１４号
愛媛県建設工事関連業務共同企業体事務取扱要綱（令和元年６月愛媛県告示第２０３号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から

施行する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第４１５号
愛媛県汚染土壌処理業の許可等に関する指導要綱（平成２２年２月愛媛県告示第１６９号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から

施行する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第３号（第２８条関係） 地域維持型建設共同企業体競争入札参

加資格審査申請書

様式第３号（第２８条関係） 地域維持型建設共同企業体競争入札参

加資格審査申請書

省略

共同企業体の代表者の商号

又は名称及び代表者氏名

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名

省略

共同企業体の代表者の商号

又は名称及び代表者氏名 �

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名 �

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名 �

�������������������������������
�������������������������������

�������������������������������
�������������������������������

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名

省略

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名 �

省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別記様式（第１０条関係） 建設工事関連業務共同企業体競争入札等

参加資格審査申請書

別記様式（第１０条関係） 建設工事関連業務共同企業体競争入札等

参加資格審査申請書

省略

共同企業体の代表者の商号

又は名称及び代表者氏名

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名

省略

省略

共同企業体の代表者の商号

又は名称及び代表者氏名 �

共同企業体の構成員の商号

又は名称及び代表者氏名 �

省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別記様式（第５条関係） 汚染土壌処理業の許可等に係る事前協議

書

別記様式（第５条関係） 汚染土壌処理業の許可等に係る事前協議

書

省略

氏名又は名称及び住所並びに法人

協議者 にあっては、その代表者の氏名

省略

省略

氏名又は名称及び住所並びに法人

協議者 にあっては、その代表者の氏名 �

省略

省略 省略

注１ 省略 注１ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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�愛媛県告示第４１６号
クリーニング師等の試験施行規程（昭和２５年１０月愛媛県告示第５０８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第４１７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松前町役場において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ａ

伊予郡松前町筒井茶
屋分８３２－１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか１０４者

株式会社フジ
ほか９６者

令和３年
３月１３日
ほか

令和３年
３月１７日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ｂ

伊予郡松前町東古泉
東浦６７６番地１ 外

ＤＣＭダイキ株式会
社
ほか３者

ＤＣＭ株式会社
ほか３者

令和３年
３月１日
ほか

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ｃ

伊予郡松前町東古泉
文五郎分５８６ 外

株式会社フォードフ
ジ
ほか３者

株式会社フジモータ
ース
ほか３者

令和３年
３月１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

２ 省略

３ 省略

４ 省略

２ 氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を記載し、

押印することに代えて、本人（法人にあっては、その代表

者）が署名することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規程は、クリーニング業法施行細則（昭和３１年愛媛県

規則第５８号）第６条第３項及び愛媛県ふぐの取扱いに関する条例

（昭和２７年愛媛県条例第６３号）第１６条の規定に基づき、クリーニ

ング師及びふぐ取扱者の試験（以下「試験」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規程は、クリーニング業法施行細則（昭和３１年愛媛県

規則第５８号）第５条第３項及び愛媛県ふぐの取扱いに関する条例

（昭和２７年愛媛県条例第６３号）第１６条の規定に基づき、クリーニ

ング師及びふぐ取扱者の試験（以下「試験」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

５８６
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�愛媛県告示第４１８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ａ

伊予郡松前町筒井茶
屋分８３２－１ 外 駐輪場の位置及び収容台数 １５箇所 １６箇所 令和３年

７月１日
令和３年
３月１７日

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 １６箇所 １８箇所 令和３年

６月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４１９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

平田ショッピングセンタ
ー敷地Ｂ

松山市平田町１９０番
地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

マックスバリュ西日
本株式会社
ほか３者

マックスバリュ西日
本株式会社
ほか３者

令和３年
４月２１日

令和３年
３月２２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

５８７
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�愛媛県告示第４２０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

平田ショッピングセンタ
ー敷地Ｂ

松山市平田町１９０番
地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

マックスバリュ西日
本株式会社
午前７時から午前０
時まで
コネクシオ株式会社
午前１０時から午後７
時まで
株式会社セリア
午前１０時から午後８
時まで
株式会社コシダテッ
ク
午前１０時から午後８
時まで

マックスバリュ西日
本株式会社
午前７時から午前０
時まで
コネクシオ株式会社
午前１０時から午後７
時まで
株式会社セリア
午前１０時から午後８
時まで
株式会社タカミヤ
２４時間

令和３年
４月２１日

令和３年
３月２２日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前６時４５分から午
前０時１５分まで ２４時間

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４２１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

西の土居ショッピングセ
ンター

新居浜市西の土居一
丁目１５３番地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

ＤＣＭダイキ株式会
社
ほか２者

ＤＣＭ株式会社
ほか２者

令和３年
３月１日

令和３年
３月２２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

５８８
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ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４２２号
愛媛県民有林林道事業補助金交付規程（昭和３０年３月愛媛県告示第２２２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、令和２年度

事業から適用する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業

事 業 の 種 目

事

業

の

種

目

の

内

容

補 助 率

事 業 の 種 目

事

業

の

種

目

の

内

容

補 助 率

基

準

率

基

準

率

市町
市町

以外
市町

市町

以外

１・

２

省略

１・

２

省略

３

山

村

強
じん

靱

化

林

道

整

備

事

業

� 山

村強
じん

靱化

林道

開設

ア

森

林

造

成

林

道

� 離島を除く過疎

地 域 の 市 町 及 び

振 興 山 村 の 地 域

で行うもの

同 同 １０ 分

の５．５

以内

１０ 分

の ６

以内

� 離島である過疎

地 域 の 市 町 及 び

振 興 山 村 の 地 域

で行うもの

同 同 １０ 分

の ６

以内

１０ 分

の６．５

以内

� 離島を除く過疎

地 域 の 市 町 及 び

振 興 山 村 の 地 域

以 外 の 地 域 で 行

うもの

同 同 １０ 分

の５．５

以内

１０ 分

の５．５

以内

� 離島である過疎

地 域 の 市 町 及 び

振 興 山 村 の 地 域

以 外 の 地 域 で 行

うもの

同 同 同 １０ 分

の ６

以内

イ

峰

越

連

絡

林

� 幹線林道（離島

で行うもの）

同 同 １０ 分

の ６

以内

１０ 分

の ８

以内

� 幹線林道（�以

外のもの）

同 同 １０ 分

の５．５

以内

６０ 分

の ４３

以内

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

５８９
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�愛媛県告示第４２４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１４条第９項に基づき、愛媛県

資源管理方針（令和２年１２月愛媛県告示第１２８８号）を次のとおり変

更した。

令和３年３月３０日

様式第１号（その１）、様式第１号（その４）、様式第２号、様式第３号（その１）、様式第４号、様式第５号（その１）、様式第６号、

様式第７号（その１）、様式第８号から様式第１２号（その１）まで及び様式第１３号中「�」を削る。

�愛媛県告示第４２３号
愛媛県民有林災害林道復旧事業補助金交付規程（昭和６０年１０月愛媛県告示第１２５０号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から

施行する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

様式第１号、様式第３号から様式第６号まで及び様式第８号中「�」を削る。
様式第９号中「�」を削る。

道 � その他の林道 同 同 同 １０ 分

の５．５

以内

ウ

森

林

造

成

林

道

及

び

峰

越

連

絡

林

道

以

外

の

林

道

� 離島を除く過疎

地 域 の 市 町 及 び

振 興 山 村 の 地 域

で行うもの

同 同 同 同

� 離島である過疎

地 域 の 市 町 及 び

振 興 山 村 の 地 域

で行うもの

同 同 同 １０ 分

の ６

以内

� 離島を除く過疎

地 域 の 市 町 及 び

振 興 山 村 の 地 域

以 外 の 地 域 で 行

うもの

同 同 １０ 分

の ５

以内

１０ 分

の ５

以内

� 離島である過疎

地 域 の 市 町 及 び

振 興 山 村 の 地 域

以 外 の 地 域 で 行

うもの

同 同 １０ 分

の５．５

以内

１０ 分

の５．５

以内

� 山

村強
じん

靱化

林道

改良

・舗

装

ア 幹線林道 同 同 同 同

イ そ の 他 の 林 道（改

良）

同 同 １０ 分

の３．５

以内

１０ 分

の３．５

以内

ウ そ の 他 の 林 道（舗

装）

同 同 ６０ 分

の ２３

以内

６０ 分

の ２３

以内

� �及び�以外の林道整備 同 同 １０ 分

の ５

以内

１０ 分

の ５

以内

４

省略

３

省略

２～５ 省略 ２～５ 省略
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 資源管理に関する基本的な事項

� 本県の水産業の状況

本県の水産業は、平成３０年には生産量で１３７，６６３トン、生産

額は８８７億円に上り、全国でも上位に位置している。また、同

年における漁業経営体数は３，４４４経営体であり、水産業は、多

くの沿岸地域において中核的な産業となっている。このように

水産業は、本県の均衡ある発展のためにも極めて重要な産業で

あり、今後とも水産業の振興を図っていくためには、水産資源

を適切に管理し、合理的に利用していくことが必要である。

� 本県の責務

本県は、漁業法（昭和２４年法律第２６７号。以下「法」という。）

第６条の規定に基づき、国とともに資源管理を適切に実施する

責務を有する。このため、国と協力しつつ、本県の管轄する水

面の資源調査、資源評価及び資源管理を行うとともに、法第１０

条第１項の規定に基づき、必要と認めるときは、農林水産大臣

に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価

を要請するものとする。

２ 特定水産資源ごとの知事管理区分

知事管理区分は、特定水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、

知事が設定する管理区分であり、管理区分ごとに少なくとも以下

の事項を定めるものとする。

� 水域

� 対象とする漁業

� 漁獲可能期間

３ 特定水産資源ごとの漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

� 漁獲可能量

漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準は、漁獲実績を基

礎とし、当該特定水産資源を漁獲対象とする漁業の実態その他

の事情を勘案して、特定水産資源ごとに定めることとする。

� 留保枠の設定

年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等に対応す

るため、特定水産資源ごとに漁獲可能量に留保枠を設けること

ができることとする。

� 数量の融通

年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等により生

じる、それぞれの知事管理区分に配分した数量の過不足が、漁

業者及び関連業者に与える影響を緩和するため、�及び�の規
定に基づく配分後の関係団体による要望及び知事管理区分ごと

の知事管理漁獲可能量の消化状況を踏まえて、知事管理区分間

における数量の融通を可能な範囲で行い、それぞれの知事管理

区分に配分することで、当該影響の緩和に努めるものとする。

４ 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法

知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる

管理を基本とする。それ以外の知事管理区分については、漁獲量

の総量の管理を行うが、科学的知見の蓄積、漁獲量等の報告体制

の整備等が整ったものから、順次、漁獲割当てによる管理に移行

するものとする。

５ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

� 特定水産資源

特定水産資源については、資源管理基本方針（令和２年１０月

農林水産省告示第１９８２号）に即して、当該特定水産資源ごとの

資源管理の目標の達成に効果があると認める場合には、小型魚

の漁獲を避けるための網目等の漁具の制限等、漁獲可能量によ

る管理以外の管理手法を活用し、漁獲可能量による管理と組み

合わせて資源管理を行うものとする。

また、当該特定水産資源の採捕をする者による法第１２４条第

１項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、

当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の定

期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の知事への

報告が行われるよう指導を行うものとする。

� 特定水産資源以外の水産資源

特定水産資源以外の水産資源については、資源管理基本方針

に即して、当該水産資源ごとの資源管理の目標の達成に向け、

最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる漁獲圧力の管

理を適切に行うために、必要と考えられる資源管理の手法によ

る管理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。

法第１１条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって

必要な資源評価が行われていない場合には、当該資源評価が行

われるまでの間は、利用可能な最新の科学的知見を用いて資源

管理の方向性を設定することとする。

また、当該特定水産資源以外の水産資源の採捕をする者によ

る法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定した協定を公

表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協

定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれら

の結果の知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。

６ その他資源管理に関する重要事項

� 漁獲量等の情報の収集

ア 漁獲量や漁獲状況に関する情報は、資源状況や環境変動が

資源に与える影響等を把握するために有益であり、資源評価

の精度を上げるために重要である。また、資源管理措置の遵

守状況のモニタリング等、適切な資源管理を行うためにも重

要である。

イ 漁獲量等の情報は、法第２６条第１項又は第３０条第１項の規

定による漁獲可能量による管理として行うもののほか、知事

許可漁業の許可を受けた者による資源管理の状況等の報告

（法第５８条において準用する法第５２条第１項）、漁業権者に

よる資源管理の状況等の報告（法第９０条第１項）においても

報告が義務付けられている。これらの報告により収集した情

報を農林水産大臣へ報告し、農林水産大臣及び知事が相互に

漁獲量等の情報を共有することにより、適切な資源管理に向

けてこれらの情報を活用していくこととする。

ウ また、これらの報告による漁獲量等の情報の収集の重要性

を踏まえて、より迅速かつ効率的に情報を収集することがで

きるよう、国と連携しつつ、漁業者や漁業協同組合、市場等

から漁獲量等の情報を電子的に収集・蓄積するシステムの構

築を進めるとともに、データを一元的に集約し、用途に応じ

て編集・処理することで、適切な資源管理に向けてこれらの

情報の活用が図られるようにする。

� 資源管理の進め方

新たな資源管理の推進に当たっては、漁業者その他の関係者

の理解と協力を得た上で、着実に実行していくものとする。

� 遊漁者に対する指導

遊漁者に対し、資源管理基本方針及び愛媛県資源管理方針に

基づく資源管理の実施について協力するよう指導するものとす

る。
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� その他

資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行われ

ていない水産資源については、当該目標が定められるまでの間

は、利用可能な最新の科学的知見を用いて、漁獲努力量等のデ

ータを収集して検証を行い、必要に応じ現行の資源管理の取組

内容の改善を図る。

また、海洋生物資源の分布、回遊状況及び内容、当該資源を

取り巻く環境等についてのより詳細な科学的データ及び知見を

蓄積するため、愛媛県農林水産研究所水産研究センターを中心

とし、国及び関係都道府県との連携の下、資源管理体制の充実

強化を図る。

７ 愛媛県資源管理方針の検討

法第１４条第８項に定める場合のほか、直近の資源評価、最新の

科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、おおむね５年

ごとに、この資源管理方針についての検討を行うとともに、この

資源管理方針に記載されている個別の水産資源についても、少な

くとも５年ごとに見直しを行うものとする。

８ 個別の水産資源についての具体的な資源管理の方針

特定水産資源についての具体的な資源管理の方針は、別紙１か

ら別紙５までに定めるものとする。

別紙１

１ 特定水産資源

まいわし太平洋系群

２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

知事管理区分は、愛媛県いわし、あじ、さばまき網漁業等とす

る。

� 当該知事管理区分を構成する事項

ア 水域

イの対象とする漁業が、まいわしの採捕を行う水域

イ 対象とする漁業

愛媛県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地

（以下「住所等」という。）がある者がまいわしを採捕する

漁業

ウ 漁獲可能期間

周年

� 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に

漁獲量を増加させない管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、

陸揚げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

全量を当該知事管理区分に配分する。

４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

当該知事管理区分においては、漁獲可能量による管理以外の手

法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。こ

の場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左

欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

漁業の種類 漁獲努力量（単位：隻）

いわし、あじ、さばまき網

漁業等
１０，０８６

５ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙２

１ 特定水産資源

まあじ

２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

知事管理区分は、愛媛県いわし、あじ、さばまき網漁業等とす

る。

� 当該知事管理区分を構成する事項

ア 水域

イの対象とする漁業が、まあじの採捕を行う水域

イ 対象とする漁業

愛媛県に住所等がある者がまあじを採捕する漁業

ウ 漁獲可能期間

周年

� 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に

漁獲量を増加させない管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、

陸揚げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

全量を当該知事管理区分に配分する。

４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

当該知事管理区分においては、漁獲可能量による管理以外の手

法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。こ

の場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左

欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

漁業の種類 漁獲努力量（単位：隻）

いわし、あじ、さばまき網

漁業等
１０，０８６

５ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙３

１ 特定水産資源

くろまぐろ（小型魚）

２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

知事管理区分は、愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（４月から

６月まで）、愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（７月から９月ま

で）、愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（１０月から１２月まで）、

愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（１月から３月まで）とする。

� 愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（４月から６月まで）

ア 当該知事管理区分を構成する事項

� 水域

中西部太平洋条約海域（漁業の許可及び取締り等に関す

る省令（昭和３８年農林省令第５号）第１条第１項第１号に

掲げる海域をいう。以下同じ。）

� 対象とする漁業

愛媛県に住所等がある者がくろまぐろ（小型魚）を採捕

する漁業（以下「くろまぐろ（小型魚）を採捕する漁業」

という。）

� 漁獲可能期間

４月１日から同年６月末日まで

イ 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の
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管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、次のとおりとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがない場合にあっては、陸揚

げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがあり、知事が法第３１条の規

定による公表を行った場合にあっては、当該管理年度中は、

陸揚げした日から３日以内とする。

� 愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（７月から９月まで）

ア 当該知事管理区分を構成する事項

� 水域

中西部太平洋条約海域

� 対象とする漁業

くろまぐろ（小型魚）を採捕する漁業

� 漁獲可能期間

７月１日から同年９月末日まで

イ 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の

管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、次のとおりとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがない場合にあっては、陸揚

げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがあり、知事が法第３１条の規

定による公表を行った場合にあっては、当該管理年度中は、

陸揚げした日から３日以内とする。

� 愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（１０月から１２月まで）

ア 当該知事管理区分を構成する事項

� 水域

中西部太平洋条約海域

� 対象とする漁業

くろまぐろ（小型魚）を採捕する漁業

� 漁獲可能期間

１０月１日から同年１２月末日まで

イ 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の

管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、次のとおりとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがない場合にあっては、陸揚

げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがあり、知事が法第３１条の規

定による公表を行った場合にあっては、当該管理年度中は、

陸揚げした日から３日以内とする。

� 愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（１月から３月まで）

ア 当該知事管理区分を構成する事項

� 水域

中西部太平洋条約海域

� 対象とする漁業

くろまぐろ（小型魚）を採捕する漁業

� 漁獲可能期間

１月１日から同年３月末日まで

イ 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の

管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、次のとおりとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがない場合にあっては、陸揚

げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがあり、知事が法第３１条の規

定による公表を行った場合にあっては、当該管理年度中は、

陸揚げした日から３日以内とする。

３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

� 当初配分

漁獲可能量の知事管理区分への配分は、原則として本県に配

分された漁獲可能量のうち、９割を直近３年間の漁獲実績に応

じてそれぞれの知事管理区分に配分し、残りの１割を本県の留

保枠とする。ただし、それぞれの知事管理区分への最低配分量

は１トンとするとともに、国の留保からの配分、繰越分の追加

配分及び年によって異なる漁場形成の変動等を十分に勘案して

配分するものとする。

� 漁獲可能量の変更

農林水産大臣が本県の漁獲可能量を追加した場合は、当該追

加分数量を本県の留保枠とし、本県の漁獲可能量を削減した場

合は、本県の留保枠から減じることとする。ただし、都道府県

別漁獲可能量の削減量が本県の留保枠より多い場合は、その差

分を当該削減を行う時点が属する知事管理区分から最低配分量

の１トンを残して減じることとする。それでもなお本県留保枠

及び知事管理漁獲可能量の削減量の合計が都道府県別漁獲可能

量の削減量に満たない場合には、当該知事管理区分以降の知事

管理区分について、漁獲可能期間の近い管理区分から順に同様

の方法で漁獲可能量を削減することとする。

� 留保枠からの配分

本県の留保枠については、愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業

（１０月から１２月まで）の漁獲実績が確定した後、原則として本

県の当初配分の１割を残して愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業

（翌年１月から３月まで）に配分することとする。

� 漁獲可能量の繰越

知事管理区分における漁獲量が当該知事管理漁獲可能量を超

えなかった場合は、その差分を翌知事管理区分の漁獲可能量に

加え、超えた場合は、その差分を翌知事管理区分の漁獲可能量

から減じることとする。それでもなお当該知事管理区分におけ

る知事管理漁獲可能量の削減量が前管理区分の超過分に満たな

い場合には、当該知事管理区分以降の知事管理区分について、

漁獲可能期間の近い管理区分から順に同様の方法で漁獲可能量

を減じることとする。ただし、前管理区分の超過分を減じた結

果、当該知事管理漁獲可能量が１トンを下回る場合は、不足す

る量を留保枠から配分する。

４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

該当なし。

５ その他資源管理に関する重要事項

知事管理区分の漁獲量の公表に関し、法第３１条に定める場合に

該当するか否かについては、当該知事管理区分の漁獲量がその知

事管理漁獲可能量の７割を超えるときを基準として、漁獲量の推

移に応じて判断する。

別紙４

１ 特定水産資源

くろまぐろ（大型魚）

２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

知事管理区分は、愛媛県くろまぐろ（大型魚）漁業とする。

� 当該知事管理区分を構成する事項

ア 水域

中西部太平洋条約海域

イ 対象とする漁業
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愛媛県に住所等がある者がくろまぐろ（大型魚）を採捕す

る漁業

ウ 漁獲可能期間

周年

� 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管

理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、次のとおりとする。

ア 漁獲可能量の超過のおそれがない場合にあっては、陸揚

げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

イ 漁獲可能量の超過のおそれがあり、知事が法第３１条の規定

による公表を行った場合にあっては、当該管理年度中は、陸

揚げした日から３日以内とする。

３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

漁獲可能量の知事管理区分への配分は、本県に配分された漁獲

可能量の９割とし、残りの１割を留保枠とする。なお、留保枠が

１トン未満であるときは１トンとし、知事管理区分への配分は、

本県に配分された漁獲可能量から１トンを差し引いた数量とする。

４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

該当なし。

５ その他資源管理に関する重要事項

知事管理区分の漁獲量の公表に関し、法第３１条に定める場合に

該当するか否かについては、当該知事管理区分の漁獲量がその知

事管理漁獲可能量の７割を超えるときを基準として、漁獲量の推

移に応じて判断する。

別紙５

１ 特定水産資源

するめいか

２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

知事管理区分は、愛媛県小型機船底びき網漁業等とする。

� 当該知事管理区分を構成する事項

ア 水域

イの対象とする漁業が、するめいかの採捕を行う水域

イ 対象とする漁業

愛媛県に住所等がある者がするめいかを採捕する漁業

ウ 漁獲可能期間

周年

� 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に

漁獲量を増加させない管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、

陸揚げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

全量を当該知事管理区分に配分する。

４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

当該知事管理区分においては、漁獲可能量による管理以外の手

法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。こ

の場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左

欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

漁業の種類 漁獲努力量（単位：隻）

小型機船底びき網漁業等 １０，０８６

５ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

�愛媛県告示第４２５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

くろまぐろ（小型魚）に関する令和３管理年度（令和３年４月１日

から令和４年３月３１日までの期間をいう。）における知事管理漁獲

可能量を次のように定めた。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４２６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

くろまぐろ（大型魚）に関する令和３管理年度（令和３年４月１日

から令和４年３月３１日までの期間をいう。）における知事管理漁獲

可能量を次のように定めた。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４２７号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

するめいかに関する令和３管理年度（令和３年４月１日から令和４

年３月３１日までの期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を次

のように定めた。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４２８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山地方法務局長から次のとおり公共

測量が終了した旨の通知があった。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（登記所備付地図作成作業に伴う基準点

設置作業）

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県くろまぐろ
（小型魚）漁業 ４月から６月まで ３．０トン

７月から９月まで １．０トン

１０月から１２月まで １．０トン

１月から３月まで １．６トン

総計 ６．６トン

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県くろまぐろ
（大型魚）漁業 ５．０トン

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県小型機船底
びき網漁業等 現行水準
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２ 作業期間 令和２年１１月２５日から

令和３年２月２６日まで

３ 作業地域 松山市桑原地区（松山市松末一丁目、二丁目、三

町一丁目ないし三丁目の全部）

�������
�愛媛県告示第４２９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、宇和島市長から次のとおり公共測量が

終了した旨の通知があった。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（空中写真撮影）

２ 作業期間 令和２年７月１６日から

令和３年３月１２日まで

３ 作業地域 宇和島市一円

�������
�愛媛県告示第４３０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（空中写真撮影）

２ 作業期間 令和３年１月４日から

３月１２日まで

３ 作業地域 四国中央市

�������
�愛媛県告示第４３１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（防災対策地域水準測量）

２ 作業期間 令和３年４月２０日から

令和４年２月２８日まで

３ 作業地域 今治市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、

四国中央市

�������
�愛媛県告示第４３２号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第４５条第２項の規定に

より、次のとおり土地区画整理組合の解散を認可した。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 組合の名称

東温市志津川土地区画整理組合

２ 事務所の所在地

東温市見奈良５３０番地１（東温市役所内）

３ 解散認可の年月日

令和３年３月３０日

�愛媛県告示第４３３号
製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成８年２月愛媛県告示第１９２号）の一部を次のように改正し、

令和３年４月１日から施行する。

この告示の施行の際現に提出されている改正前の製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱様式第１号の規

定による申請書は、改正後の製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱様式第１号の規定による申請書とみな

す。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（変更等の届出）

第６条 資格審査の結果、資格を有すると認められた者は、次に掲

げる事項について変更があったとき、又は事業の全部若しくは一

部を休止し、若しくは廃止したときは、速やかに、競争入札参加

資格審査申請書等記載事項変更等届出書（様式第５号）を知事に

提出しなければならない。

�・� 省略

� 法人にあっては、代表者の職名及び氏名並びに実印

� 個人にあっては、その者の氏名及び実印

�・� 省略

２ 省略

様式第１号（第３条関係） 競争入札参加資格審査申請書

（変更等の届出）

第６条 資格審査の結果、資格を有すると認められた者は、次に掲

げる事項について変更があったとき、又は事業の全部若しくは一

部を休止し、若しくは廃止したときは、速やかに、競争入札参加

資格審査申請書等記載事項変更等届出書（様式第５号）を知事に

提出しなければならない。

�・� 省略

� 法人にあっては、代表者の職名及び氏名並びに代表者の印鑑

� 個人にあっては、その者の氏名及び印鑑

�・� 省略

２ 省略

様式第１号（第３条関係） 競争入札参加資格審査申請書

省略 省略

省略

氏名（法人にあっては、代表者

省略

氏名（法人にあっては、代表者 （実印）
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�愛媛県告示第４３４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和３年３月３０日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県告示第４３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

の職名及び氏名）

省略

１～４ 省略

５ 実印並びに製造の請負等に係る競争入札への参加、契

約の締結、代金の請求及び受領その他一切の商取引に使

用する印鑑

の職名及び氏名）

省略

１～４ 省略

５ 製造の請負等に係る競争入札への参加、契

約の締結、代金の請求及び受領その他一切の商取引に使

用する印鑑

実 印 使用印鑑 使用印鑑

注 省略

様式第４号（第４条関係） 競争入札参加資格審査結果通知書

注 省略

様式第４号（第４条関係） 競争入札参加資格審査結果通知書

省略

１～３ 省略

４ 変更事項

�・� 省略

� 法人にあっては、代表者の職名及び氏名並びに実印

� 個人にあっては、その者の氏名及び実印

�・� 省略

省略

１～３ 省略

４ 変更事項

�・� 省略

� 法人にあっては、代表者の職名及び氏名並びに代表

者の印鑑

� 個人にあっては、その者の氏名及び印鑑

�・� 省略

様式第５号（第６条関係） 競争入札参加資格審査申請書等記載事

項変更等届出書

様式第５号（第６条関係） 競争入札参加資格審査申請書等記載事

項変更等届出書

省略

氏名（法人にあっては、代表者

の職名及び氏名）

省略

省略

氏名（法人にあっては、代表者 （実印）

の職名及び氏名）

省略

省略 省略

変更（休止又は

廃 止 ） 年 月 日
年 月 日

変更（休止又は

廃 止 ） 年 月 日
年 月 日所 属 氏 名

本 件 担 当 者 電話番号 ＦＡＸ

電子メールアドレス

注 省略 注 省略

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３５１０３０６ 合同会社一期一笑 愛媛県伊予郡松前町大
字筒井２１０番１ 城 本 辰 徳 就労継続支援

Ｂ型 一期一笑 愛媛県伊予郡松前町大
字筒井２１０番地１

令和３年
３月１日
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�愛媛県告示第４３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予郡砥部町玉谷１０３６番２から

同町玉谷１０３３番２まで

旧 ４．２～６．２ ０．４３０

新 １０．３～２１．８ ０．４３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予郡砥部町玉谷１０３６番２から

同町玉谷１０３３番２まで
令和３年３月３１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山伊予線
松山市古川南二丁目１１１０番９から

同市古川南三丁目１１５８番１まで
令和３年３月３０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町５０７番５から

同町１４７３番１５まで

旧 ２３．３～６６．０ ０．６７１

新 ２３．３～６６．０ ０．６７１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町５０７番５から

同町１４７１番１まで
令和３年３月３０日

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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�愛媛県告示第４４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市大橋町４番５から

同町１番５まで

旧 １１．７～１４．７ ０．０６６

新 １３．２～１５．２ ０．０６６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市高井町１０８０番５から

同町１０７９番４まで
令和３年３月３０日

〃 〃
松山市大橋町４番５から

同町１番５まで
〃

〃 森松重信線
松山市森松町２７３番１６から

同町２６８番６まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡�万高原町東川３２番２から

同町東川１５０２番４まで

旧 ４．１～９３．３ ０．３１９

新 ８．７～９０．４ ０．３１９

県 道 美川川内線
上浮穴郡�万高原町東川４番２から

同町東川３２番２まで

旧 ４．１～４１．４ ０．１０８

新 ８．７～４５．３ ０．１０８

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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���������������愛媛県告示第４４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 吉田宇和島線

宇和島市吉田町知永字小浦４番耕地１０２６番２ 旧 ２．１～８．６ ０．０２９

宇和島市吉田町知永字小浦４番耕地１０２６番４ 新 ７．４～９．４ ０．０２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 吉田宇和島線 宇和島市吉田町知永字小浦４番耕地１０２６番４ 令和３年３月３０日

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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�愛媛県訓令第５号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

訓 令

改 正 後 改 正 前

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

業

経

済

課

１ 農業

協同組

合法の

施行に

関する

事務

１ 指定組合の指定に係る主

務大臣の意見の聴取（第１０

条第１９項び農業協同組合連

合会の信用事業に関する命

令第６条の２第３項）

○ 農

業

経

済

課

１ 農業

協同組

合法の

施行に

関する

事務

１ 指定組合の指定及び取消

し（第１０条第１８項、農業協

同組合及び農業協同組合連

合会の信用事業に関する命

令第６条の２第３項）

○

２ 信用事業規程等の設定、

変更及び廃止の承認（第１１

条第１項、第３項、第１１条

の１７第１項、第３項、第１１

条の４２第１項、第３項、第

１１条の４８第１項、第３項、

第１１条 の５１第１項、第３

項）

○

３ 信用事業（法第１０条第１

項第３号の事業をいう。以

下この部において同じ。）

を行う農業協同組合及び農

業協同組合連合会（以下こ

の部において「農協」とい

う。）及び子会社等の同一

人に対する信用供与等限度

額に係る特例の承認（第１１

条の８第１項ただし書、第

２項ただし書）

○

４ 信用事業又は共済事業を

行う農協における特定関係

者等との取引等の特例の承

認（第１１条の９ただし書）

○

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

６００



５ 共済事業を行う農協の価

格変動準備金の積立て等に

係る特例の認可（第１１条の

３４第１項ただし書、第２項

ただし書）

○

６ 責任準備金等に係る意見

書に係る説明等の要求（第

１１条の４０第３項）

○

７ 共済計理人の解任の命令

（第１１条の４１）

○

２ 省略 ８ 省略

９ 共済契約の契約条件の変

更の申出の承認（第１１条の

５２第３項）

○

１０ 共済契約の解約に係る業

務の停止その他必要な措置

の命令（第１１条の５３）

○

３ 省略 １１ 省略

４ 省略 １２ 省略

１３ 共済事業を行う組合の契

約条件の変更の承認（第１１

条の６１第１項）

○

１４ 信用事業又は共済事業を

行う農業協同組合等による

特定事業会社である国内の

会社の株式の基準議決権数

超過取得の承認（第１１条の

６５第２項ただし書）

○

５ 農業協同組合及び農業協

同組合連合会（以下この部

に お い て「農 協」と い

う。）の一時理事等の選任

及び役員を選任し、又は選

挙するための総会の招集並

びに一時代表理事の選任

（第４０条第１項、第３項）

○ １５ 農協協同組合及び農業協

同組合連合会（以下この部

に お い て「農 協」と い

う。）の一時理事等の選任

及び役員を選任し、又は選

挙するための総会の招集並

びに一時代表理事の選任

（第４０条第１項、第３項）

○

６ 農協の定款の変更の認可

に関する証明（第４４条第３

項、第６１条第２項、第５

項１項、第２項、第５項）

○ １６ 農協の定款の変更の認可

等（第４４条第２項、第３

項、第５９条第２項、第６１条

第１項、第２項、第５項）

○

１７ 農協の信用事業の譲渡等

の 認 可（第５０条 の２第３

項）

○

７ 農協の設立及び合併の認

可に関する証明（第６１条第

２項、第５項、第６５条第３

項条第１項、第２項、第５

項、第６３条第２項、第６４条

第２項、第３項、第６５条第

２項、第３項）

○ １８ 農協の設立、解散の決議

及び合併の認可並びに設立

認可の取消し（第５９条、第

６１条第１項、第２項、第５

項、第６３条第２項、第６４条

第２項、第３項、第６５条第

２項、第３項）

○
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１９ 出資農協の新設分割の認

可（第７０条の３第３項）

○

８ 信用事業（法第１０条第１

項第３号の事業をいう。）

又は共済事業を行う農協の

解散に伴う清算人の選任

（第７１条第２項）

○ ２０ 信用事業（法第１０条第１

項第３号の事業をいう。）

又は共済事業を行う農協の

解散に伴う清算人の選任

（第７１条第２項）

○

２１ 農協に対する法令、定

款、規約及び規程の遵守状

況に関する必要な報告の徴

収並びに一般状況資料の提

出の命令（第９３条第１項）

○

２２ 農協の子会社等、信用事

業受託者及び共済代理店に

対する報告及び資料の徴求

（第９３条第２項）

○

９ 農協、子会社等、信用事

業受託者及び共済代理店の

検査（第９４条第１項から第

５項まで）

○ ２３ 農協、子会社等、信用事

業受託者及び共済代理店の

検査（第９４条第１項から第

６項まで）

○

２４ 農協の業務会計等に関す

る監督上必要な措置（第９４

条の２）

○

２５ 農協の法令等の違反に対

する必要な措置、業務の停

止及び役員の改選の命令並

びに信用事業規程等の承認

の取消し（第９５条）

○

２６ 農協の解散の命令（第９５

条の２、第９５条の３）

○

２７ 農協の総会決議、選挙及

び当選の取消し（第９６条第

１項）

○

２８ 特定農業協同組合に係る

余裕金の運用の承認（農業

協同組合法施行令第３２条第

５項ただし書）

○

１０ 農協の解散等の登記の嘱

託（組合等登記令第１４条第

４項、第５項 ）

○ ２９ 農協の解散等の登記の嘱

託（組合等登記令第１４条第

４項、第２６条第２項）

○

３０ 業務報告書の提出、縦覧

書類の縦覧の開始及び事業

計画書等の提出の延期の承

認（農業協同組合法施行規

則第２０２条第７項、第２０６条

第２項、第２３２条第５項）

○

３１ 特定農業協同組合の承認

（農業協同組合及び農業協

同組合連合会の信用事業に

関する命令第５９条）

○

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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１１ 省略 ３２ 省略

２～１３

省略

２～１３

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

漁

政

課

１ 省略 漁

政

課

１ 省略

２ 水産

業協同

組合法

の施行

に関す

る事務

１ 水産業協同組合の指導に

関すること。

２ 水産

業協同

組合法

の施行

に関す

る事務

１ 水産業協同組合の指導に

関すること。

� 水産業協同組合の設立

の認可等に関する証明

（第４８条第３項、第６５条

第２項、第５項、第６８条

第３項、第６９条第３項、

第９１条第３項、第９２条第

３項から第５項まで、第

１２条 、商業登記法第２５条

第３項、組合等登記令第

２５条）

○ � 水産業協同組合の設立

の認可等に関する証明

（第４８条第３項、第６５条

第２項、第５項、第６８条

第３項、第６９条第３項、

第９１条第３項、第９２条第

３項から第５項まで、第

１２０条、商業登記法第２５条

第３項、組合等登記令第

２５条）

○

� 水産業協同組合の一時

役員等の選任又は総会の

招集（第４３条、第４７条の

５第１項、第２項、第８６

条 第２項、第９２条 第３

項）

○ � 水産業協同組合の一時

役員等の選任又は総会の

招集（第４３条、第４７条の

６第１項、第２項、第８６

条 第２項、第９２条 第３

項）

○

� 省略 � 省略

２ 水産業協同組合の監督処

分に関すること。

２ 水産業協同組合の監督処

分に関すること。

�・� 省略 �・� 省略

� 水産業協同組合に対す

る解散命令（第１２４条の

２、第１２４条の３第１項）

○

� 解散の 登記の

嘱託（組合等登記令第１４

条第４項、第５項）

○ � 解散命令に伴う登記の

嘱託（第１１７条第２項

）

○

３～１１

省略

３～１１

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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水

産

課

１～１１

省略

水

産

課

１～１１

省略

１２ 愛媛

県漁業

調整規

則の施

行に関

する事

務

１ 漁業の不許可等（第９条

第１項、第３３条第４項）

○ １２ 愛媛

県漁業

調整規

則の施

行に関

する事

務

１ 漁業の許可（第７条） ○

２ 漁業の不許可等に係る海

区漁業調整委員会等又は申

請者の意見の聴取（第９条

第２項、第３３条第１３項）

○ ２ 許可等の制限又は条件の

付加（第１４条）

○

３ 適格性に係る基準の決定

（第１０条第１項第５号）

○ ３ 許可の内容の変更の許可

（第１６条）

○

４ 適格性に係る基準に係る

海区漁業調整委員会の意見

の聴取（第１０条第２項）

○

５ 制限措置の決定（第１１条

第１項）

○

６ 制限措置に係る海区漁業

調整委員会の意見の聴取

（第１１条第３項）

○

７ 公示した船舶等又は漁業

者の数を超えた場合の許可

の基準の決定（第１１条第５

項、第７項）

○

８ 公示した船舶等又は漁業

者の数を超えた場合の許可

の基準に係る海区漁業調整

委員会の意見の聴取（第１１

条第５項、第７項）

○

９ 許可又は起業の認可後の

条件の付加（第１３条第２

項、第２９条、第３３条 第１３

項）

○

１０ 条件の付加に係る海区漁

業調整委員会等の意見の聴

取（第１３条第２項、第３３条

第１３項）

○

１１ 許可の有効期間に係る海

区漁業調整委員会等の意見

の聴取（第１５条第２項、第

３３条第５項）

○

１２ 許可等の取消し等（第２０

条第１項、第２２条第１項、

第２項、第２３条第１項、第

２９条、第３３条第７項、第１３

項）

○

１３ 許可等の取消し等に係る

海区漁業調整委員会等の意

見の聴取（第２０条第１項、

第２２条第１項、第２項、第

２３条 第１項、第３３条 第７

項、第１３項）

○
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１４ 許可証の記載内容等の証

明（第２５条第２項、第４７条

第８項）

○

１５ 許可証の書換え交付及び

再交付（第２７条から第２９条

まで、第３３条第１３項）

○ ４ 許可証の書換え交付及び

再交付（第１９条から第２９条

まで、第３３条第１３項）

○

５ 起業の認可（第２１条） ○

６ 許可申請等の棄却（第２３

条）

○

７ 漁業許可等の定数の決定

（第２５条）

○

８ 漁業許可等の取消し、変

更又は操業の停止（第３０条

から第３２条まで）

○

１６ 除害設備の設置又は変更

の命令（第４５条第２項）

○ ９ 除害設備の設置又は変更

の命令（第３４条 ）

○

１０ 漁場内の岩礁破砕等の許

可（第４５条）

○

１１ 試験研究等のための適用

除外の許可（第４８条）

○

１２ 許可等の特例（第２７条、

第２８条）

○

１７ 違反船舶等に対する措置

命令（第４８条第１項、第４９

条第１項、第５０条）

○ １３ 違反船舶等に対する措置

命令（第４９条から第５２条ま

で ）

○

１８ 漁具の標識を設置する漁

業の決定（第５４条）

○

１３～１５

省略

１３～１５

省略

１６ 漁業

用無線

に関す

る事務

１ 漁業指導用海岸局の維持

及び管理の委託に関するこ

と。

○

１６ 省略 １７ 省略

１８ 愛媛

県内水

面漁業

調整規

則の施

行に関

する事

務

１ 水産動植物の採捕の許可

（第６条）

○

２ 許可の内容の変更の許可

（第１４条）

○

３ 許可証の書換え交付及び

再交付（第１７条）

○

４ 許可申請の棄却（第１９

条）

○

５ 許可の取消し、変更又は

制限等（第２０条から第２２条

まで）

○

６ 除害設備の設置又は変更

の命令（第２４条）

○

７ 試験研究等のための適用

除外の許可（第３２条）

○
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１７ 省略 １９ 省略

１８ 漁業

法の施

行に関

する事

務

１ 共同申請に係る代表者の

指定（第５条第２項、第４

項）

○ ２０ 漁業

法の施

行に関

する事

務

１ 共同申請に係る代表者の

指定（第５条第２項、第４

項）

○

２ 水産資源の保存及び管理

に関すること。

� 資源評価の実施に関す

る農林水産大臣への要請

等（第１０条）

○

� 県資源管理方針の策定

及び変更（第１４条第１

項、第５項、第６項、第

８項から第１０項まで）

○

� 県資源管理方針に係る

海区漁業調整委員会の意

見の聴取（第１４条第４

項、第１０項）

○

� 知事管理漁獲可能量の

設定及び変更（第１６条第

１項、第４項、第５項）

○

� 知事管理漁獲可能量に

係る海区漁業調整委員会

の意見の聴取（第１６条第

２項、第５項）

○

� 漁獲割当割合等の設定

及び移転の認可（第１７条

第１項、第１９条第１項、

第３項、第４項、第２１条

第１項、第２２条第１項）

○

� 漁獲割当割合の設定を

行わない場合の申請者の

意見の聴取（第１８条第２

項）

○

� 漁獲割当管理原簿の作

成及び管理（第２０条第１

項、漁業法施行令第４条

第１項）

○

	 停泊命令等（第２７条、

第３４条）

○


 漁獲割当割合の削減

（第２９条第１項）

○

� 農林水産大臣に対する

広域漁業調整委員会の指

示の要請（第３５条）

○

３ 漁業権及び漁場管理に関

すること。

２ 漁業権及び入漁権 に関

すること。

� 海区漁場計画等の作成

及び変更（第６２条第１

項、第６４条第６項、第８

項、第６７条）

○ � 免許の内容等の事前決

定（第１１条）

○
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� 海区漁場計画等に係る

利害関係人の意見の聴取

（第６４条 第１項、第８

項、第６７条第２項）

○ � 漁業の免許（第１０条） ○

� 海区漁場計画等に係る

海区漁業調整委員会等の

意見の聴取（第６４条第４

項、第８項、第６７条第２

項）

○

� 漁業の免許に係る海区

漁業調整委員会の意見の

聴取（第７０条）

○

� 漁業権の共有の認可

（第７２条第６項）

○ � 漁業権の共有の認可

（第１４条 ）

○

� 漁業権の分割又は変更

の免許（第２２条）

○

� 漁業権を目的とする抵

当権の設定の認可（第２４

条）

○

� 漁業権の共有の認可等

に係る海区漁業調整委員

会の意見の聴取（第７０

条、第７２条第７項、第７６

条 第３項、第７８条 第３

項、第７９条第３項、第８０

条 第２項、第８８条 第２

項、第５項、第９１条第３

項）

○ � 漁業権の移転の認可

（第２６条）

○

� 漁業権の条件の付加等

に係る海区漁業調整委員

会の意見の聴取（第８６条

第２項、第８９条第３項、

第９２条第３項、第９３条第

３項、第９４条）

○ � 休業中の漁業の許可

（第３６条）

○

� 漁業権の取消しに係る

資料の閲覧（第８９条第６

項、第９２条第３項、第９３

条第３項）

○ � 漁業権の取消し、変更

又は行使の停止命令（第

３７条から第４０条まで）

○

� 沿岸漁場管理団体の指

定（第１０９条第１項、第

２項）

○

	 沿岸漁場管理団体に係

る海区漁業調整委員会の

意見の聴取（第１０９条第

３項）

○


 沿岸漁場管理規程に係

る海区漁業調整委員会の

意見の聴取（第１１１条第

４項）

○

� 保全活動への協力のあ

つ せ ん（第１１３条 第２

項）

○
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� 沿岸漁場管理団体の指

定の取消し等（第１１６条

第１項から第３項まで）

○

� 沿岸漁場管理団体の指

定の取消しに係る海区漁

業調整委員会の意見の聴

取（第８９条第３項、第１１６

条第４項）

○

� 沿岸漁場管理団体の指

定の取消しに係る資料の

閲覧（第８９条第６項、第

１１６条第４項）

○

� 漁業権、先取特権、抵

当権及び入漁権の設定等

の登録（第１１７条第 １

項）

○ � 漁業権、先取特権、抵

当権及び入漁権の設定等

の登録（第５０条第 １

項）

○

� 農林水産大臣が知事の

権限を行うことに関する

同意及び意見の具申（第

１８３条第２項、漁業法施

行令第２０条第２項）

○

� 農林水産大臣が知事の

権限を行うことに関する

同意に係る海区漁業調整

委員会等の意見の聴取

（漁業法施行令第２１条第

３項）

○

３ 漁業権行使規則に関する

こと。

� 漁業権行使規則又は入

漁権行使規則の制定、変

更及び廃止の認可（第８

条）

○

４ 漁業調整に関すること。 ４ 漁業調整に関すること。

� 協定への参加のあつせ

ん（第１２６条第２項）

○ � 海区漁業調整委員会又

は連合海区漁業調整委員

会の指示の取消し及び指

示に対する服従命令（第

６７条）

○

	 特定水産動植物の採捕

の許可証の再交付（漁業

法施行規則第４２条第７

項）

○ 	 漁場の標識の建設又は

漁具の標識の設置の命令

（第７２条）

○


 特定水産動植物の採捕

の許可の取消し（漁業法

施行規則第４２条第１１項）

○

５ 海区漁業調整委員会、連

合海区漁業調整委員会及び

内水面漁場管理委員会（以

下この項において「委員

会」という。）に関するこ

と。

５ 海区漁業調整委員会、連

合海区漁業調整委員会及び

内水面漁場管理委員会（以

下この項において「委員

会」という。）に関するこ

と。
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� 委員等の選任、任命及

び 罷 免（第１３７条 第２

項、第５項、第１３８条 第

１項、第１４４条 第１項、

第１４８条 第４項、第１５１

条、第１７２条 第２項、第

１７３条）

○ � 委員会の監督（第８２

条、第１３０条）

○

� 海区漁業調整委員会の

委員に係る漁業者又は漁

業従事者 の範囲の拡

張又は限定（第１３８条第

６項）

○ � 海区漁業調整委員会の

委員の選挙権及び被選挙

権を有する者の範囲の拡

張又は限定（第８６条第

６項）

○

� 海区漁業調整委員会の

委員の募集（第１３９条第

１項）

○

� 委員の辞任の同意（第

１４１条、第１５１条、第１７３

条）

○

� 連合海区漁業調整委員

会の設置に係る協議（第

１４７条第３項、第５項）

○ � 連合海区漁業調整委員

会の設置に関する措置（

第１０５条３項、第５項）

○

� 連合海区漁業調整委員

会の委員に関する措置

（第１４８条 第３項、第５

項）

○

� 委員会の会議の招集

（漁業法施行令第１４条第

１項ただし書、第２項、

第１５条）

○

� 省略 � 省略

� 知事選任委員の選任及

び解任（第８５条、第１００

条、第１０６条、第１３１条）

○

６ 土地及び土地の定着物の

使用権の設定に係る土地及

び土地の定着物の所有者等

の意見の聴取（第１６５条第

２項、第５項）

○ ６ 土地及び土地の定着物の

使用に関すること。

� 土地の使用等の許可

（第１２０条）

○

� 他人の土地における漁

業の許可（第１２１条）

○

� 土地立入等の許可（第

１２２条）

○

� 土地及び土地の定着物

の使用権設定に関する認

可並びに土地の形質の変

更等の許可（第１２４条）

○

７ 内水面漁業に関するこ

と。

７ 内水面漁業に関するこ

と。
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� 水産動植物の増殖命令

を受けた者の漁業権の取

消し等に係る内水面漁場

管理委員会の意見の聴取

（第８９条 第３項、第１６９

条第３項、第１７０条第４

項）

○ � 水産動植物の増殖命令

（第１２８条）

○

� 水産動植物の増殖命令

を受けた者の漁業権の取

消しに係る資料の閲覧

（第８９条 第６項、第１６９

条第３項）

○ � 遊漁規則の制定及び変

更の認可（第１２９条）

○

８ 損失の補償に係る海区漁

業調整委員会等の意見の聴

取（第１７７条 第３項、第１４

項）

○ ８ 指定漁業の許可等に関す

る副申（第５２条、第６５条）

○

１９ 省略 ２１ 省略

２０ 省略 ２２ 省略

２１ 省略 ２３ 省略

２４ 海洋

生物資

源の保

存及び

管理に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 県計画の策定及び変更

（第４条第１項、第３項か

ら第５項まで、第７項から

第１０項まで）

○

２ 県計画の実施の効果の確

保に関する農林水産大臣又

は関係県知事への措置要請

（第６条）

○

３ 採捕の数量又は漁獲努力

量等の公表（第８条第２

項）

○

４ 採捕の数量又は漁獲努力

量等の公表後の助言、指導

又は勧告（第９条第２項）

○

５ 採捕の停止等の命令（第

１０条第２項）

○

６ 漁獲量の限度の割当て

（第１１条第１項、第２項、

第４項）

○

７ 停泊命令（第１２条第２

項）

○

８ 協定の認定等（第１３条第

２項、第１４条）

○

９ 協定への参加のあつせん

（第１５条）

○

１０ 漁業法等による措置（第

１６条）

○

１１ 採捕の数量又は漁獲努力

量等の報告の受理（第１７条

第３項、第４項）

○
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（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２２ 省略 ２５ 省略

２３ 省略 ２６ 省略

２４ 省略 ２７ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

産

業

振

興

課

１～３

省略

産

業

振

興

課

１～３

省略

４ 農業

協同組

合、農

事組合

法人及

び農業

共済組

合に関

する事

務

１ 省略 ４ 農業

協同組

合、農

事組合

法人及

び農業

共済組

合に関

する事

務

１ 省略

２ 農事組合法人に関すること。 ２ 農事組合法人に関すること。

� 設立、定款の変更、解散、合

併及び組織変更の届出の受理

（農業協同組合法第７２条の２９

第２項、第７２条 の３２第４項、

第７２条 の３４第２項、第７２条 の

３５第３項、第７２条 の４４、第７３

条の１０、第８０条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 事業を廃止していない旨の届

出をすべき旨の官報公告等

（農業協同組合法第６４条の

２、第７３条第４項）

○

� 継続した旨の届出の受理（農

業協同組合法第６４条の３第３

項、第７３条第４項）

○

� 解散等の登記の嘱託（組合等

登記令第１４条第４項、第５項

）

○ � 解散等の登記の嘱託（組合等

登記令第１４条第４項、第２６条

第２項）

○

５～１９

省略

５～１９

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長
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水

産

課

１・２

省略

水

産

課

１・２

省略

３ 漁業

調整及

び漁業

取締り

に関す

る事務

１ 愛媛県漁業調整規則（以下この

部において「規則」という。）の

施行に関すること（漁業法第６６条

第１項に規定する漁業（小型機船

底びき網漁業のうち自家用つり餌

料びき網漁業を除く。）及び県外

に住所を有する者の申請に係る漁

業の許可等を除く。）。

３ 漁業

調整及

び漁業

取締り

に関す

る事務

１ 愛媛県漁業調整規則（以下この

部において「規則」という。）の

施行に関すること（漁業法第６６条

第１項に規定する漁業（小型機船
じ

底びき網漁業のうち自家用つり餌

料びき網漁業を除く。）及び県外

に住所を有する者の申請に係る漁

業の許可等を除く。）。

� 許可等の条件の付加（規則第

１３条第１項）

○ � 漁業の許可（規則第７条） ○

� 許可証の記載内容等の証明

（規則第２５条第２項、第３３条第

１１項）

○ � 許可証の記載内容等の証明

（規則第１１条第２項

）

○

� 許可証の書換え交付及び再交

付（規則第２７条から第２９条ま

で、第３３条第１３項）

○ � 許可等の制限又は条件の付加

（規則第１４条）

○

� 除害設備の設置又は変更の命

令（規則第４５条第２項）

○ � 起業の認可（規則第２１条） ○

２ 規則の施行に関すること。

� 許可の内容の変更の許可（規

則第１６条）

○

� 許可証の書換え交付及び再交

付（規則第１９条）

○

� 除外設備の設置又は変更の命

令（規則第３４条）

○

３ 愛媛県内水面漁業調整規則（以

下この項において「内水面規則」

という。）の施行に関すること。

� 水産動植物の採捕の許可（内

水面規則第６条）

○

� 許可の内容の変更の許可（内

水面規則第１４条第１項）

○

� 許可証の書換え交付及び再交

付（内水面規則第１７条）

○

� 除害設備の設置又は変更の命

令（内水面規 則 第２４条 第２

項）

○

２ 漁業法（以下この部において

「法」という。）の施行に関する

こと。

４ 漁業法（以下この部において

「法」という。）の施行に関する

こと。

� 共同申請に係る代表者の指定

（第５条）

○

� 他人の土地における漁業の許

可（法第１６２条）

○ � 他人の土地における漁業の許

可（法第１２１条）

○

� 土地立入り等の許可（法第

１６３条）

○ � 土地立入り等の許可（法第

１２２条）

○

３ 省略 ５ 省略
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（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１７ 省略

�の１８ 組合等登記令第１４条第４項及び第５項 の規定に基

づく農事組合法人の解散等の登記の嘱託に関すること。

�の１８の２～� 省略

�の２ 愛媛県漁業調整規則第２５条第２項及び第３３条第１１項の規

定に基づく許可証の記載内容等の証明に関すること。

�の３～� 省略

５・６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 愛媛県漁業調整規則第４条及び第６条 の規定に基づ

く漁業の許可等に関すること。ただし、同規則第１３条第２項の

規定に基づく許可等後の条件の付加、漁業の許可及び取締り等

に関する省令第７０条に規定する漁業（小型機船底びき網漁業の

うち自家用つり餌料びき網漁業を除く。）、同規則第４条第１

項第１号及び第２号に規定する漁業並びに県外に住所を有する

者の申請に係る漁業の許可等並びに２以上の地方局の所管区域

にわたるものに関する許可等を除く。

�の２ 愛媛県漁業調整規則第１６条の規定に基づく許可の内容の

変更の許可に関すること（２以上の地方局の所管区域にわたる

ものに関するものを除く。）。

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１７ 省略

�の１８ 組合等登記令第１４条第４項及び第２６条第２項の規定に基

づく農事組合法人の解散等の登記の嘱託に関すること。

�の１８の２～� 省略

�の２ 愛媛県漁業調整規則第１１条第２項 の規

定に基づく許可証の記載内容等の証明に関すること。

�の３～� 省略

� 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第１７条第４項の規

定に基づく漁獲努力量等の報告に係る処理に関すること。

� 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第１８条第１項の規

定に基づく報告の徴収及び立入検査に関すること。

５・６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 愛媛県漁業調整規則第７条、第１４条及び第２１条の規定に基づ

く漁業の許可等に関すること。ただし、漁業法第６６条第１項

に規定する漁業（小型機船底びき網漁業の

うち自家用つり餌料びき網漁業を除く。）及び

県外に住所を有する

者の申請に係る漁業の許可等並びに２以上の地方局の所管区域

にわたるものに関する許可等を除く。

�の２ 愛媛県漁業調整規則第１６条の規定に基づく許可の内容の

変更の許可に関すること（２以上の地方局の所管区域にわたる

ものに関するものを除く。）。

４～１４

省略

４～１４

省略

１５ 海洋

生物の

保存及

び管理

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 漁獲努力量等の報告に係る処理

（第１７条第４項）

○

２ 報告の徴収及び立入検査（第１８

条第１項）

○

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前
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�の３ 愛媛県漁業調整規則第２７条及び第２８条（これらの規定を

同規則第３３条第１３項において準用する場合を含む。）の規定に

基づく許可証の書換え交付及び再交付に関すること（２以上の

地方局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）。

�の４ 愛媛県漁業調整規則第３３条第１項の規定に基づく採捕の

許可に関すること（２以上の地方局の所管区域にわたるものに

関するものを除く。）。

�の５ 愛媛県漁業調整規則第４５条第２項の規定に基づく除害設

備の設置又は変更の命令に関すること（２以上の地方局の所管

区域にわたるものに関するものを除く。）。

�～� 省略

� 削除

� 漁業法第５条第２項の規定に基づく共同申請に係る代表者の

指定に関すること（２以上の地方局の所管区域にわたるものに

関するものを除く。）。

� 漁業法第１６２条の規定に基づく他人の土地における漁業の許

可に関すること（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関

するものを除く。）。

� 漁業法第１６３条の規定に基づく土地立入り等の許可に関する

こと（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関するものを

除く。）。

�・	 省略

６～９ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�の３ 愛媛県漁業調整規則第１９条

の規定に

基づく許可証の書換え交付及び再交付に関すること（２以上の

地方局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）。

�の４ 愛媛県漁業調整規則第３４条 の規定に基づく除外設

備の設置又は変更の命令に関すること（２以上の地方局の所管

区域にわたるものに関するものを除く。）。

�～� 省略

� 愛媛県内水面漁業調整規則第６条の規定に基づく採捕の許可

に関すること（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関す

るものを除く。）。

�の２ 愛媛県内水面漁業調整規則第１４条第１項の規定に基づく

許可の内容の変更の許可に関すること（２以上の地方局の所管

区域にわたるものに関するものを除く。）。

�の３ 愛媛県内水面漁業調整規則第１７条の規定に基づく許可証

の書換え交付及び再交付に関すること（２以上の地方局の所管

区域にわたるものに関するものを除く。）。

�の４ 愛媛県内水面漁業調整規則第２４条第２項の規定に基づく

除害設備の設置又は変更の命令に関すること（２以上の地方局

の所管区域にわたるものに関するものを除く。）。

� 漁業法第５条 の規定に基づく共同申請に係る代表者の

指定に関すること（２以上の地方局の所管区域にわたるものに

関するものを除く。）。

� 漁業法第１２１条の規定に基づく他人の土地における漁業の許

可に関すること（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関

するものを除く。）。

� 漁業法第１２２条の規定に基づく土地立入り等の許可に関する

こと（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関するものを

除く。）。

�・	 省略

６～９ 省略
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和３年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

ヘリコプター１２ヶ月定期点検整備

� 業務名及び数量

ヘリコプター１２ヶ月定期点検整備 １式

� 業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

（アグスタ式Ａ１０９Ｅ型（ＪＡ０３ＥＰ））

� 実施期間

契約締結日から令和３年８月３１日まで

� 業務の履行場所

請負者の保有する事業場認定書の交付を受けた事業場

� 入札方法

入札金額は、ヘリコプター１２ヶ月定期点検整備に係る一切の

経費を含めた額を記載すること。

なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 業務期間の開始までに確実に点検できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 現に法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険

料を滞納していない者であること。

� 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間

中でない者であること。

� 指定期日までに事前提出書類を提出した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 関係書類の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付

場所及び問合せ先

愛媛県警察本部会計課管財係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札説明書の交付期限

令和３年５月１０日（月）１７時１５分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。

� 開札の日時及び場所

令和３年５月１２日（水）１１時００分

愛媛県警察本部１０階大会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、事前提出書類を知事に提出

し、入札参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受付時期

令和３年３月３０日（火）から令和３年５月１０日（月）まで

の執務時間中

※ 必着であれば郵送でも可能

イ 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： Aircraft

inspection

・１２month inspection

・５０，１００，１５０，２００，４００，８００，１６００ hours inspection

・Japan civil aviation bureau（JACB）circular No．３―０１０，etc

・There are other inspections besides these

Hours change parts

Technical bulletin

Bench check

Airworthiness inspection examinees

� Time limit of tender：１１ a．m，１２May，２０２１

� For further information，please contact： Finance Division，

Police Administration Department，the Ehime Prefectural

Police Headquarters，２―２Minamihoribata―cho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL：０８９―９３４―０１１０（ex．２２７４）

FAX：０８９―９４３―２８９２

e―mail： kaikei@police.pref.ehime.jp
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�愛媛県教育委員会規則第１号
県立学校における授業料等減免規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

県立学校における授業料等減免規則等の一部を改正する規則

（県立学校における授業料等減免規則の一部改正）

第１条 県立学校における授業料等減免規則（昭和３０年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県立学校学則の一部改正）

第２条 愛媛県県立学校学則（昭和３３年愛媛県教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第９条関係） 誓約書

省略

氏 名

省略

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

様式第２号（第９条関係） 誓約書

省略

氏 名 �

省略

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略

教育委員会規則

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第５条関係） 授業料減免申請書

省略

生徒氏名

省略

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

様式第１号（第５条関係） 授業料減免申請書

省略

生徒氏名 �

省略

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

注１ 生徒氏名及び保護者又はこれに代わる者の氏名は自署とす

る。ただし、保護者又はこれに代わる者が法人の場合にあつ

ては、自署に代えて記名押印とする。

２・３ 省略

様式第２号（第５条関係） 授業料減免調書

注１ 保護者又はこれに代わる者が個人の場合にあつては、記

名押印に代えて署名することができる。

２・３ 省略

様式第２号（第５条関係） 授業料減免調書

省略 省略 省略 省略

省略

生徒氏名

省略

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

生徒氏名 �

省略

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１ 生徒氏名及び保護者又はこれに代わる者の氏名は自署とす

る。ただし、保護者又はこれに代わる者が法人の場合にあつ

ては、自署に代えて記名押印とする。

２・３ 省略

注１ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

２・３ 省略
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氏 名

省略

注１ 本人及び保証人の氏名は自署とする。ただし、保証人が法

人の場合にあつては、記名押印とする。

２ 省略

氏 名 �

省略

注 省略

（愛媛県教育委員会聴聞規則の一部改正）

第３条 愛媛県教育委員会聴聞規則（平成６年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（聴聞調書及び報告書の記載事項）

第１１条 法第２４条第１項の聴聞の審理の経過を記載した調書（以下

「聴聞調書」という。）には、次に掲げる事項（聴聞の期日にお

ける審理が行われなかった場合においては、第４号に掲げる事項

を除く。）を記載しなければ ならない。

�～� 省略

２ 省略

３ 法第２４条第３項の報告書（以下「報告書」という。）には、次

に掲げる事項を記載しなければ ならない。

�～� 省略

様式第２号（第３条関係） 代理人資格証明書

（聴聞調書及び報告書の記載事項）

第１１条 法第２４条第１項の聴聞の審理の経過を記載した調書（以下

「聴聞調書」という。）には、次に掲げる事項（聴聞の期日にお

ける審理が行われなかった場合においては、第４号に掲げる事項

を除く。）を記載し、主宰者が記名押印しなければならない。

�～� 省略

２ 省略

３ 法第２４条第３項の報告書（以下「報告書」という。）には、次

に掲げる事項を記載し、主宰者が記名押印しなければならない。

�～� 省略

様式第２号（第３条関係） 代理人資格証明書

省略

当事者又 省略

は参加人 氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
	

は、名称及び代表者の氏名

省略

省略

当事者又 省略

は参加人 氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
	

は、名称及び代表者の氏名
�

省略

省略 省略

代

理

人

省略 代

理

人

省略

氏 名 氏 名
（ 歳）

様式第３号（第４条関係） 聴聞参加許可申請書

注 当事者又は参加人が個人の場合にあっては、記名押印に代

えて署名することができる。

様式第３号（第４条関係） 聴聞参加許可申請書

省略

申請者
省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
	

は、名称及び代表者の氏名

省略

省略

申請者
省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
	

は、名称及び代表者の氏名
�

年 齢 歳

省略

省略 省略

様式第４号（第５条関係） 文書等閲覧請求書

注 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名す

ることができる。

様式第４号（第５条関係） 文書等閲覧請求書

省略

請求者
省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
	

は、名称及び代表者の氏名

省略

請求者
省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
	

は、名称及び代表者の氏名
�

省略 省略
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（埋蔵文化財の取扱いに関する規則の一部改正）

第４条 埋蔵文化財の取扱いに関する規則（平成１２年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第５号（第７条関係） 補佐人出頭許可申請書

注 請求者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名す

ることができる。

様式第５号（第７条関係） 補佐人出頭許可申請書

省略

申請者
省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名

省略

申請者
省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名
�

省略 省略

補

佐

人

省略 補

佐

人

省略

氏 名 氏 名
（ 歳）

省略 省略

様式第６号（第１２条関係） 聴聞調書等閲覧請求書

注 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名す

ることができる。

様式第６号（第１２条関係） 聴聞調書等閲覧請求書

省略

請求者
省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名

省略

請求者
省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名
�

省略 省略

注 請求者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名す

ることができる。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第３条関係） 埋蔵文化財発掘調査届出書 様式第１号（第３条関係） 埋蔵文化財発掘調査届出書

省略

届出者
省略

氏名（国の機関等又は法人その他の団体に

あっては、名称及び代表者の氏名）

省略

届出者
省略

氏名（国の機関等又は法人その他の団体に

あっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第２号（第３条関係） 周知の埋蔵文化財包蔵地内における土

木工事等届出（通知）書

注１ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第２号（第３条関係） 周知の埋蔵文化財包蔵地内における土

木工事等届出（通知）書

省略

届出（通 省略

知）者 氏名（国の機関等又は法人その他の団体に

あっては、名称及び代表者の氏名）

省略

届出（通 省略

知）者 氏名（国の機関等又は法人その他の団体に

あっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の

様式の規定による申請書その他の書類とみなす。

３ この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができ

る。

��������������
�愛媛県教育委員会規則第２号
愛媛県県立学校管理規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

愛媛県県立学校管理規則等の一部を改正する規則

（愛媛県県立学校管理規則の一部改正）

第１条 愛媛県県立学校管理規則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（授業を行わない日の勤務）

第２１条 教職員は、休日、休日の代休日、職員の休日、休暇並びに

勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１０条の

２第１項に規定する超勤代休時間、教育職員の給与等に関する特

別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）第８条第１項の規定に

より指定された勤務することを要しない時間（以下「休日等」と

いう。）及び週休日を除き、授業を行わない日においても勤務す

べきものとする。

（当直）

第２７条 休日、休日の代休日及び正規の勤務時間外において特別の

事情があるときは、学校に当直を置くことができる。

２ 省略

（授業を行わない日の勤務）

第２１条 教職員は、休日、休日の代休日、職員の休日、休暇並びに

勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１０条の

２第１項に規定する超勤代休時間、教育職員の給与等に関する特

別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）第８条第１項の規定に

より指定された勤務することを要しない時間（以下「休日等」と

いう。）及び週休日を除き、授業を行わない日においても勤務す

べきものとする。

（当直）

第２７条 休日等 及び正規の勤務時間外において特別の

事情があるときは、学校に当直を置くことができる。

２ 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第３号（第３条関係） 遺跡発見届出（通知）書

注１ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第３号（第３条関係） 遺跡発見届出（通知）書

省略

届出（通 省略

知）者 氏名（国の機関等又は法人その他の団体に

あっては、名称及び代表者の氏名）

省略

届出（通 省略

知）者 氏名（国の機関等又は法人その他の団体に

あっては、名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

注１ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略
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（教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則の一部改正）

第２条 教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則（昭和４５年愛媛県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）及び教育職員の給与等に

関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号。以下「特別措

置条例」という。）並びに教育職員の休日、休暇並びに勤務時間

等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－４）及び教育職員の

勤務時間の割振り等に関する特別措置規則（愛媛県人事委員会規

則１２―７３。以下「特別措置規則」という。）の規定に基づき、教

育職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（勤務時間等）

第２条 省略

２ 省略

３ 所属長は、前２項の規定にかかわらず、特別措置規則第３条及

び第４条に定めるところにより、特別措置条例第７条第１項の規

定に基づき、週休日及び勤務時間を割り振ることができる。

４ 所属長は、前項の規定により週休日及び勤務時間を割り振ろう

とするときは、あらかじめ、週休日及び勤務時間の割振り承認申

請書（様式第１号）を愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」

という。）に提出し、その承認を受けなければならない。

５ 第３項の場合において、特別措置規則第６条に定めるところに

より、特別措置条例第８条第１項の規定に基づき勤務することを

要しない時間を指定しようとするときは、所属長は、あらかじ

め、勤務することを要しない時間の指定承認申請書（様式第２

号）を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

（趣旨）

第１条 この規則は、教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）及び教育職員の給与等に

関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号。以下「特別措

置条例」という ）並びに教育職員の休日、休暇並びに勤務時間

等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－４）及び教育職員の

勤務時間の割振り等に関する特別措置規則（愛媛県人事委員会規

則１２― 。以下「特別措置規則」という。）の規定に基づき、教

育職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（勤務時間等）

第２条 省略

２ 省略

第３条 教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則の一部を次のように改正する。

次の２様式を加える。

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

６２０



様式第１号（第２条関係） 週休日及び勤務時間の割振り承認申請書

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

６２１



愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

６２２



様式第２号（第２条関係） 勤務することを要しない時間の指定承認申請書

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

６２３



（愛媛県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の一部改正）

第４条 愛媛県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則（令和２年愛媛県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的）

第１条 この規則は、教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭

和４６年愛媛県条例第４２号）（以下「条例」という。）第８条の規

定に基づき、同条例第２条に規定する教育職員のうち、県立学校

に勤務する者（以下単に「教育職員」という。）の業務量の適切

な管理等を行うことを目的とする。

（教育職員の業務量の適切な管理等）

第２条 省略

２ 省略

３ 条例第７条第１項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを

定められた教育職員についての前２項に規定する上限の適用につ

いては、前２項中「４５時間」とあるのは「４２時間」と、第１項中

「３６０時間」とあるのは「３２０時間」とする。

４ 前３項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理そ

の他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項につ

いては、教育長が別に定める。

（目的）

第１条 この規則は、教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭

和４６年愛媛県条例第４２号）第９条 の規

定に基づき、同条例第２条に規定する教育職員のうち、県立学校

に勤務する者（以下単に「教育職員」という。）の業務量の適切

な管理等を行うことを目的とする。

（教育職員の業務量の適切な管理等）

第２条 省略

２ 省略

３ 前２項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理そ

の他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項につ

いては、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

６２４



�愛媛県教育委員会訓令第１号
教育委員会事務局

教 育 機 関

愛媛県教育委員会公印規程及び愛媛県教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

愛媛県教育委員会公印規程及び愛媛県教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

（愛媛県教育委員会公印規程の一部改正）

第１条 愛媛県教育委員会公印規程（昭和３６年愛媛県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

教育委員会訓令

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第５条関係） 公印新設（改刻・廃止）承認願

公印新設（改刻・廃止）承認願

省略

公印管守者

次のとおり、公印を新設（改刻・廃止）したいから承認願い

ます。

様式第１号（第５条関係） 公印新設（改刻・廃止）承認願

（新設）

公印の（改刻） 承認願

（廃止）

省略

公印管守者職氏名 �

（新設）

次のとおり、公印を（改刻） したいから承認願い

（廃止）

ます。

省略 省略

注１ 省略

２ 不要の文字は、抹消すること。

様式第２号（第６条関係） 公印登録申請書

省略

公印管守者

年 月 日付により新設（改刻・廃止）について承認

された次の公印を登録されるよう、印影を添えて申請します。

注 省略

様式第２号（第６条関係） 公印登録申請書

省略

公印管守者職氏名 �

（新設）

年 月 日付により（改刻） について承認

（廃止）

された次の公印を登録されるよう、印影を添えて申請します。

省略 省略

注 不要の文字は、抹消すること。

様式第４号（第１０条関係） 公印事前押なつ願 様式第４号（第１０条関係） 公印事前押なつ願

省略

機関の長

省略

機関の長 �

省略 省略

様式第６号（第１１条関係） 公印刷込み承認願 様式第６号（第１１条関係） 公印刷込み承認願

省略

機関の長

省略

機関の長 �

省略 省略

様式第７号（第１１条関係） 公印刷込み承認届 様式第７号（第１１条関係） 公印刷込み承認届

省略

公印の管守者

省略

公印の管守者 �

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

６２５



（愛媛県教職員安全衛生管理規程の一部改正）

第２条 愛媛県教職員安全衛生管理規程（平成２１年愛媛県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの訓令の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後のそれぞれの訓令の

様式の規定による申請書その他の書類とみなす。

３ この訓令施行の際現にある改正前のそれぞれの訓令の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができ

る。

��������������
�愛媛県教育委員会訓令第２号

県 立 学 校

愛媛県県立学校教育課程基準の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

愛媛県県立学校教育課程基準の一部を改正する訓令

愛媛県県立学校教育課程基準（昭和４８年愛媛県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

様式第９号（第１４条関係） 公印事故届

省略

公印管守者

省略

様式第９号（第１４条関係） 公印事故届

省略

公印管守者職氏名 �

省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第７条関係） 衛生管理者選任報告書 様式第１号（第７条関係） 衛生管理者選任報告書

省略

氏名

省略

氏名 �

省略 省略

注１～４ 省略

様式第２号（第８条関係） 産業医選定報告書

注１～４ 省略

様式第２号（第８条関係） 産業医選定報告書

省略

氏名

省略

氏名 �

省略 省略

注１・２ 省略

様式第３号（第９条関係） 作業主任者選任報告書

注１・２ 省略

様式第３号（第９条関係） 作業主任者選任報告書

省略

氏名

省略

氏名 �

省略 省略

注１・２ 省略 注１・２ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

６２６



附 則

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（中等教育学校）

第２条 中等教育学校の前期課程の教育課程については、中学校学

習指導要領（平成２９年３月文部科学省告示第６４号）、平成３０年４

月１日から平成３３年３月３１日までの間における中学校学習指導要

領の特例を定める件（平成２９年７月文部科学省告示第９４号）及び

中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程

の基準の特例を定める件（平成１０年１１月文部省告示第１５４号）によ

らなければならない。

２ 省略

（特別支援学校）

第３条 特別支援学校の教育課程については、次項に規定するもの

を除くほか、特別支援学校幼稚部教育要領（平成２９年４月文部科

学省告示第７２号）、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

（平成２９年４月文部科学省告示第７３号。小学部に係る部分に限

る。）、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２１年３

月文部科学省告示第３６号。中学部に係る部分に限る。）、平成３０

年４月１日から平成３３年３月３１日までの間における特別支援学校

小学部・中学部学習指導要領の特例を定める件（平成２９年１２月文

部科学省告示第１８１号。中学部に係る部分に限る。）、特別支援

学校高等部学習指導要領（平成２１年３月文部科学省告示第３７

号）、平成３１年４月１日から新特別支援学校高等部学習指導要領

が適用されるまでの間における現行特別支援学校高等部学習指導

要領の特例を定める件（平成３１年２月文部科学省告示第１５号）及

び令和２年度から令和４年度までの間における特別支援学校小学

部・中学部学習指導要領及び平成３０年４月１日から平成３３年３月

３１日までの間における特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

の特例を定める件並びに特別支援学校高等部学習指導要領及び平

成３１年４月１日から新特別支援学校高等部学習指導要領が適用さ

れるまでの間における現行特別支援学校高等部学習指導要領の特

例を定める件の特例を定める件（令和２年８月文部科学省告示第

１０５号）によらなければならない。

２ 省略

（中等教育学校）

第２条 中等教育学校の前期課程の教育課程については、中学校学

習指導要領（平成２０年３月文部科学省告示第２８号）、平成３０年４

月１日から平成３３年３月３１日までの間における中学校学習指導要

領の特例を定める件（平成２９年７月文部科学省告示第９４号）及び

中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程

の基準の特例を定める件（平成１０年１１月文部省告示第１５４号）によ

らなければならない。

２ 省略

（特別支援学校）

第３条 特別支援学校の教育課程については、次項に規定するもの

を除くほか、特別支援学校幼稚部教育要領（平成２９年４月文部科

学省告示第７２号）、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

（平成２９年４月文部科学省告示第７３号。小学部に係る部分に限

る。）、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２１年３

月文部科学省告示第３６号。中学部に係る部分に限る。）、平成３０

年４月１日から平成３３年３月３１日までの間における特別支援学校

小学部・中学部学習指導要領の特例を定める件（平成２９年１２月文

部科学省告示第１８１号。中学部に係る部分に限る。）、特別支援

学校高等部学習指導要領（平成２１年３月文部科学省告示第３７

号）、平成３１年４月１日から新特別支援学校高等部学習指導要領

が適用されるまでの間における現行特別支援学校高等部学習指導

要領の特例を定める件（平成３１年２月文部科学省告示第１５号）及

び令和２年度から令和４年度までの間における特別支援学校小学

部・中学部学習指導要領及び平成３０年４月１日から平成３３年３月

３１日までの間における特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

の特例を定める件並びに特別支援学校高等部学習指導要領及び平

成３１年４月１日から新特別支援学校高等部学習指導要領が適用さ

れるまでの間における現行特別支援学校高等部学習指導要領の特

例を定める件の特例を定める件（令和２年８月文部科学省告示第

１０５号）によらなければならない。

２ 省略

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号

６２７



�愛媛県人事委員会規則１－１０
愛媛県人事委員会規則における押印及び署名を不要とするための手続の特例に関する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

愛媛県人事委員会規則における押印及び署名を不要とするための手続の特例に関する規則

申請者、届出者、請求者等が行わなければならないとされている書類の押印及び署名については、次に掲げる規則の規定にかかわらず、

申請者、届出者、請求者等は、これらの行為を行うことを要しない。

� 職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－５）別表第１１

� 愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４７９）様式第１号から様式第４号まで、様式第６号、様式第

８号、様式第１０号、様式第１１号、様式第１３号から様式第１５号まで、様式第１５号の３、様式第１５号の４及び様式第１５号の６から様式第２０号

の２まで

� 愛媛県職員退職手当条例第１８条第３項の規定による意見陳述の機会に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１０７４）様式第１号から様

式第５号まで

� 職員の定年等に関する規則（愛媛県人事委員会規則９－１）様式第２号

� 職員団体の登録に関する規則（愛媛県人事委員会規則１３－１８）様式第１号から様式第６号まで

� 職員の退職管理に関する規則（愛媛県人事委員会規則１６－０）様式第１号から様式第３号まで

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県人事委員会規則２－２７
愛媛県人事委員会議事規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

愛媛県人事委員会議事規則等の一部を改正する規則

（愛媛県人事委員会議事規則の一部改正）

第１条 愛媛県人事委員会議事規則（愛媛県人事委員会規則２－０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（議事録）

第８条 法第１１条第４項の規定による議事録は、幹事が作成し、全

委員がこれに署名する 。

（議事録）

第８条 法第１１条第４項の規定による議事録は、幹事が作成し、全

委員がこれに署名捺印する。

（愛媛県職員退職手当条例の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県職員退職手当条例の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１０７３）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（意見の聴取調書及び報告書の記載事項）

第１２条 準用行政手続条例第２４条第１項に規定する調書（以下「意

見の聴取調書」という。）には、次に掲げる事項（意見の聴取の

期日における審理が行われなかった場合においては、第４号に掲

げる事項を除く。）を記載しなければ なら

ない。

�～� 省略

２ 省略

（意見の聴取調書及び報告書の記載事項）

第１２条 準用行政手続条例第２４条第１項に規定する調書（以下「意

見の聴取調書」という。）には、次に掲げる事項（意見の聴取の

期日における審理が行われなかった場合においては、第４号に掲

げる事項を除く。）を記載し、主宰者が記名押印しなければなら

ない。

�～� 省略

２ 省略

人事委員会規則
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３ 準用行政手続条例第２４条第３項の報告書（以下「報告書」とい

う。）には、次に掲げる事項を記載しなければ

ならない。

�～� 省略

３ 準用行政手続条例第２４条第３項の報告書（以下「報告書」とい

う。）には、次に掲げる事項を記載し、主宰者が記名押印しなけ

ればならない。

�～� 省略

（勤務条件に関する措置の要求に関する規則の一部改正）

第３条 勤務条件に関する措置の要求に関する規則（愛媛県人事委員会規則１３―０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（勤務条件に関する措置の要求）

第２条 省略

２ 省略

３ 第１項の書面（以下「措置要求書」という。）には、次の各号

に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が記名押

印して正副各１通を適切な資料とともに、愛媛県人事委員会（以

下「委員会」という。）に提出しなければならない。

�～� 省略

４ 省略

（判定）

第８条 省略

２ 前項の書面（以下「判定書」という。）には次 に掲げる

事項を記載し、各委員が署名しなければ ならない。

�～� 省略

３ 省略

（勤務条件に関する措置の要求）

第２条 省略

２ 省略

３ 第１項の書面（以下「措置要求書」という。）には、次の各号

に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が記名押

印して正副各１通を適切な資料と共に 、愛媛県人事委員会（以

下「委員会」という。）に提出しなければならない。

�～� 省略

４ 省略

（判定）

第８条 省略

２ 前項の書面（以下「判定書」という。）には次の各号に掲げる

事項を記載し、各委員が署名押印しなければならない。

�～� 省略

３ 省略

（県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の一部改正）

第４条 県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則（愛媛県人事委員会規則１３－３）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（審査の請求）

第３条 省略

２ 前項の書面（以下「審査請求書」という。）には、次に掲げる

事項を記載し、請求人が記名押印して正副各１通を適切な資料と

ともに、愛媛県人事委員会（以下「委員会」という。）に提出し

なければならない。

�～� 省略

３ 省略

（審査の請求）

第３条 省略

２ 前項の書面（以下「審査請求書」という。）には、次に掲げる

事項を記載し、請求人が記名押印して正副各１通を適切な資料と

ともに、愛媛県人事委員会（以下「委員会」という。）に提出し

なければならない。

�～� 省略

３ 省略

（不利益処分についての審査請求に関する規則の一部改正）

第５条 不利益処分についての審査請求に関する規則（愛媛県人事委員会規則１３－１１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（審査請求）

第５条 省略

２ 審査請求書には次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求をし

ようとする者が記名押印して正副各１通を委員会に提出しなけれ

ばならない。

�～� 省略

３・４ 省略

（審査請求）

第５条 省略

２ 審査請求書には次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求をし

ようとする者が記名押印して正副各１通を委員会に提出しなけれ

ばならない。

�～� 省略

３・４ 省略
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（口頭審理調書）

第２６条 口頭審理については、事務職員が期日ごとに調書を作り次

の事項を記載し、委員長、委員（法第５０条第２項の規定により委

任された者によつて口頭審理を行つた 場合は、審理を担当した

者。以下同じ。）及び事務職員が署名しなければ ならない。

�～� 省略

２ 省略

（証拠調調書）

第３３条 事務職員は、証拠調べの結果を調書に作り、委員長、委員

及び事務職員が署名しなければ ならない。

２ 省略

（宣誓）

第３７条 省略

２ 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行う

ものとする。

３ 省略

（裁決）

第５０条 省略

２ 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載し、各委員が署

名しなければ ならない。

�～� 省略

３・４ 省略

（再審の請求）

第５２条 省略

２・３ 省略

４ 前項の書面（以下「再審請求書」という。）には次 に掲

げる事項を記載し、再審の請求をしようとする者が記名押印して

正副各１通を委員会に提出しなければならない。

�～� 省略

（口頭審理調書）

第２６条 口頭審理については、事務職員が期日ごとに調書を作り次

の事項を記載し、委員長、委員（法第５０条第２項の規定により委

任された者によつて口頭審理を行なつた場合は、審理を担当した

者。以下同じ。）及び事務職員が記名押印しなければならない。

�～� 省略

２ 省略

（証拠調調書）

第３３条 事務職員は、証拠調 の結果を調書に作り、委員長、委員

及び事務職員が記名押印しなければならない。

２ 省略

（宣誓）

第３７条 省略

２ 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名押印して行

なうものとする。

３ 省略

（裁決）

第５０条 省略

２ 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載し、各委員が記

名押印しなければならない。

�～� 省略

３・４ 省略

（再審の請求）

第５２条 省略

２・３ 省略

４ 前項の書面（以下「再審請求書」という。）には次の各号に掲

げる事項を記載し、再審の請求をしようとする者が記名押印して

正副各１通を委員会に提出しなければならない。

�～� 省略

（職員団体の登録の効力停止及び取消し並びに職員団体等の規約の認証の取消しに係る聴聞に関する規則の一部改正）

第６条 職員団体の登録の効力停止及び取消し並びに職員団体等の規約の認証の取消しに係る聴聞に関する規則（愛媛県人事委員会規則１３

－１１５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（聴聞調書及び報告書の記載事項）

第１２条 法第２４条第１項の聴聞の審理の経過を記載した調書（以下

「聴聞調書」という。）には、次に掲げる事項（聴聞の期日にお

ける審理が行われなかった場合においては、第４号に掲げる事項

を除く。）を記載し、主宰者が署名しなければ ならない。

�～� 省略

２ 省略

３ 法第２４条第３項の報告書（以下「報告書」という。）には、次

に掲げる事項を記載し、主宰者が署名しなければ ならない。

�～� 省略

様式第１号（第２条関係） 聴聞期日変更申出書

（聴聞調書及び報告書の記載事項）

第１２条 法第２４条第１項の聴聞の審理の経過を記載した調書（以下

「聴聞調書」という。）には、次に掲げる事項（聴聞の期日にお

ける審理が行われなかった場合においては、第４号に掲げる事項

を除く。）を記載し、主宰者が記名押印しなければならない。

�～� 省略

２ 省略

３ 法第２４条第３項の報告書（以下「報告書」という。）には、次

に掲げる事項を記載し、主宰者が記名押印しなければならない。

�～� 省略

様式第１号（第２条関係） 聴聞期日変更申出書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

様式第２号（第３条関係） 代理人資格証明書 様式第２号（第３条関係） 代理人資格証明書
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省略

住所 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

職員団体等 は、主たる事務所の所在地

又は参加人 氏名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名

省略

省略

住所 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

職員団体等 は、主たる事務所の所在地

又は参加人 氏名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名 �

省略

省略 省略

代

理

人

省略 代

理

人

省略

氏 名
（ 歳）

氏 名
（ 歳）

様式第３号（第４条関係） 聴聞参加許可申請書 様式第３号（第４条関係） 聴聞参加許可申請書

省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名

年 齢 歳

省略

省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名 �

年 齢 歳

省略

省略 省略

様式第４号（第５条関係） 文書等閲覧請求書 様式第４号（第５条関係） 文書等閲覧請求書

省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名

省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名 �

省略 省略

様式第５号（第７条関係） 補佐人出頭許可申請書 様式第５号（第７条関係） 補佐人出頭許可申請書

省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名

省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名 �

省略 省略

補

佐

人

省略 補

佐

人

省略

氏 名 （ 歳） 氏 名 （ 歳）

省略 省略

様式第６号（第９条関係） 聴聞の期日における審理の公開請求書 様式第６号（第９条関係） 聴聞の期日における審理の公開請求書

省略

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

様式第７号（第１３条関係） 聴聞調書等閲覧請求書 様式第７号（第１３条関係） 聴聞調書等閲覧請求書

省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名

省略

氏 名 �
�
�
�

法人その他の団体にあって��
�
�

は、名称及び代表者の氏名 �

省略 省略

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。
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�愛媛県人事委員会規則６－２１０
職員の採用及び昇任に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の採用及び昇任に関する規則等の一部を改正する規則

（職員の採用及び昇任に関する規則の一部改正）

第１条 職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第４（第４条関係）

医療職群�級別職務区分表

別表第４（第４条関係）

医療職群�級別職務区分表

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含まれ

る職

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含まれ

る職

省略 省略

４級 知事の事務部局 本庁課長

部付（４級）

省略

４級 知事の事務部局 本庁課長

部付（４級）

省略

省略 省略

５級 知事の事務部局 本庁局長

部付（５級）

省略

５級 知事の事務部局 本庁局長

部付（５級）

省略

省略 省略

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１～３ 省略

４ 医療職給料表�級別職務区分表

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１～３ 省略

４ 医療職給料表�級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

３級 知事の事務

部局

部付（４級）

医監（４級）

省略

３級 知事の事務

部局

部付（４級）

医監（４級）

省略

４級 知事の事務

部局

部付（５級）

医療政策監

省略

４級 知事の事務

部局

部付（５級）

医療政策監

省略

５～８ 省略 ５～８ 省略

（給料表の適用範囲に関する規則の一部改正）

第３条 給料表の適用範囲に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（医療職給料表�の適用範囲）

第３条 医療職給料表�は、子ども療育センター、保健所、衛生環

境研究所及び心と体の健康センターに勤務し、医療業務に従事す

る医師及び歯科医師である職員、総務部に勤務する医師で部付の

職にある職員、保健福祉部に勤務する医師で医療政策監及び局長

の職にある職員並びに同部社会福祉医療局医療対策課に勤務する

医師である職員に適用する。

（医療職給料表�の適用範囲）

第４条 医療職給料表�は、子ども療育センター、保健所、食肉衛

生検査センター、動物愛護センター、家畜保健衛生所、家畜病性

鑑定所、義務教育諸学校及び共同調理場に勤務する職員、総務部

に勤務する部付の職にある職員並びに公益財団法人愛媛県動物園

協会（昭和６２年４月１日に財団法人愛媛県動物園協会という名称

で設立された法人をいう。）へ派遣されている職員で、次に掲げ

るものに適用する。

�～� 省略

（医療職給料表�の適用範囲）

第３条 医療職給料表�は、子ども療育センター、保健所、衛生環

境研究所及び心と体の健康センターに勤務し、医療業務に従事す

る医師及び歯科医師である職員、総務部に勤務する医師で部付の

職にある職員、保健福祉部に勤務する医師で医療政策監及び局長

の職にある職員並びに同部社会福祉医療局医療対策課に勤務する

医師である職員に適用する。

（医療職給料表�の適用範囲）

第４条 医療職給料表�は、子ども療育センター、保健所、食肉衛

生検査センター、動物愛護センター、家畜保健衛生所、家畜病性

鑑定所、義務教育諸学校及び共同調理場に勤務する職員、総務部

に勤務する部付の職にある職員並びに公益財団法人愛媛県動物園

協会（昭和６２年４月１日に財団法人愛媛県動物園協会という名称

で設立された法人をいう。）へ派遣されている職員で、次に掲げ

るものに適用する。

�～� 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県人事委員会規則７－１２３４
期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

令和３年３月３０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正）

第１条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

�～� 省略

� 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務

員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３

項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外国派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同条第２項 及び第

３項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公

益的法人等派遣職員の派遣先団体（公益的法人等派遣条例第２

条第３項第１号に規定する派遣先団体をいう。）の業務上の負

傷若しくは疾病若しくは退職派遣者の在職する特定法人（公益

的法人等派遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務

上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保

険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤（当

該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第２条第２項

第１号及び第２号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及

び同条第３項に規定する通勤に該当するものに限る。）による

負傷若しくは疾病を除く。）により勤務しなかつた期間から次

に掲げる事由によつて勤務しなかつた期間（以下「休日等」と

いう。）を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務しなか

つた全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

�～� 省略

� 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務

員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３

項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外国派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第２条第２項及び第

３項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公

益的法人等派遣職員の派遣先団体（公益的法人等派遣条例第２

条第３項第１号に規定する派遣先団体をいう。）の業務上の負

傷若しくは疾病若しくは退職派遣者の在職する特定法人（公益

的法人等派遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務

上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保

険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤（当

該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第２条第２項

第１号及び第２号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及

び同条第３項に規定する通勤に該当するものに限る。）による

負傷若しくは疾病を除く。）により勤務しなかつた期間から次

に掲げる事由によつて勤務しなかつた期間（以下「休日等」と

いう。）を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務しなか

つた全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。
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ア・イ 省略

ウ 職員休暇条例第１１条第３項及び第４項又は教育職員休暇条

例第１１条第２項及び第３項若しくは教育職員の給与等に関す

る特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号。以下「特別措

置条例」という。）第６条第２項及び第７条第１項の規定に

よる週休日

エ 特別措置条例第８条第１項の規定により指定された勤務す

ることを要しない時間

オ 特別措置条例第９条の規定による有給休暇

�～� 省略

ア・イ 省略

ウ 職員休暇条例第１１条第３項及び第４項又は教育職員休暇条

例第１１条第２項及び第３項若しくは教育職員の給与等に関す

る特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号。以下「特別措

置条例」という。）第７条第２項及び第７条第１項の規定に

よる週休日

エ 特別措置条例第８条の規定による有給休暇

�～� 省略

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部改正）

第２条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第２条の４ 条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

�～� 省略

� １回の勤務に６時間を超える勤務時間を割り振つた場合であ

つて、休憩時間（当該勤務に複数の休憩時間を置いた場合にあ

つては、そのうち最も長い休憩時間（当該休憩時間が複数ある

場合にあつては、そのうちから任命権者又はその委任を受けた

者（以下「所属長」という。）が指定した休憩時間））の前後

いずれか一方の勤務時間（教育職員の給与等に関する特別措置

条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号。以下「特別措置条例」とい

う。）第８条第１項の規定により指定された勤務することを要

しない時間を含む場合にあつては、当該時間を除いた勤務時

間）の全てについて年次休暇及び前条第１項の表�の項に規定

する有給休暇を与える場合において、これらの休暇を与えられ

る時間に１時間未満の端数があるとき。

� 特別措置条例第８条第１項の規定により勤務を要しない時間

を指定された勤務日に当該時間を除いた勤務時間の 全 て に つ い

て年次休暇及び前条第１項の表�の項に規定する有給休暇を与

える場合において、これらの休暇を与えられる時間に１時間未

満の端数があるとき。

� 省略

２ 条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める単位は、

１分（前項第６号に掲げる場合にあつては、３０分）とする。

（休暇の計算）

第４条 省略

２ 週休日、休日（条例第３条の２第１項の規定により代休日を指

定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場

合を除く。）、代休日 （勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を

勤務した場合に限る。）又は特別措置条例第８条第１項の規定に

より指定された勤務することを要しない時間（勤務日の勤務時間

の全てが同項の規定により指定された勤務することを要しない時

間となつたものに限る。）（以下「週休日等」という。）を挟ん

で年次休暇を与える場合は、その週休日等は、年次休暇としな

い。ただし、年次休暇を除く他の休暇については、週休日等は、

それぞれその休暇の期間内の日とする。

（条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第２条の４ 条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

�～� 省略

� １回の勤務に６時間を超える勤務時間を割り振つた場合であ

つて、休憩時間（当該勤務に複数の休憩時間を置いた場合にあ

つては、そのうち最も長い休憩時間（当該休憩時間が複数ある

場合にあつては、そのうちから任命権者又はその委任を受けた

者（以下「所属長」という。）が指定した休憩時間））の前後

いずれか一方の勤務時間のすべて員の給与等に関する特別措置

条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号。以下「特別措置条例」とい

う。）第８条第１項の規定により指定された勤務することを要

しない時間を含む場合にあつては、当該時間を除いた勤務時

間）の全てについて年次休暇及び前条第１項の表�の項に規定

する有給休暇を与える場合において、これらの休暇を与えられ

る時間に１時間未満の端数があるとき。

� 省略

２ 条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める単位は、

１分（前項第５号に掲げる場合にあつては、３０分）とする。

（休暇の計算）

第４条 省略

２ 週休日、休日（条例第３条の２第１項の規定により代休日を指

定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場

合を除く。）又は代休日（勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を

勤務した場合に限る。）又は特別措置条例第８条第１項の規定に

より指定された勤務することを要しない時間（勤務日の勤務時間

の全てが同項の規定により指定された勤務することを要しない時

間となつたものに限る。）（以下「週休日等」という。）を挟ん

で年次休暇を与える場合は、その週休日等は、年次休暇としな

い。ただし、年次休暇を除く他の休暇については、週休日等は、

それぞれその休暇の期間内の日とする。
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（休暇の許可手続）

第６条 省略

２ 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定

によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた

時間の属する日又は勤務しなかつた日（勤務しなかつた日が２日

以上にわたるときは、その最初の日）から、週休日、休日、代休

日 （勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合に限

る。）及び特別措置条例第８条第１項の規定により指定された勤

務することを要しない時間（勤務日の勤務時間の全てが同項の規

定により指定された勤務することを要しない時間となつたものに

限る。）を除き、遅くとも３日以内にその事由を付して所属長の

許可を得なければならない。ただし、この期間経過後に許可の要

求があつた場合においても、所属長は、この期間中に承認を得る

ことができない正当な事由があると認める場合に限り、許可を与

えることができる。

３ 省略

（休暇の許可手続）

第６条 省略

２ 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定

によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた

時間の属する日又は勤務しなかつた日（勤務しなかつた日が２日

以上にわたるときは、その最初の日）から、週休日、休日及び代

休日（勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合に限

る。）及び特別措置条例第８条第１項の規定により指定された勤

務することを要しない時間（勤務日の勤務時間の全てが同項の規

定により指定された勤務することを要しない時間となつたものに

限る。）を除き、遅くとも３日以内にその事由を付して所属長の

許可を得なければならない。ただし、この期間経過後に許可の要

求があつた場合においても、所属長は、この期間中に承認を得る

ことができない正当な事由があると認める場合に限り、許可を与

えることができる。

３ 省略

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。
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�愛媛県人事委員会規則１２－７３

教育職員の勤務時間の割振り等に関する特別措置規則を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

教育職員の勤務時間の割振り等に関する特別措置規則

（目的）

第１条 この規則は、教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号。以下「条例」という。）第６条から第８条ま

での規定による勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（４週間以内の正規の勤務時間の割振りを行う教育職員に関する教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の規定の読替え）

第２条 条例第６条第１項及び第２項の規定により勤務時間を割り振られ、及び週休日が定められた教育職員に関する教育職員の休日、休

暇並びに勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－４。以下「勤務時間等規則」という。）第２条の３第１項の表�の項の規

定の適用については、同項中「条例第１１条に規定する」とあるのは、「教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第

４２号）第６条第１項の規定による」とする。

（１箇月を超え１年以内の週休日及び正規の勤務時間の割振り）

第３条 任命権者（市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）第１条に規定する教育職員にあっては、その者の属する市町教

育委員会とする。以下同じ。）は、条例第７条第１項の規定により週休日及び勤務時間を割り振る場合において、対象期間（同条第２項

に規定する対象期間をいう。以下同じ。）が３箇月を超える場合には、当該対象期間について１年当たり２８０日を超えない範囲内で勤務

日を割り振るものとする。ただし、対象期間が３箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前１年以内の日を含む３箇月を超え

る期間を対象期間として定めた場合（以下当該対象期間を「旧対象期間」という。）において、１日の勤務に割り振られる勤務時間のう

ち最も長いものが旧対象期間において１日の勤務に割り振られていた勤務時間のうち最も長いもの若しくは９時間のいずれか長い時間を

超え、又は１週間の勤務に割り振られる勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間において１週間の勤務に割り振られていた勤務時間の

うち最も長いもの若しくは４８時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧対象期間について１年当たりの勤務時間が割り振られていた日

の数から１日を減じた日数又は２８０日のいずれか少ない日数を超えない範囲内で勤務日を割り振るものとする。

２ 任命権者は、条例第７条第１項の規定により勤務時間を割り振る場合には、１０時間を超えない範囲内で１日の勤務時間を割り振るもの

とし、５２時間を超えない範囲内で１週間の勤務時間を割り振るものとする。この場合において、対象期間が３箇月を超えるときは、次の

各号のいずれにも適合するよう勤務時間を割り振らなければならない。

� 対象期間において、その１週間の勤務に割り振られる勤務時間が４８時間を超える週が連続する場合の週数が３以下であること。

� 対象期間をその初日から３箇月ごとに区分した各期間（３箇月未満の期間を生じたときは、当該期間）において、その１週間の勤務
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に割り振られる勤務時間が４８時間を超える週の初日の数が３以下であること。

３ 任命権者は、条例第７条第１項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、教育職員に対して速やかにその旨を通知

しなければならない。

（条例第７条第３項の人事委員会規則で定める事項等）

第４条 条例第７条第３項第１号に定める教育職員は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると任命権者が認

める者とする。この場合において、任命権者は、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮

を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保することができるような配慮をしなければならない。

２ 条例第７条第３項第２号の対象期間は、同項第４号の期間の範囲内で、所管する各学校の実情に応じ、任命権者が必要と認める期間と

する。

３ 条例第７条第３項第３号の対象期間の起算日は、任命権者が定める日とし、任命権者は、同条第１項の規定により週休日及び勤務時間

の割振りを定める場合には、当該起算日を明らかにして週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

４ 条例第７条第３項第４号の対象期間を設定することができる期間の範囲は、４月１日から翌年３月３１日までの期間とする。

５ 条例第７条第３項第５号の特定期間（以下「特定期間」という。）は、所管する各学校の実情に応じ、任命権者が公務の運営上の事情

によりやむを得ない必要があると認める期間とする。

６ 条例第７条第３項第６号の特定期間の起算日は、任命権者が定める日とし、任命権者は、同条第１項の規定により週休日及び勤務時間

の割振りを定め、特定期間を設ける場合には、当該起算日を明らかにして週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

７ 条例第７条第３項第７号の勤務日は、月曜日から金曜日までの５日間（育児短時間勤務教育職員等（教育職員の休日、休暇並びに勤務

時間等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下「勤務時間等条例」という。）第６条第１項に規定する育児短時間勤務教育職員

等をいう。以下同じ。）にあっては月曜日から金曜日までの５日間のうち勤務時間等条例第１１条第２項の規定に基づき当該育児短時間勤

務等（同条第１項に規定する育児短時間勤務等をいう。以下同じ。）の内容に従い任命権者が定めた週休日を除く日、再任用短時間勤務

教育職員（勤務時間等条例第６条第１項に規定する再任用短時間勤務教育職員をいう。以下同じ。）及び任期付短時間勤務教育職員（同

項に規定する任期付短時間勤務教育職員をいう。以下同じ。）にあっては月曜日から金曜日までの５日間のうち勤務時間等条例第１１条第

２項の規定に基づき任命権者が定めた週休日を除く日）とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

８ 前項本文の規定にかかわらず、任命権者は、条例第７条第１項に規定する長期休業期間等の一部の日その他の必要と認める日を勤務日

としないことができる。

９ 第７項ただし書の特別の事情がある場合において、任命権者は、対象期間において６日を超えない範囲内（特定期間にあっては、１週

間に１日の週休日（育児短時間勤務教育職員等にあっては、１週間に１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日）が

確保できる日数の範囲内）で連続して勤務日を割り振ることができる。

１０ 任命権者は、条例第７条第３項第７号の勤務日ごとの勤務時間を割り振るに当たっては、次の各号に掲げる日について当該各号に定め

る時間（育児短時間勤務教育職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従い当該各号に定める時間を超えない範囲内の時間、再任

用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員にあっては当該各号に定める時間を超えない範囲内の時間）を割り振るものとする。

ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

� 教育職員の業務量が多い時期の日のうち特に業務が繁忙であると任命権者が認める日 ９時間

� 教育職員の業務量が多い時期の日と任命権者が認める日であって前号に掲げる日以外の日 ８時間３０分

� 前２号に掲げる日以外の日 ７時間４５分

１１ 任命権者が条例第７条第４項の規定により同条第３項に規定する最初の期間を除く各期間における勤務日の数を割り振る場合には、当

該各期間における勤務日の数は、当該各期間の日数から当該各期間中の日曜日及び土曜日の日数を除いた日数とする。ただし、特別の事

情がある場合は、この限りでない。

１２ 任命権者が条例第７条第４項の規定により同条第３項に規定する最初の期間を除く各期間における総勤務時間を割り振る場合には、当

該各期間における総勤務時間は、当該各期間のうち次の各号に掲げる日の区分に応じ、それぞれその日の数に当該各号に定める時間を乗

じた時間を合計した時間とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

� 教育職員の業務量が多い時期の日のうち特に業務が繁忙であると任命権者が認める日 ９時間

� 教育職員の業務量が多い時期の日と任命権者が認める日であって前号に掲げる日以外の日 ８時間３０分

� 前２号に掲げる日以外の日 ７時間４５分

（１箇月を超え１年以内の週休日及び正規の勤務時間の割振りを行う教育職員に関する教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する

規則の規定の読替え）

第５条 条例第７条第１項の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められた勤務時間等規則第２条の３第１項の表�の項の規定の適

用については、同項中「条例第１１条に規定する」とあるのは、「教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）

第７条第１項の規定による」とする。
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（勤務することを要しない時間の指定）

第６条 条例第８条第１項の４週間を超えない期間につき１週間当たり勤務時間等条例第１１条第１項に規定する勤務時間を超える勤務時間

が割り振られた期間の算定に当たっては、原則として４週間の期間ごとに算定を行うものとする。ただし、教育職員の健康及び福祉を考

慮した結果４週間の期間ごとに算定を行うことが適当でないと認められる場合は、４週間を超えない１週間を単位とした期間ごとに算定

を行うものとする。

２ 条例第８条第１項の勤務することを要しない時間の指定は、１分の時間を単位として行うものとする。

３ 任命権者は、条例第８条第１項の勤務することを要しない時間を指定する場合は、同項の期間内の日のうち勤務時間等条例第３条第１

項に規定する休日及び勤務時間等条例第３条の２第１項に規定する代休日を除いた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続

する勤務時間について指定しなければならない。ただし、任命権者が、公務の運営並びに教育職員の健康及び福祉を考慮して必要がある

と認める場合は、この限りでない。

（勤務することを要しない時間を指定された教育職員に関する教育職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則の規定の読替え）

第７条 条例第８条第１項の規定により勤務することを要しないとされた教育職員の同項の規定により指定された勤務することを要しない

時間に関する教育職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６２）第５条第１項第５号の規定の適用につい

ては、同号中「条例」とあるのは「教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号。以下「特別措置条例」とい

う。）第８条第３項の規定により読み替えられた条例」と、「正規の勤務時間外」とあるのは「特別措置条例第８条第１項の規定により

指定された勤務することを要しない時間」とする。

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。
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�愛媛県人事委員会告示第１号
不利益処分についての審査請求に関する手続細則（昭和３２年５月愛媛県人事委員会告示第６２号）の一部を次のように改正し、令和３年４

月１日から施行する。

令和３年３月３０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

人事委員会告示

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条、様式第２号、様式第４号関係） 様式第１号（第２条、様式第２号、様式第４号関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第２号（様式第１号、様式第４号関係）

注 省略

様式第２号（様式第１号、様式第４号関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

注 省略

様式第３号（第３条関係）

注 省略

様式第３号（第３条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

様式第４号（第４条関係） 様式第４号（第４条関係）

省略

審査請求人氏名

省略

省略

審査請求人氏名 �

省略

注 省略

様式第５号（第５条、様式第４号関係）

注 省略

様式第５号（第５条、様式第４号関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

様式第６号（第６条関係） 様式第６号（第６条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

注 省略

様式第７号（第７条関係）

注 省略

様式第７号（第７条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

注 省略

様式第８号（第７条関係）

注 省略

様式第８号（第７条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略
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�愛媛県人事委員会告示第２号
勤務条件に関する措置の要求に関する手続細則（昭和３３年３月愛媛県人事委員会告示第６８号）の一部を次のように改正し、令和３年４月

１日から施行する。

令和３年３月３０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

注 省略

様式第９号（第８条関係）

注 省略

様式第９号（第８条関係）

省略

氏 名

貴委員会の 年 月 日付け口述書提出要求書を

年 月 日受領しましたので、証言事項について次のとお

り証言します。

なお、証言に当たつて署名した 宣誓書を別紙のとおり

添付します。

省略

省略

氏 名 �

貴委員会の 年 月 日付け口述書提出要求書を

年 月 日受領しましたので、証言事項について次のとお

り証言します。

なお、証言にあたつて署名押印した宣誓書を別紙のとおり

添付します。

省略

注 省略

様式第１０号（様式第９号関係）

注 省略

様式第１０号

省略

知つていることを知らないと言つたり、知らないことを付

け加えて言つたりせず、良心に従い、本当 のことを述べ

ることを誓います。

省略

証 人

省略

知つていることを知らないと言つたり、知らないことをつ

け加えて言つたりせず、良心に従い、ほんとうのことを述べ

ることを誓います。

省略

証 人 �

様式第１１号（第９条関係） 様式第１１号（第９条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

様式第１２号（第１０条関係） 様式第１２号（第１０条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

様式第１３号（第１１条関係） 様式第１３号（第１１条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 様式第１号

省略

氏 名

省略

１～３ 省略

４ 当局との交渉の有無及び経過

５ 省略

省略

氏 名 �

省略

１～３ 省略

４ 当局と 交渉の有無及び経過

５ 省略

注 省略

様式第２号（第２条関係）

注 省略

様式第２号（第２条関係）
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省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

様式第３号（第２条、様式第１号関係） 様式第３号（第２条、様式第１号関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第４号（様式第１号、様式第３号関係）

注 省略

様式第４号（様式第１号、様式第３号関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

様式第５号（第２条関係） 様式第５号（第２条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

様式第６号（第２条関係） 様式第６号（第２条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

様式第７号（第２条関係） 様式第７号（第２条関係）

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略
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�愛媛県議会告示第２号
愛媛県議会会議規則（昭和３０年３月愛媛県議会告示第１号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から施行する。

令和３年３月３０日

愛媛県議会議長 中 畑 保 一

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

県議会告示

改 正 後 改 正 前

（欠席届及び退席届）

第８５条 議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得

ない事由により議会に出席することができないときは、あらかじ

めその理由を記載した欠席届を議長に提出しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため議会に出席するこ

とができないときは、当該出産の予定日の６週間（多胎妊娠の場

合にあつては、１４週間）前の日から当該出産の予定日（議員が出

産したときは、当該出産の日）後８週間を経過する日までの範囲

内で、出席することができない期間を明らかにして、あらかじめ

議長に届け出ることができる。

３ 省略

第８６条 省略

第８７条 省略

第８８条 省略

第８９条 省略

第９０条 省略

第９１条 省略

第９２条 省略

第９３条 省略

第９４条 省略

第９５条 省略

第９６条 省略

第９７条 省略

第９８条 省略

第９９条 省略

第１００条 省略

第１０１条 省略

第１０２条 省略

第１０３条 省略

第１０４条 省略

第１０５条 省略

第１０６条 省略

（会議録の公開）

第１０７条 会議録は、これを公開する。ただし、第１０５条の規定によ

る秘密会の議事及び前条第２項 の規定により別に調製した発

言の記録は、この限りでない。

第１０８条 省略

第１０９条 省略

第１１０条 省略

第１１１条 省略

別表（第１０９条関係）

（出席簿）

第８５条 議員は、会議定刻前議事堂に参着して、出席簿に捺印しな

ければならない。

（出席 及び退席届）

第８６条 議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他の事故

により議会に出席することができないときは、あらかじ

めその理由を記載した欠席届を議長に提出しなければならない。

２ 省略

第８７条 省略

第８８条 省略

第８９条 省略

第９０条 省略

第９１条 省略

第９２条 省略

第９３条 省略

第９４条 省略

第９５条 省略

第９６条 省略

第９７条 省略

第９８条 省略

第９９条 省略

第１００条 省略

第１０１条 省略

第１０２条 省略

第１０３条 省略

第１０４条 省略

第１０５条 省略

第１０６条 省略

第１０７条 省略

（会議録の公開）

第１０８条 会議録は、これを公開する。但し、第１０６条 の規定によ

る秘密会の議事及び第１０７条第２項の規定により別に調製した発

言の記録は、この限りでない。

第１０９条 省略

第１１０条 省略

第１１１条 省略

第１１２条 省略

別表（第１１０条関係）

省略 省略
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�愛媛県公営企業管理規程第３号
愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

第１条 愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

公営企業管理規程

改 正 後 改 正 前

様式第１２号の２（第１１条関係） 未収入金整理簿

省略

表 面

様式第１２号の２（第１１条関係） 未収入金整理簿

省略

表 面

省略 省略

省略 省略

診療期間 摘要
収入調定簿

整 理 番 号

調定

金額

納入

金額
残高

納 入

年月日
診療期間 摘要

収入調定簿

整 理 番 号

調定

金額

納入

金額
残高

納 入

年月日
係印

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日
����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������
年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

注 省略

裏 面

注 省略

裏 面

督促状発送年月日 督促金額 指定期限 宛先人氏名 督促状発送年月日 督促金額 指定期限 あて先人氏名 係印

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

省略 省略

様式第１６号（第１１条関係） 企業債及び借入金台帳 様式第１６号（第１１条関係） 企業債及び借入金台帳

省略 省略

年 度 期月 未償還元金
償還所要額

年 度 期月 未償還元金
償還所要額

償還済印
元金 利子 計 元金 利子 計

年度
月 円 円 円 円

年度
月 円 円 円 円

月 月

年度
月

年度
月

月 月

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

年度
月

年度
月

月 月

年度
月

年度
月

月 月
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省略 省略

注 省略

様式第５０号の３（第６１条関係）送金通知書

様式第５０号の３（その１）

（表） 省略

（裏）

注 省略

様式第５０号の３（第６１条関係）送金通知書

様式第５０号の３（その１）

（表） 省略

（裏）

省略 注 意 事 項

１ 省略

２ 代理人が受領される場合は、債権者が次の委任

状に代理人の氏名を記入の上、署名又は記名押印

をしてください。なお、その際、領収書欄には、

代理人が署名又は記名押印をしてください。

省略

省略 注 意 事 項

１ 省略

２ 代理人が受領される場合は、債権者が次の委任

状に署名押印して

ください。

省略

様式第５０号の３（その２） 省略

様式第５１号（第６２条関係） 送金通知書再発行請求書

様式第５０号の３（その２） 省略

様式第５１号（第６２条関係） 送金通知書再発行請求書

省略 省略

注１ 省略

２ 債権者は、記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

様式第５１号の２（第６２条関係） 送金通知書再発行簿

省略

注１ 省略

２ 省略

様式第５１号の２（第６２条関係） 送金通知書再発行簿

省略

再発行いたしたい。
会計

年度

前発行
支払

場所

金

額

債権者 再発

行年

月日

理由

再発行いたしたい。
会計

年度

前発行
支払

場所

金

額

債権者 再発

行年

月日

理

由

受

領

印

企 業

出納員

補佐・

主 幹

係

長
係

年月

日
番号

住

所

氏

名

企 業

出納員

補佐・

主 幹

係

長
係

年月

日
番号

住

所

氏

名

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

様式第５６号（第７１条の１０関係） 未払金償還請求書 様式第５６号（第７１条の１０関係） 未払金償還請求書

省略 省略

省略

債権者 住 所

省略

省略

債主 住 所

省略

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

様式第５７号（第７１条の１０関係） 小切手再交付請求書

注 省略

様式第５７号（第７１条の１０関係） 小切手再交付請求書

省略 省略

注 １ 請求者は、記名押印に代えて署名することができる。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 省略

４ 省略

注

１ 省略

２ 省略
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第２条 愛媛県公営企業会計規程の一部を次のように改正する。

様式第３０号（その１）中「�」を削る。
「

取扱員印
様式第３０号（その２）中 及び「本書に取扱員印のないものまたは」を削る。

」

「
取扱員印

様式第３０号（その３）中 及び「本書に取扱員印のないもの又は」を削る。

」

様式第３２号中
「

￥ � を
「
￥ に改め、同様式注中２を削り、３を２とする。

」 」

様式第３４号中
「

￥ � を
「
￥ に改める。

」 」

様式第３５号、様式第３９号及び様式第４８号中「�」を削る。
「

検

印

係

印
様式第５０号の２中 を削る。

」

様式第６１号及び様式第６２号中
「
￥ � を

「
￥ に改める。

」 」

様式第６５号、様式第６７号、様式第６８号、様式第７２号から様式第７４号まで、様式第７６号、様式第７７号及び様式第８５号中「�」を削る。
様式第８６号及び様式第８７号中「�」を削る。
様式第８８号及び様式第９０号中「�」を削る。
附 則

１ この管理規程は、令和３年４月１日から施行する。

２ この管理規程施行の際現にある第２条の規定による改正前の愛媛県公営企業会計規程様式第３０号（その２）及び同様式（その３）の規

定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

��������������
�愛媛県公営企業管理規程第４号
愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程

愛媛県立病院料金規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 後

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 備考 名 称 区 分 単位 金 額 備考

省略 省略

省略 省略 省略 省略

文書料 診療費納付証明書 １部 １，５００円 文書料 診療費納付証明書 １部 １，４００円

省略 省略

省略 省略

脳ドック

愛媛県

立今治

病院及

び愛媛

県立南

宇和病

院

人間ドッ

クと併せ

て受けな

い場合

１回 ３４，１００円

脳ドック １回

３４，０００円

（人間ドックと

併せて受ける場

合にあつては、

人間ドッ

クと併せ

て受ける

場合

１回 ２４，４００円
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愛媛県

立新居

浜病院

人間ドッ

クと併せ

て受けな

い場合

１回 ３７，２００円

２４，４００円）

人間ドッ

クと併せ

て受ける

場合

１回 ２４，４００円

骨塩量検査

料

人間ドックと併せ

て受けない場合
１回 ８，８００円

骨塩量検査

料
１回

８，７００円

（人間ドックと

併せて受ける場

合にあつては、

３，６００円）

人間ドックと併せ

て受ける場合
１回 ３，６００円

乳がん検診

料

人間ドックと併せ

て受けない場合
１回 １１，５００円

乳がん検診

料
１回

１１，４００円

（人間ドックと

併せて受ける場

合にあつては、

６，３００円）

人間ドックと併せ

て受ける場合
１回 ６，３００円

けい

頚動脈超音

波検査料
１回 ５，０００円

けい

頚動脈超音

波検査料

人間ドックと併せ

て受ける場合
１回 ５，５００円

Ｂ型肝炎検

査料
１回

検査の委託に要

する額

Ｂ型肝炎検

査料

ＨＢＶ分子系統解

析検査
１回 ２２，５００円

ＨＢＶサブジェノ

タイプ判定検査
１回 １２，０００円

不妊・不育

症スクリー

ニング検査

料

１回
検査の委託に要

する額

不妊・不育

症スクリー

ニング検査

料

抗精子抗体検査 １回 ８，０００円

抗ミュラー管ホル

モン検査
１回 ８，０００円

抗カルジオリピン

ＩｇＭ抗体検査
１回 ４３０円

抗フォスファチジ

ルエタノールアミ

ン抗体検査

１回 ２８，０００円

抗フォスファチジ

ルセリン抗体検査
１回 ２８，０００円

サイトメガロウイ

ルスＩｇＧ ａｖ

ｉｄｉｔｙ検査

１回 ６，４００円

母体血清マ

ーカー検査

料

１回
検査の委託に要

する額

羊水等染色

体検査料
１回

検査の委託に要

する額

羊水等染色

体検査料

羊水染色体検査 １回 ５８，０００円

羊水染色体検査

（Ｒａｐｉｄ Ｆ

ＩＳＨ付き）

１回 ６８，０００円

微細欠失ＦＩＳＨ

検査
１回 ３８，０００円

流死産胎児組織染

色体検査
１回 ６６，０００円
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附 則

１ この管理規程は、令和３年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県立病院料金規程別表第１文書料の項の規定は、この管理規程の施行の日以後の文書の交付の申出に係る料金について適

用し、同日前の文書の交付の申出に係る料金については、なお従前の例による。

��������������
�愛媛県公営企業管理規程第５号

愛媛県県営工業用水道供給規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和３年３月３０日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県県営工業用水道供給規程の一部を改正する管理規程

愛媛県県営工業用水道供給規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

乳児定期診

察料

省略 乳児定期診

察料

省略

乳幼児定期

診察料
１回 ６，０００円

省略 省略

新生児聴覚

検査料
１回 ８，５００円

新生児聴覚

検査料
１回 ８，０４０円

省略 省略

施術料

初検料 １回 ２，９００円

施術料

初検料 １回 ２，８００円

１術（はり又はき

ゆうを施術した場

合）

１回 ３，６００円

１術（はり又はき

ゆうを施術した場

合）

１回 ３，５００円

２術（はり及びき

ゆうを施術した場

合）

１回 ４，１００円

２術（はり及びき

ゆうを施術した場

合）

１回 ４，０００円

省略 省略

巻爪（陥入

爪）矯正料

初診 １回 ４，８８０円 巻爪（陥入

爪）矯正料

初診 １回 ４，８２０円

再診 １回 ２，７４０円 再診 １回 ２，７２０円

薬価基準未

収載薬剤料
１件

薬剤の購入に要

した額

省略 省略

セカンドオ

ピニオン外

来料

１回 ５，４００円

セカンドオ

ピニオン外

来料

１回 ５，３００円

省略 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１号

省略

代表者

省略

様式第１号

省略

代表者 �

省略
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省略 省略

備 考

備 考担当者の職氏名

及び連絡先

注 不用の文字は、抹消する こと。

様式第２号

省略

注 不用の文字は、まつ消すること。

様式第２号

�

省略

省略 省略

省略

様式第３号

省略

代表者

省略

省略

様式第３号

省略

代表者 �

省略

省略 省略

備 考

備 考担当者の職氏名

及び連絡先

様式第４号

省略

様式第４号

�

省略

省略 省略

様式第５号

省略

代表者

次のとおり給水施設工事を行いたい ので申し込みます。

様式第５号

省略

代表者 �

次のとおり給水施設工事を行ないたいので申し込みます。

省略 省略

理 由

理 由担当者の職氏名

及び連絡先

様式第６号

省略

代表者

省略

様式第６号

省略

代表者 �

省略

省略 省略

理 由

理 由担当者の職氏名

及び連絡先

注 不用の文字は、抹消する こと。

様式第７号

省略

代表者

省略

注 不用の文字は、まつ消すること。

様式第７号

省略

代表者 �

省略

省略 省略

中 止 の 理 由

中 止 の 理 由担当者の職氏名

及び連絡先
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附 則

この管理規程は、令和３年４月１日から施行する。

様式第８号

省略

代表者

省略

代表者

省略

様式第８号

省略

代表者 �

省略

代表者 �

省略

省略 省略

承 継 の 理 由

承 継 の 理 由
担当者の

職氏名及

び連絡先

新所有者

旧所有者

様式第９号

省略

様式第９号

省略

省略 省略

変 更 の 理 由

変 更 の 理 由担当者の職氏名

及び連絡先

注 省略

様式第１１号

省略

代表者

省略

注 省略

様式第１１号

省略

代表者 �

省略

省略 省略

請 求 の 理 由

請 求 の 理 由担当者の職氏名

及び連絡先
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�愛媛海区漁業調整委員会指示第１２２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海におけるまき網及び浮敷網漁業の操業制限について、

次のとおり指示する。

令和３年３月３０日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南の

愛媛県海域をいう。）におけるまき網漁業及び浮敷網漁業は、区

画漁業権漁場区域内に設置されている養殖筏及び生簀並びに第２

種共同漁業権漁場区域内に設置されている小型定置網（垣網部及

び身網部）から１００メートル以内の海面では操業してはならない。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第１２３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）におけるさわら流し網漁業及びさごし、め

じか流し網漁業について、次のとおり指示する。

令和３年３月３０日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� さわら流し網漁業については、５月１日から５月３１日までの

間操業を禁止する。

� さごし、めじか流し網漁業については、８月１日から９月３０

日までの間操業を禁止する。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第１２４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）における宝石さんごの採捕について、次の

とおり指示する。

令和３年３月３０日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 定義

この指示において「宝石さんご」とは、アカサンゴ、モモイ

ロサンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいう。

２ 採捕の制限

宇和海において、宝石さんごを採捕してはならない。ただし、

３に掲げる者が採捕する場合であって、愛媛海区漁業調整委員会

（以下「委員会」という。）の承認を受けたときは、この限りで

ない。

３ 承認対象者

承認の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

� 試験研究の目的で宝石さんごを採捕しようとする者

� 宇和海において、令和２年度に宝石さんご漁業を営んでいる

者

� その他委員会が認めた者

４ 承認対象漁船

承認の対象となる漁船は、総トン数５トン未満の動力漁船とす

る。

５ 承認証の備え付けの義務

承認を受けた者は、宝石さんごを採捕しようとするときには、

承認証を対象漁船に備え付けなければならない。

６ 承認の制限、条件の変更又は採捕の停止

委員会は、資源保護又は漁業調整上必要があると認めるときは、

承認を制限し、条件を変更し、又は採捕の停止を指示することが

できる。

７ 承認の取消

委員会は、承認を受けた者がこの指示の内容に違反したときは、

承認を取り消すことができる。

８ 意図しない混獲等による宝石さんごの所持又は販売の禁止

承認を受けないで採捕した宝石さんごの所持又は販売をしては

ならない。

９ 事務取扱要領

この指示に定めるもののほか、採捕の承認等に関する取扱いに

ついては、委員会が別に定める。

１０ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第１２５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、

にほんうなぎの採捕の禁止について、次のとおり指示する。

令和３年３月３０日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� 採捕を禁止する水産動物

全長２５センチメートルを超えるうなぎ

� 禁止期間

１０月１日から翌年３月３１日まで

� 禁止区域

愛媛海区（公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面）

� 適用除外

愛媛県漁業調整規則第４７条の規定により、知事の許可を受け

たもの及び試験研究機関が試験研究のために採捕する場合は、

この限りではない。

２ 指示の期間

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

雑 報

令和３年３月３０日 発行

愛 媛 県 報令和３年３月３０日 第１９３号
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